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専用サービス契約約款 
 

昭和 61 年７月日テ企第 66号 

 施行 昭和 61年８月１日 

 
第１章  総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。）に基づき、この専用

サービス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより専用サービスを提供します。 

２ 令和５年７月１日より第４条(1)に規定する高速ディジタル伝送サービス（商品名：広帯域専用線プラン２）

の 10Mb/s、100Mb/s及び 1Gb/sの品目に係る専用契約の申込みの受付けを終了します。 

 
（注）本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス（当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯

サービス」といいます。）を、この約款により提供します。 

 
（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のこの

約款によります。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。）第

22条の２の３第２項第１号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当で

あると判断する方法により説明します。 

 
（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用      語 用    語    の    意  味 

１  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２  電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の

通信の用に供すること。 

３  専用サービス 

 

契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用

して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス 

４  専用サービス取扱所 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 

５  専用契約 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 

６  専用申込 専用契約の申込み 

７ 専用申込者 専用申込をした者 

８ 専用契約者 当社と専用契約を締結している者 

９  専用回線 専用契約に基づいて設置される電気通信回線 

10 相互接続点 

 

 

 

当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者又は事業法第 16

条第１項の届出をした者をいいます。以下同じとします。）との間の相互接続協定

（当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協

定をいいます。以下同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

11 接続専用回線 相互接続点にその一端が終端する専用回線 

12 他社接続回線 

 

相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であって、当社以外の電

気通信事業者が設置するもの 

13 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

14 特定事業者 別紙１に定める協定事業者 

15  特定他社接続回線 特定事業者が設置する他社接続回線 

16 端末設備 

 

 

専用回線の一端（相互接続点におけるものを除きます。）に接続される電気通信設

備であって、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに

準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

17 専用回線等 専用回線及び当社が設置する端末設備 

18 自営端末設備 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 

19 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

20 技術基準等 

 

端末設備等規則（昭和 60年郵政省令第 31号） 及び端末設備等の接続の技術的条

件 
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21 端末回線 

 

専用回線のうち、専用回線の一端（相互接続点におけるものを除きます。）と専用

取扱局に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 

22 専用取扱局 端末回線を収容する専用サービス取扱所であって当社が別に定めるもの 

23 契約者回線 

 

 

専用回線（高速ディジタル伝送サービスに係るものに限ります。）のうち、専用回

線の一端（相互接続点におけるものを除きます。）と当社が別に定める収容専用サ

ービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 

24 収容専用サービス取扱

所 

契約者回線を収容する専用サービス取扱所であって当社が別に定めるもの 

 

25 主配線盤 専用取扱局の配線盤 

26 収容区域 

 

１の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所に専用回線を収容する区域で当社が別

に定めるもの 

27 加入区域 

 

 

 

 

 

１の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収容区域のうち次に定める区域で、

特別な料金（線路設置費及び線路に関する加算額）の支払いを必要としないで専用

サービスを提供するもの 

(1) １の専用取扱局の収容区域のうち当社が別に定める区域 

(2) １の収容専用サービス取扱所の収容区域のうち当該収容専用サービス取扱所

内の区域 

28 区域外 １の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの 

29  消費税相当額 

 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法に関する法令

の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 

 
第２章  専用サービスの種類 

 

（専用サービスの種類） 

第４条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。 

(1)  高速ディジタル伝送サービス（商品名：広帯域専用線プラン２） 

(2) ＩＰ接続専用サービス 

 
 

第３章  専用サービスの提供範囲 

 
（専用サービスの提供区間等） 

第５条 当社が提供する専用サービスの提供区間は、別記１に定めるところによります。 

２ 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域（別に定める区域をいいます。以下同じとします。）を、専用

サービス取扱所に掲示します。 

 

 

第４章  契約 

 

第６条～第 23 条 削除 

 
第１節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 

 

（高速ディジタル伝送サービスの品目等） 

第 24条 高速ディジタル伝送サービス（10.0 メガビット／秒以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、

ＩＰ接続専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。）には、料金表第１表第２類（高速ディジ

タル伝送サービスに関する専用料）に規定する品目及び通信の態様による細目があります。 

 
（契約の単位） 

第 24条の２ 当社は、専用回線１回線ごとに１の専用契約を締結します。 

 

（共同専用契約） 

第 24条の３ 当社は、１の専用回線について専用契約者が２人以上となる専用契約（以下「共同専用契約」とい

います。）を締結します。 
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（専用回線の終端） 

第 25条 当社は、当社が別に定める収容専用サービス取扱所内又は専用契約者が指定した場所内の建物又は工

作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを専用回線の終端としま

す。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、接続専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議し

ます。 

 
（端末設備の設置） 

第 25 条の２ 当社は、特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線を利用する場

合に限り、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に設置できる地点に、料金表第１表

第２類（高速ディジタル伝送サービスに関する専用料）に定める端末設備を設置します。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。  

 

（専用申込の方法） 

第 26条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱

所に提出していただきます。 

(1) 専用サービスの種類及び品目等 

(2) 回線数 

(3) 相互接続点の所在場所又は専用回線の終端の場所 

(4) その他専用申込の内容を特定するための事項 

２ 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当

社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。 

(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目等 

(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間 

(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称 

(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項 

 
（専用申込の承諾） 

第 26条の２ 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。 

(1)  申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2)  専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用（特定他社接続回線の料金又は工事に関する費

用であって、当社が設定するものを含みます。）の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3)  接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社

接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき別に

定める条件に適合しないとき。 

(4)  その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第 27条 高速ディジタル伝送サービスについては、料金表第１表第２類（高速ディジタル伝送サービスに関す

る専用料）に定めるところにより最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して１年間とします。 

３ 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第１

表第２類（高速ディジタル伝送サービスに関する専用料）に規定する額を、一括して支払っていただきます。 

 

（専用契約者数の変更） 

第 27条の２ 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者とな

る者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書（第 26 条（専用申込の方法）の契約申込

書に準拠したものとします。）を専用サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の申込みがあったときは、前条の規定に準じて取り扱います。 

 

（品目等の変更） 

第 28条 専用契約者は、専用回線について、料金表に定めるところにより品目の変更の請求をすることができ

ます。 

２ 専用契約者は、その専用回線について、料金表に定めるところにより通信の態様による細目の変更の請求を

行うことができます。 

３ 当社は、前２項の請求があったときは、第 31条（その他の提供条件）の専用申込の承諾の規定に準じて取り
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扱います。 

 
（専用回線の移転） 

第 28条の２ 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条の２（専用申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 
第 29条 削除 

 

（専用回線の異経路） 

第 30 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、その専用回線を

通常の経路以外の当社が指定する経路（以下「異経路」といいます。）により設置します。 

  ただし、料金表第１表第２類（高速ディジタル伝送サービスに関する専用料）に定めるところにより端末回

線又は契約者回線を二重化する場合は、この限りでありません。 

 
（専用回線の利用の一時中断） 

第 30条の２ 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断（その専用回線を他に転

用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡） 

第 30条の３ 高速ディジタル伝送サービス利用権（専用契約者が専用契約に基づいて高速ディジタル伝送サービ

スの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を

生じません。 

２ 高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書

面により専用サービス取扱所に請求していただきます。 

 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。 

３ 当社は、前項の規定により高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合

を除いて、これを承認します。 

(1) 高速ディジタル伝送サービス利用権を譲り受けようとする者が高速ディジタル伝送サービスの料金又は

工事に関する費用（特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みま

す。）の支払いを怠り、又は怠る恐れがあるとき。 

(2) 共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係る全ての専用契約者の同意がないとき。 

(3) 接続専用回線に係る高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその接続

専用回線に接続される他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾を得られないとき、その他相互接続協定に

基づき別に定める条件に適合しないとき。 

４ 高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一切の権利

及び義務を承継します。 

 
（専用契約者が行う専用契約の解除） 

第 30条の４ 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを専用サービス取扱所に

書面により通知していただきます。 

 
（当社が行う専用契約の解除） 

第 30条の５ 当社は、第 48条（利用停止）の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者が、

なおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。 

２ 当社は、専用契約者が第 48 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社

の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停

止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを専用契約者

に通知します。 

 
（その他の提供条件） 

第 31条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定め

るところによります。 

 
第 32条～第 35条 削除 
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第２節 ＩＰ接続専用サービスに係る契約 

 
（ＩＰ接続専用サービスの種類） 

第 35条の２ 当社の提供するＩＰ接続専用サービスは、次のとおりとします。 

ＩＰ接続専用サービ

ス 

ＩＰ接続専用サービス（当社の電気通信サービスと接続するための専用サービスであっ

て、その一部について特定端末回線（別紙２に定める提供区域内に終始する端末回線をい
います。以下同じとします。）を利用することにより、ＩＰ接続点（別に定める当社の電

気通信サービスとの接続点をいいます。）と専用契約の申込をした者が指定する場所との

間において提供するものをいいます。以下同じとします。） 

 
（契約の単位） 

第 35条の３ 当社は、専用回線１回線ごとに１の専用契約を締結します。 

 
第 35条の４ 削除 

 

（専用回線の終端） 

第 35条の５ 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短

距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを専用回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議します。  

 
(注) ＩＰ接続専用サービスと接続する当社の電気通信サービスについては、本条第１項に定める保安器、配線
盤又は端末設備（電気通信事業法に規定する端末設備であって、当社が提供するものを含みます。）を次表の
とおりとします。 

電気通信サービスの種類 提供端末設備の名称 
Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光シティサービス規約に定める 
Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光シティサービス 

光ターミナル及び光ＢＢユニット 

 

   

（専用申込の方法） 
第 35条の６ 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取

扱所に提出していただきます。 

(1) 専用サービスの種類 
(2) 専用回線の終端の場所 

(3) その他専用申込の内容を特定するための事項 
 
（専用回線の共用） 

第35条の６の２ ＩＰ接続専用サービスに係る専用契約者は、ＩＰ接続点においてその専用回線と相互に接続す

る電気通信サービス（当社が別に定めるものに限ります。）を併用して申込み、提供を受けることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 35 条の７（その他の提供条件）に定める専用申込の承諾の規定に準
じて取り扱います。 

 
（その他の提供条件） 

第 35条の７ 専用申込の承諾、専用回線の利用の一時中断、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専

用契約の解除の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。 
２ ＩＰ接続専用サービスに係る契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定めるところによ

ります。 
 
 

第５章 端末設備の提供等 
 

（端末設備の提供） 

第 36条 当社は、ＩＰ接続専用サービスに係る専用回線及び特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービ

スに係る特定他社接続回線を利用する場合については、それぞれ第 35条の５（専用回線の終端）及び第 25 条

の２（端末設備の設置）に定めるところにより端末設備を提供します。 

 
第 37条 削除 

 

（端末設備の移転） 

第 38条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。 
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（端末設備の接続変更） 

第 39条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その専用契約者に

係る他の専用回線への接続の変更（以下「接続変更」といいます。）を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 36 条（端末設備の提供）の規定に準じて取り扱います。 

 
（端末設備の利用の一時中断） 

第 40条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断（その端末

設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 
 

第６章 回線相互接続 

 
（当社又は他社の電気通信回線との接続） 

第 41条  専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、

専用回線相互又は専用回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線若しくは当社以外の電気通

信事業者が設置する電気通信回線（以下「他社回線」といいます。）との接続（相互接続点における他社接続

回線との接続に該当する場合を除きます。）の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通

信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請

求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきま

す。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線

について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその電気通信事業者の承諾が得られない場

合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通

信について、その品質を保証しません。 

 
（他社接続回線との相互接続） 

第 42条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専

用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。 

 
（他社接続回線接続変更） 

第 43条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所

において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更（以下「他社接続回線接続変

更」といいます。）を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条の２（専用申込の承諾）又は第 35条の７（その他の提供条

件）の専用申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 

 
第 44条 削除 

 
（接続専用回線の接続休止） 

第 45条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に

係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線

を利用することができなくなったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。 

 ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは

他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

２ 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめそのこ

とをその接続専用回線に係る専用契約者に通知します。 

３ 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止の期間を

経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、

そのことをその接続専用回線に係る専用契約者に通知します。 

 
（相互接続点の所在地の変更） 

第 46条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。 
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第７章 利用中止及び利用停止 

 
（利用中止） 

第 47条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 46条（相互接続点の所在地の変更）の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在地を変更す

るとき。 

(3) 第 49条（通信利用の制限）の規定により、専用回線の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知ら

せします。 

 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 
（利用停止） 

第 48条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定める期間（その専用回

線等の料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等（その専用回線と

相互に接続する特定他社接続回線を含みます。）の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務を

いいます。以下同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、その

専用回線等の利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第 70条（利用に係る専用契約者の義務）又は第 71 条（他人に使用させる場合の専用契約者の義務）の

規定に違反したとき。 

(3)  当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気

通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 

(4)  別記５若しくは７に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、

技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りは

ずさなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定により専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止を

する日及び期間を専用契約者に通知します。 

 

 
第８章 通信利用の制限 

 
（通信利用の制限） 

第 49条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態

が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保

又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通

信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している専用回線（当社がそれらの機関との協議により定

めたものに限ります。）以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。 

機        関        名 

 気象機関 

 水防機関 

  消防機関 

災害救助機関 

 警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

 防衛機関 

 輸送の確保に直接関係がある機関 

 通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

 水道の供給の確保に直接関係がある機関 

 選挙管理機関 

  別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

 預貯金業務を行う金融機関 

 国又は地方公共団体の機関 
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第９章 料金等 

 
第１節 料金及び工事に関する費用 

 
（料金及び工事に関する費用） 

第 50条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第１表（料金）に規定する料金とし、当社が提供する

専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、加算額、線路設置費及び設備費等を合算したものとします。 

２ 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表第２表（工事に関する費用）に規定する工事費

とします。 

 
第２節 料金等の支払義務 

 

（専用料の支払義務） 

第 51条 専用契約者は、その専用契約に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約

の解除があった日の前日までの期間について、専用料を支払っていただきます。 

 ただし、専用回線等の提供を開始した日と専用契約の解除があった日が同一の日である場合は、その１日間

について、専用料を支払っていただきます。 

２ 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生

じたときの専用料の支払いは、次によります。 

(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。 

ア 専用回線等の利用の一時中断をしたとき。 

イ 専用回線等の利用停止があったとき。 

(2)  前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除き、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払

っていただきます。 

区      別 支払いを要しない料金 

１ 専用契約者の責めによらない理由によりその専用

回線等（１０Gb/s 及び１００Gb/s の品目に係る高

速ディジタル伝送サービスに係るものを除きます。

以下この表において同じとします。）を全く利用で

きない状態（その専用回線等による全ての通信に著

しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます。以下この表において同

じとします。）が生じた場合（２欄又は３欄に該当

する場合を除きます。）に、そのことを当社が知っ

た時刻から起算して、次表に規定する時間以上その

状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時

間（この表の１欄に規定する時間の倍数である部分に限

ります。）に対応するその専用回線等（その専用回線等

の一部を利用できなかった場合は、その部分に限りま

す。）についての料金 

 

 区   分 時間   

  高速ディジタル伝送サービス １時間   

  
２ 当社の故意又は重大な過失により、その専用回線

等を全く利用できない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時

間に対応するその専用回線等についての料金 

３ 専用回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴

って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じ

たとき（専用契約者の都合により、専用回線等を利

用しなかった場合であって、その専用回線等を保留

したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態

とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等

（その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、そ

の部分に限ります。）についての料金 

 
 
３ 第１項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができな

い状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他

社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった

場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金を支払っていただきます。 

(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除き、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線

を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。 
 

区      別 支払いを要しない料金 

１ 専用契約者の責めによらない理由により接続専用

回線（１０Gb/sの品目に係る高速ディジタル伝送サ 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時

間（前項第２号の表の１欄に規定する時間の倍数である 
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ービスに係るものを除きます。以下この表において

同じとします。）と相互に接続する他社接続回線を

全く利用できない状態（その他社接続回線による全

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この

条において同じとします。）が生じた場合（２欄に

該当する場合を除きます。）に、そのことを当社が

知った時間から起算して、前項第２号の表の１欄に

規定する時間以上その状態が連続したとき。 

部分に限ります。）に対応するその接続専用回線（当社

が設置する端末設備を含みます。）についての料金 

 

２ 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係

る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該接

続専用回線を利用することができない状態が生じた

とき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時

間に対応するその接続専用回線（当社が設置する端末設

備を含みます。）についての料金 

３ 接続専用回線の接続休止をしたとき。 

 

接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用

できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接

続専用回線（当社が設置する端末設備を含みます。）に

ついての料金 

備考 

この表の１欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」

には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線を利用することができなくなったため、その他社接

続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 

 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用

契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線を利用するこ

とができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 
 
４ 前２項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

５ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 
（工事費の支払義務） 

第 52条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事

に関する費用）に規定する工事費を支払っていただきます。 

 ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この節において「解除等」

といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、

当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して

解除等があったときまでに着手した工事の部分について、別に算定した額を負担していただきます。この場合

において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
（線路設置費の支払義務） 

第 53条 専用契約者は、次条第１項第１号の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合に

は、料金表第１表第５類第１（線路設置費）に規定する線路設置費を支払っていただきます。 

 ただし、専用回線の設置工事等の着手前にその専用契約の解除等があった場合は、この限りでありません。

この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。 

(1) 専用回線の終端（相互接続点におけるものを除きます。以下この条において同じとします。）が区域外

となる専用申込をし、その承諾を受けたとき。 

(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を

受けたとき。 

(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転（移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備

の設置範囲内となるものを除きます。）の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して

解除等があったときまでに着手した工事（区域外における専用回線の新設の工事に限ります。）の部分につい

て、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定

した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
（設備費の支払義務） 

第 54条 専用契約者は、次の場合には、料金表第１表第５類第２（設備費）に規定する設備費を支払っていた

だきます。 

 ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既
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にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。 

(1) 異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。 

(2) 現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する専用申込（専用サー

ビスの品目の変更又は専用回線の移転の請求を含みます。）をし、その承諾を受けたとき。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して

解除等があったときまでに着手した工事（前項各号に掲げる異経路による専用回線又は特別な電気通信設備の

新設の工事に限ります。）の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合におい

て、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
第３節 料金の計算方法等 

 
（料金の計算方法等） 

第 55条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによりま

す。 

 

（料金等支払いの連帯責任） 

第 56条 共同専用契約（ＩＰ接続専用サービスに係るものを除きます。）を締結している各専用契約者は、そ

の専用契約者が支払うべき料金その他の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。 

 
第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 57条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、そ

の免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割

増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 
（延滞利息） 

第 58条 専用契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払

いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5％の割合で計

算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 ただし、支払期日の翌日から計算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 

 

第５節 特定他社接続回線の料金等 

 
（特定他社接続回線の料金等の支払義務） 

第 59条 専用契約者は、その専用契約に係る特定他社接続回線の料金等（接続専用回線と相互に接続する特定

他社接続回線の料金及び工事に関する費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。）

を、当社に支払っていただきます。 

２ 特定他社接続回線の料金等の支払義務については専用回線の場合に準ずるものとします。この場合、第 51 条

（専用料の支払義務）第２項第２号の表に規定する時間の適用については、特定事業者の契約約款（特定事業

者の専用サービスに関する契約約款及び料金表をいいます。以下同じとします。）に規定するサービスの種類

及び通信の態様による細目に応じて定まる時間（以下「特定時間」といいます。）を適用するものとします。 

 
（注）本条第２項に規定する特定時間は、次表のとおりとします。 

サービスの種類 特定時間 

高速ディジタル伝送サービス（１０Gb/s及び１００Gb/sの品目に係るものを除きま

す。） 
１時間 

ＩＰルーティング網接続専用サービス ２４時間 

 

（特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金） 

第 60条  特定他社接続回線については、料金表第１表第４類（特定他社接続回線に関する料金）に定めるとこ

ろにより最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して１年間とします。 

３ 専用契約者は、その専用契約に係る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、前項の最低

利用期間内に、特定事業者の契約約款に規定する利用休止、専用契約の解除、品目の変更、通信の態様による

細目の変更、専用回線の移転があった場合又は第 62 条（その他の提供条件）に定める品目の変更があった場

合は、当社が定める期日までに、料金表第１表第４類（特定他社接続回線に関する料金）に定める額を、一括
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して支払っていただきます。 

 
第 61条 削除 

 
（その他の提供条件） 

第 62条 特定他社接続回線に係る品目の変更、料金の計算方法等、支払いの連帯責任、割増金及び延滞利息に

ついては、専用回線の場合に準ずるものとします。 

 

第６節 ＩＰ接続専用サービスに係る料金の設定 

 
（ＩＰ接続専用サービスに係る料金の設定） 

第 62条の２ ＩＰ接続専用サービスに係る専用回線については、その専用契約者は、別に定める当社の契約約款

に定めるところにより、その料金及び工事に関する費用の支払いを要します。 

 
(注) 本条に規定する別に定める当社の契約約款とは、次表に定めるものをいいます。 

契約約款の名称 

Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光シティサービス規約 
ＩＰ電話サービス契約約款 

 
 

第 10章 保守 

 
（専用契約者の維持責任） 

第 63条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に

適合するよう維持していただきます。 

 
（専用契約者の切分責任） 

第 64条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用

回線等（接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとしま

す。）を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを

確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において別に定め

る方法により試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社

の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその

派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の

額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（注）本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専用契約者には適用

しません。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第 65条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができな

いときは、第 49条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に

従ってその専用回線等を修理し又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の専用回線等は、

同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順 位 修理又は復旧する専用回線等 

１ 

 気象機関が利用するもの 

 水防機関が利用するもの 

 消防機関が利用するもの 

 災害救助機関が利用するもの 

 警察機関が利用するもの 

 防衛機関が利用するもの 

 輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 

 通信の確保に直接関係がある機関が利用するもの 

 電力の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの 
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２ 

 ガスの供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの 

 水道の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの 

 選挙管理機関が利用するもの 

 別記 13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関が利用するもの 

 預貯金業務を行う金融機関が利用するもの  

 国又は地方公共団体の機関が利用するもの（第１順位となるものを除きます。） 

３  第１順位及び第２順位に該当しないもの 

 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、

暫定的にその専用サービス取扱所を変更することがあります。 

 

 
第 11章 損害賠償 

 
（責任の制限） 

第 66条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな

かったときは、その専用回線等が全く利用できない状態（その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあ

ることを当社が知った時刻から起算して、第 51条（専用料の支払義務）第２項第２号の表の１欄に規定する

時間（ＩＰ接続専用サービスについては、72 時間とします。以下この条において同じとします。）以上その状

態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のそ

の状態が連続した時間（第 51 条（専用料の支払義務）第２項第２号の表の１欄に規定する時間の倍数である

部分に限ります。）に対応する当該専用回線等に係る料金額（その専用回線等の一部が全く利用できない状態

の場合は、その部分に係る料金額）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表

通則の規定に準じて取扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前３項の規定は適用しません。 

 
（特定他社接続回線に係る責任の制限） 

第 67条 当社は、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由により専用契約者が特定他社接続回線を全く利用

できない状態が生じたときは、その特定他社接続回線を全く利用できない状態（その特定他社接続回線による

全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条に

おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、特定時間以上その状態が連続したとき

に限り、その専用契約者の損害を賠償します。 

 ただし、特定事業者が特定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行なう場合は、この限りでありません。 

２ 前項の場合において、当社は、特定他社接続回線を全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以

降のその状態が連続した時間（特定時間の倍数である部分に限ります。）に対応するその特定他社接続回線に

係る料金額（その特定他社接続回線の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生

した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 当社又は特定事業者の故意又は重大な過失により特定他社接続回線の利用ができなかったときは、前２項の

規定は適用しません。 

 
（免責） 

第 68条 当社は、専用回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、専用契約者に関する土地、建物そ

の他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償し

ません。 

２ 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において

「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しま

せん。 

 ただし、端末設備等の接続の技術的条件に関する規則の規定の変更により、現に専用回線に接続されている

自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変

更した規定に係る部分に限り負担するものとします。 
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第 12章 雑則 

 
（承諾の限界） 

第 69 条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難

なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき（その請求に係る専用回線

が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に

係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条

件に適合しない場合を含みます。）は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその

請求した専用契約者に通知します。 

 ただし、この約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（書面等の提出等） 

第 69条の２ 専用契約者又は専用契約の申込みをする者（承継等の手続きをする者を含みます。）は、当社が承

認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法（電磁的方法やインターネットを経由して

当社所定の書式を専用サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。）により提出等をすることができます。 

 

（利用に係る専用契約者の義務） 

第 70条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊

し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。 

 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電

気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備

に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

 
（注）専用契約者は、本条の規定に違反して専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日ま

でにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 
（他人に使用させる場合の専用契約者の義務） 

第 71条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守

っていただきます。 

(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その

専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。 

(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する

者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。 

(3) 専用契約者は、当社が別に定める適用については、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信

設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただ

きます。 

 
（注）本条第３号に規定する別に定める適用は、第 63条（専用契約者の維持責任）、第 64 条（専用契約者の切

分責任）及び別記４から別記７に定めるところによります。 

 
（専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等） 

第 72条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記 10 及び 11に定めるところにより

ます。 

 
（協定事業者への通知） 

第 72条の２ 当社は、専用サービスの提供に必要な範囲（別に定めるところによります。）において、その専用

契約者（その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及

び住所等をその協定事業者に通知することがあります。この場合において、専用契約者は、当社が通知をする

ことに同意していただきます。 

 
（特定事業者からの通知） 

第 73条 専用契約者は、その専用契約に係る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、特定

事業者の契約約款に規定する品目の変更等があった場合にはその変更の内容を事前に専用サービス取扱所に通
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知していただきます。 

２ 当社は、専用契約者から前項の通知がないときは、当社と特定事業者との相互接続協定に基づき、特定事業

者から、専用契約者と特定事業者との専用サービスに関する契約に係る変更等について、通知を受けることが

あります。専用契約者は、同意書を提出することにより、これを承認していただきます。 

 

（特約条項等） 

第 73条の２ 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、専用契約者に対して別に定める提供条件（以下

「特約条項等」といいます。）で専用サービスの提供をすることがあります。 

  この場合、当社と専用契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先する

ものとします。 

 
（法令に規定する事項） 

第 74条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定する事項については、別記４から９に定めるとこ

ろによります。 

 

（閲覧） 

第 75条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。 

２ 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービス（ＩＰ接続専用サービスを除きま

す。）を利用するうえで参考となる別記 14に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

３ この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

 

 

第 13章 附帯サービス 

 
（附帯サービス） 

第 76条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12に定めるところによります。 
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別記 

１ 専用サービスの提供区間 

当社が提供する専用サービスの提供区間は、次のとおりとします。 

(1) 相互接続点（他社接続回線と相互接続する場合に限ります。以下この別記１において同じとします。）又は

業務区域内の専用回線の終端（相互接続点におけるものを除きます。）相互間のもの 

ただし、特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線と相互接続する場合

には、同一の相互接続点に終始する場合を含みます。 

(2) 相互接続点又は専用回線の終端（特定端末回線に係るものに限ります。）からＩＰ接続点間のもの 

 

２ 氏名等の変更 

(1) 専用契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更

の内容を事前に又は変更後速やかに、専用サービス取扱所に通知していただきます。 

(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがありま

す。 
 
３ 専用契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しく

は合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて専用サービス取扱所に届け出て

いただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対する代表者と定め、これを

届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの１人を代表者として

取り扱います。 
 
４ 自営端末設備の接続 

(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専

用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の

技術基準適合認定等に関する規則（平成 16年総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）

様式第７号又は第 14号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備

の機器をいいます。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしてい

ただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検

査を行います。 

ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第 14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第 32条第１項で定める場合に該当するとき。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 専用契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定める種類の工事担任者資格者証の

交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

(6) 専用契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。 

(7) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通

知していただきます。 
 
５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に

支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するか

どうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事

業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、

その自営端末設備を専用回線から取りはずしていただきます。 
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６ 自営電気通信設備の接続 

(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専

用回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと

一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。）の保持が経営上困難となることについ

て、事業法第 70条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するときを除い

て、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 専用契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気

通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

(6) 専用契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。 

(7) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社

に通知していただきます。 
 
７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

 専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障

がある場合の検査については、別記５（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 
 
８ 当社の維持責任 

 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60年郵政省令第 30号）に適合するよう

維持します。 

 

９ 専用契約者に係るパーソナルデータの利用 

(1) 当社は、専用契約者に係るパーソナルデータ（個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法にお

ける個人情報には限られません。以下同じとします。）の取扱いに関する指針（以下「プライバシーポリシー」

といいます。）を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。 

(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに

関わらずこの約款の定めるところによります。 

 

10 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 

(1) 専用回線の終端（接続専用回線の終端であって、相互接続点におけるものを除きます。以下 10において同じ

とします。）のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。）又は建物内にお

いて、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。 

(2) 当社は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、専用契約者から管路等の特別な設備を使用して専

用回線等を設置することを求められたときは専用契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

(3) 当社は、第 25条の２（端末設備の設置）又は第 35 条の５（専用回線の終端）に規定する端末設備を設置す

る場合についても、(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。 
  
11 専用契約者からの電気の提供 

 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していた

だくことがあります。 
 
12 他社接続回線に関する手続きの代行 

 当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、当該専用回線と相互に接続する他社接続回線

について、その他社接続回線に係る電気通信事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項

について、手続きの代行を行います。 
 

13 新聞社等の基準 
 

区  分 基     準 

１ 新聞社 

 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的

としてあまねく発売されること。 
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(2) 発行部数が、１の題号について 8,000部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和 25年法律第 132 号）第２条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び

同条第 24号に規定する基幹放送局提供事業者 

３ 通信社 

 

 

新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲

載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（広告を除きま

す。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

 
14 技術資料の項目 
 (1) 高速ディジタル伝送サービス 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 
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料金表 
 
通則 

（料金の設定） 

１ 接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金等については、当社が設定するものとします。 

 ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金等についてはこの限

りでありません。 

２ １の規定により当社が設定する特定他社接続回線の料金等は、この料金表に規定するところにより適用し

ます。この場合において、特定他社接続回線の種類及び通信の態様による細目については、特定事業者の契

約約款に規定するところによります。 
 
（料金の計算方法等） 

３ 当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金は、料金月（１の暦月の起算日（当社が専用契

約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同

じとします。）に従って計算します。 

 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金（以下この通則において「月額料金」とい

います。）をその利用日数に応じて日割します。 

ただし、第１表（料金）に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

(1) 料金月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日に専用契約の解除があったとき。 

(3) 前各号の場合を除いて、料金月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増

加又は減少したとき（この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用し

ます。）。 

(4) 第 51 条（専用料の支払義務）第２項第２号の表又は同条第３項第２号の表の規定に該当するとき。 

(5) 料金月の初日に専用回線等の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除があったとき。 

(6) ６の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

 

５ ４の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。 

 

６ 当社は、業務上やむを得ない場合は、３に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 
 
（端数処理） 

７ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てます。 
 
（料金等の支払い） 

８ 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融

機関又は専用サービス取扱所等において支払っていただきます。 
 
（注）料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 
 
（料金の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、専用契約者の承諾を得て、２か月以上の料金を、当社が指定す

る期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 
 
（前受金） 

10 当社は、料金について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ

前受金を預かることがあります。 
 
（消費税相当額の加算） 
11 第 51 条（専用料の支払義務）から第 54 条（設備費の支払義務）及び第 59 条（特定他社接続回線の料金等の
支払義務）の規定その他約款の規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用について支払いを要する
ものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同
じとします。）とします。）に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定める
ところによります。 
 この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額（税抜価額に消費
税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）を併記します。 
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（注）当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。 
 
12 11 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、専用契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異
なる場合があります。 

 

（料金の臨時減免） 

13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に

その料金を減免することがあります。 
 
（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのこと

を周知します。 
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第１表 料金 

第１類 削除 

 

第２類 高速ディジタル伝送サービスに関する専用料 

１ 適用 

 専用サービスに係る料金の適用については、第 51 条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のとお 

 りとします。 
 
区 分 内     容 

(1) 品目に係る

料金の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 
 区 分 品 目 内      容  

  超高速品目 10Mb/s 10.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   100Mb/s 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   1Gb/s 1.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   10Gb/s 10.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   100Gb/s 100.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  備考 

 当社は、専用回線の終端（端末回線及び特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サ

ービスに係る特定他社接続回線の終端の場合に限ります｡）の場所に当社の回線終端装置

を設置します。 

 

 
 

(2) 回線距離の 回線距離は、次のとおり測定します。 
測定  回線距離の測定方法  

  その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点（特定事業者のＩＰルーテ

ィング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線を利用する場合については、別に定

める接続点（当社が別に定める起算点をいいます。）とします。(3)において同じとしま

す。）の起算点相互間の回線距離により測定します。 

 

  備考 

１ 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局（契約者

回線を使用する場合は収容専用サービス取扱所とします。）をいいます。 
 

 

  ２ 回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離の算出方法は、次の

とおりとします。 

(1) 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺２キロメートルの正方形に区

分し、その区分した区画（以下「方形区画」といいます。）にそれぞれ縦軸の番号

及び横軸の番号を付します。 
(2) 回線距離は、双方の回線距離測定の起算点の方形区画の番号（以下「方形区画番
号」といいます。）に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結
果に１キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ３ 当社は、専用サービス取扱所において、回線距離測定の起算点及びその方形区画番

号を閲覧に供します。 

４ その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分の回

線距離が最短なものの基本回線専用料を適用します。 

 

 
(3) 回線距離測

定の起算点の変

更があった場合

の料金の適用 

収容区域の設定変更、専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の指定の変更・所在場所の変

更、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専

用回線の終端の回線距離測定の起算点の変更があったときは、料金を再算定します。 

 

２ ２ 
縦軸の方形
区画番号の
数差 

横軸の方形
区画番号の
数差 

×２ ×２ ＋ ＝ 回線距離 
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(4) 専用回線の

終端が加入区域

外にある場合の

料金の適用 

ア 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、その専用回線の終端が収容されて

いる専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱（専用

回線の終端に最も近い距離にある電柱（ケーブル引込みの場合は配線盤、無線引込みの場

合は無線送受信装置）をいいます。以下同じとします。）までの線路（以下「区域外線

路」といいます。）について適用します。 

イ その専用回線が異経路（(5)の「異経路の線路」の部分に限ります。）によるものであ

るときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 

(5) 異経路によ

る専用回線の料

金の適用 

ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収

容区域を超える地点から引込柱までの線路（以下「異経路の線路」といいます。）につい

て、異経路の線路に係る加算額を適用します。 

イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過したときは、

再算定します。 

(6) 配線設備に

係る料金の適用 

当社が配線設備を提供した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 

ア 専用回線の終端からジャック又はローゼット（ジャック又はローゼットが設置されてい

ない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。）までの配線 

イ １のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 

(7) 最低利用期

間に係る料金の

適用 

ア 高速ディジタル伝送サービスについては、異経路によるものを除いて、最低利用期間が

あります。 

イ 専用契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料

金（２（料金額）に規定する基本回線専用料とします。）に相当する額を、一括して支払

っていただきます。 

 
 

２ 料金額 

(1)  基本回線専用料 

ア 相互接続点相互間のもの 

(ｱ) 削除 
 

(ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ２００，０００円（税込２２０，０００円） 

２０     〃 ２，３８０，０００円（税込２，６１８，０００円） 

５０     〃 ５，１１８，４００円（税込５，６３０，２４０円） 

２００    〃 ９，８２５，２００円（税込１０，８０７，７２０円） 

４５０    〃 １２，４２７，８００円（税込１３，６７０，５８０円） 

６００    〃 １２，７４０，０００円（税込１４，０１４，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２６，１８０，０００円（税込２８，７９８，０００円） 

 

(ｳ) １００Ｇｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，８００，０００円（税込１，９８０，０００円） 

２０     〃 １，８００，０００円（税込１，９８０，０００円） 

５０     〃 ６，５８０，８００円（税込７，２３８，８８０円） 

２００    〃 １２，６３２，４００円（税込１３，８９５，６４０円） 

４５０    〃 １５，９７８，６００円（税込１７，５７６，４６０円） 

６００    〃 １６，３８０，０００円（税込１８，０１８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３３，６６０，０００円（税込３７，０２６，０００円） 

 

イ 相互接続点と端末回線の一端との間のもの 

(ｱ) 削除 

 

(ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線

距
離 

０キロメートルまでのもの １，７００，０００円（税込１，８７０，０００円） 

２０     〃 ３，８８０，０００円（税込４，２６８，０００円） 

５０     〃 ６，６１８，４００円（税込７，２８０，２４０円） 
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２００    〃 １１，３２５，２００円（税込１２，４５７，７２０円） 

４５０    〃 １３，９２７，８００円（税込１５，３２０，５８０円） 

６００    〃 １４，２４０，０００円（税込１５，６６４，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２７，６８０，０００円（税込３０，４４８，０００円） 

 

(ｳ) １００Ｇｂ／ｓのもの                   専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ４，８００，０００円（税込５，２８０，０００円） 

２０     〃 ４，８００，０００円（税込５，２８０，０００円） 

５０     〃 ９，５８０，８００円（税込１０，５３８，８８０円） 

２００    〃 １５，６３２，４００円（税込１７，１９５，６４０円） 

４５０    〃 １８，９７８，６００円（税込２０，８７６，４６０円） 

６００    〃 １９，３８０，０００円（税込２１，３１８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３６，６６０，０００円（税込４０，３２６，０００円） 

 

ウ 端末回線の一端相互間のもの 

(ｱ) １Ｇｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ２，４５０，０００円（税込２，６９５，０００円） 

２０     〃 ４，０５０，０００円（税込４，４５５，０００円） 

５０     〃 ６，００６，０００円（税込６，６０６，６００円） 

２００    〃 ９，３６８，０００円（税込１０，３０４，８００円） 

４５０    〃 １１，２２７，０００円（税込１２，３４９，７００円） 

６００    〃 １１，４５０，０００円（税込１２，５９５，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２１，０５０，０００円（税込２３，１５５，０００円） 

 

(ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ３，２００，０００円（税込３，５２０，０００円） 

２０     〃 ５，３８０，０００円（税込５，９１８，０００円） 

５０     〃 ８，１１８，４００円（税込８，９３０，２４０円） 

２００    〃 １２，８２５，２００円（税込１４，１０７，７２０円） 

４５０    〃 １５，４２７，８００円（税込１６，９７０，５８０円） 

６００    〃 １５，７４０，０００円（税込１７，３１４，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２９，１８０，０００円（税込３２，０９８，０００円） 
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(ｳ) １００Ｇｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ７，８００，０００円（税込８，５８０，０００円） 

２０     〃 ７，８００，０００円（税込８，５８０，０００円） 

５０     〃 １２，５８０，８００円（税込１３，８３８，８８０円） 

２００    〃 １８，６３２，４００円（税込２０，４９５，６４０円） 

４５０    〃 ２１，９７８，６００円（税込２４，１７６，４６０円） 

６００    〃 ２２，３８０，０００円（税込２４，６１８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３９，６６０，０００円（税込４３，６２６，０００円） 

 

エ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの 

(ｱ) 削除 

 

(ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ２４０，０００円（税込２６４，０００円） 

２０     〃 ２，４２０，０００円（税込２，６６２，０００円） 

５０     〃 ５，１５８，４００円（税込５，６７４，２４０円） 

２００    〃 ９，８６５，２００円（税込１０，８５１，７２０円） 

４５０    〃 １２，４６７，８００円（税込１３，７１４，５８０円） 

６００    〃 １２，７８０，０００円（税込１４，０５８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２６，２２０，０００円（税込２８，８４２，０００円） 

 

(ｳ) １００Ｇｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，８４０，０００円（税込２，０２４，０００円） 

２０     〃 １，８４０，０００円（税込２，０２４，０００円） 

５０     〃 ６，６２０，８００円（税込７，２８２，８８０円） 

２００    〃 １２，６７２，４００円（税込１３，９３９，６４０円） 

４５０    〃 １６，０１８，６００円（税込１７，６２０，４６０円） 

６００    〃 １６，４２０，０００円（税込１８，０６２，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３３，７００，０００円（税込３７，０７０，０００円） 

 

オ 契約者回線の一端相互間のもの 

(ｱ) １０Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの 

 

 

 

９０，０００円 

（税込９９，０００円） 
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(ｲ) １００Ｍｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの 

 

 

 

１００，０００円 

（税込１１０，０００円） 

 

 

 
(ｳ) １Ｇｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １８０，０００円（税込１９８，０００円） 

２０     〃 １，７８０，０００円（税込１，９５８，０００円） 

５０     〃 ３，７３６，０００円（税込４，１０９，６００円） 

２００    〃 ７，０９８，０００円（税込７，８０７，８００円） 

４５０    〃 ８，９５７，０００円（税込９，８５２，７００円） 

６００    〃 ９，１８０，０００円（税込１０，０９８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの １８，７８０，０００円（税込２０，６５８，０００円） 

 
(ｴ) １０Ｇｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ２８０，０００円（税込３０８，０００円） 

２０     〃 ２，４６０，０００円（税込２，７０６，０００円） 

５０     〃 ５，１９８，４００円（税込５，７１８，２４０円） 

２００    〃 ９，９０５，２００円（税込１０，８９５，７２０円） 

４５０    〃 １２，５０７，８００円（税込１３，７５８，５８０円） 

６００    〃 １２，８２０，０００円（税込１４，１０２，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２６，２６０，０００円（税込２８，８８６，０００円） 

 

(ｵ) １００Ｇｂ／ｓのもの                   専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，８８０，０００円（税込２，０６８，０００円） 

２０     〃 １，８８０，０００円（税込２，０６８，０００円） 

５０     〃 ６，６６０，８００円（税込７，３２６，８８０円） 

２００    〃 １２，７１２，４００円（税込１３，９８３，６４０円） 

４５０    〃 １６，０５８，６００円（税込１７，６６４，４６０円） 

６００    〃 １６，４６０，０００円（税込１８，１０６，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３３，７４０，０００円（税込３７，１１４，０００円） 

 

カ 契約者回線と端末回線の一端との間のもの 

(ｱ) １Ｇｂ／ｓのもの                            専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，３１５，０００円（税込１，４４６，５００円） 

２０     〃 ２，９１５，０００円（税込３，２０６，５００円） 

５０     〃 ４，８７１，０００円（税込５，３５８，１００円） 

２００    〃 ８，２３３，０００円（税込９，０５６，３００円） 

４５０    〃 １０，０９２，０００円（税込１１，１０１，２００円） 

６００    〃 １０，３１５，０００円（税込１１，３４６，５００円） 

６００キロメートルを超えるもの １９，９１５，０００円（税込２１，９０６，５００円） 
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(ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，７４０，０００円（税込１，９１４，０００円） 

２０     〃 ３，９２０，０００円（税込４，３１２，０００円） 

５０     〃 ６，６５８，４００円（税込７，３２４，２４０円） 

２００    〃 １１，３６５，２００円（税込１２，５０１，７２０円） 

４５０    〃 １３，９６７，８００円（税込１５，３６４，５８０円） 

６００    〃 １４，２８０，０００円（税込１５，７０８，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ２７，７２０，０００円（税込３０，４９２，０００円） 

 
(ｳ) １００Ｇｂ／ｓのもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの ４，８４０，０００円（税込５，３２４，０００円） 

２０     〃 ４，８４０，０００円（税込５，３２４，０００円） 

５０     〃 ９，６２０，８００円（税込１０，５８２，８８０円） 

２００    〃 １５，６７２，４００円（税込１７，２３９，６４０円） 

４５０    〃 １９，０１８，６００円（税込２０，９２０，４６０円） 

６００    〃 １９，４２０，０００円（税込２１，３６２，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの ３６，７００，０００円（税込４０，３７０，０００円） 

 
(2) 加算額 

月額 

料金種別 単 位 区   分 料金額 

ア 区域外線路専用料 

 

専用回線の

一端につき

区域外線路 

100 メート

ルまでごと

に 

 1Gb/s、10Gb/s 又は 100Gb/s

の場合 

 当社が別に算定する額 

 

 

イ 異経路の線路専用料 ― ―  当社が別に算定する額 

ウ 配線設備専用料 １配線ごとに 
― 

１，８００円 

（税込１，９８０円） 
エ  回線
終端装
置専用
料 

(ｱ) 端末回線のうち(ｲ)
以外のもの 

１台ごとに 1Gb/s 用のもの ９０，０００円 

（税込９９，０００円） 

10Gb/s用のもの ５２，０００円 

（税込５７，２００円） 

100Gb/s用のもの １９５，０００円 

（税込２１４，５００円） 

(ｲ) 別に定める特定他
社接続回線を利用す
るもの  

１台ごとに 

10Gb/s 用の

場合 

タイプ２ 
４０，０００円 

（税込４４，０００円） 

タイプ３ 
５２，０００円 

（税込５７，２００円） 

100Gb/s 用の場合 
１９５，０００円 

（税込２１４，５００円） 

備考 
 (ｲ)に規定する別に定める特定他社接続回線は特定事業者のＩＰルーティング網接続専

用サービスに係るものとします。 
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第３類 削除 

 

第４類 特定他社接続回線に関する料金 

 

第 1～第３ 削除 
 

第４ 特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係るもの 

１ 適用 

  特定他社接続回線に係る料金の適用については、第 59 条（特定他社接続回線の料金等の支払義務） 

 の規定によるほか次のとおりとします。 

区 分  内     容   

(1) 特定他社接

続回線の種類及

び細目に係る料

金の適用 

特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線は、特定事業者

の契約約款に規定するＩＰルーティング網接続専用サービスのうち、第３種サービスのタイ

プ２に係るものに限ります。 

 

(2) 特定他社接

続回線の品目に

係る料金の適用 

当社は、特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線につい

て、次の品目を定めます。 
 品 目  内      容  

  10Gb/s 10.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  100Gb/s 100.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの  
  

(3) 特定他社接

続回線の細目に

係る料金の適用 

当社は、特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線につい

て、次の通信の態様による細目を定めます。 

区 分 内 容 

タイプ２ 特定他社接続回線の終端から別に定める専用サービス取扱所ま

での区間が二重化されているものであって、波長分割多重方式

により、通信を行うもの 

タイプ３ 特定他社接続回線の終端から専用サービス取扱所までの区間が

二重化されていないもの 

備考 

１ 削除 

２ タイプ２については、10Gb/s の品目に限り提供します。 

３ タイプ３については、10Gb/s 及び 100Gb/sの品目に限り提供します。 

４ 専用契約者は、第 62条（その他の提供条件）の規定にかかわらず、通信の態様に

よる細目の変更を請求することはできません。 
 

(4) 復旧等に伴

い特定他社接続
回線の経路を変

更した場合の回

線専用料の適用 

特定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更し

た場合の回線専用料は、その特定他社接続回線を変更前の経路において修理又は復旧した

ものとみなして適用します。 

(5) 最低利用期

間に係る料金の

適用 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ア 特定他社接続回線については、最低利用期間があります。 

 イ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用契

約の解除があった場合は残余の期間に対応する特定他社接続回線の料金（２（料金額）

(1)に規定する基本額とします。）に相当する額を、一括して支払っていただきます。 
 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に第 62 条（その他の提供条件）に定める品目の変更又

は特定事業者の契約約款に規定する専用回線の移転があった場合は、変更前の特定他社接

続回線の料金の額から変更後の特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるとき

は、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 
エ ウの場合に、第 62 条（その他の提供条件）に定める品目の変更と同時にその特定他社

接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契

約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の料金を合

算して行います。 
 

２ 料金額 

(1) 基本額 

ア 基本料 

      (ｱ) 削除 
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      (ｲ) １０Ｇｂ／ｓのもの（タイプ２に限ります。） 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

３５０，０００円（税込３８５，０００円） 

 
      (ｳ) １０Ｇｂ／ｓのもの（タイプ３に限ります。） 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

１，５００，０００円（税込１，６５０，０００円） 

 
      (ｴ) １００Ｇｂ／ｓのもの（タイプ３に限ります。） 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

３，０００，０００円（税込３，３００，０００円） 
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第５類 一時金 

第１ 線路設置費 

１ 適用 

 線路設置費の適用については、第 53条（線路設置費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとしま

す。 

区 分  内      容  

(1) 線路設置費の適

用 

 

ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 

イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部

を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用しま

す。 

(2) 線路設置費の差

額負担 

 

ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同

時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線

路設置費の額は、次のとおりとします。 

ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しま

せん。 
 新たに提供を受ける

専用サービスに係る

専用契約を締結した

ものとみなした場合

の線路設置費の額 

  

  

 － 

  
 

解除する電気通信サ

ービスに係る契約を

新たに締結したもの

とみなした場合の線

路設置費の額 

  

  

 ＝ 
 
 

線路設置費の額（残額がある

ときに限ります。） 

 

 
 
 
 
 
 

 イ 専用サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 
 
 
 

変更後の専用回線

を新設するときの

線路設置費の額 

  

 － 

 

変更前の専用回線を

新設するときの線路

設置費の額 

  

 ＝ 
 

線路設置費の額（残額がある

ときに限ります。） 

 

 
 
 

 
 

２ 線路設置費の額 

                         引込線１回線につき区域外線路 100 メートルまでごとに 

区      分 線 路 設 置 費 の 額 

高速ディジタル伝送サービス 当社が別に算定する額 

 

 

第２ 設備費 

１ 適用 

     設備費の適用については、第 54 条（設備費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

区 分  内      容  

(1) 設備費の適用 

 

 

設備費は、次の設備について適用します。 

ア 異経路による専用回線の部分 

イ 特別な電気通信設備の部分 

 

２ 設備費の額  

区      分 設 備 費 の 額 

高速ディジタル伝送サービス 当社が別に算定する額 
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第２表 工事に関する費用 

第１ 工事費 

１ 高速ディジタル伝送サービスに関するもの 

(1) 適用 

高速ディジタル伝送サービスに関する工事費の適用については、第 52 条（工事費の支払義務）の規

定によるほか、次のとおりとします。 

区 分               内     容 

ア 工事費の適用 

 

(ｱ) 工事費は、工事を要することとなる専用回線等において、１の工事ごとに適用しま

す。 

ただし、設備費の支払いを要する工事の場合であって回線終端装置の工事及び配線

工事を伴わないときは、工事費は適用しません。 

(ｲ) １の者からの申込み又は請求により同時に２以上の工事を施行する場合は、高速 

ディジタル伝送サービスに係るものを除き、工事費の一部を次のとおり減額します。 
 端末回線又は契約者

回線に係る工事を伴

う場合 

取扱所内工事費について、１の工事を除く他の工事の部分に

ついて１の工事につき 1,000 円を減額します。 

 

 

  

イ 区別の変更、移

転、接続変更又は他

社接続回線接続変更

の場合の工事費の適

用 

区別の変更の場合の工事費は、変更後の区別に対応する設備に関する工事に適用し、移

転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事につい

て適用します。 

 

ウ 工事の適用区分 工事の区分は次のとおりとします。 
 (ｱ) 高速ディジタル伝送サービスに係るもの 

 工事の区分 適      用   

ａ 専用回線の設置、移

転及び変更に係る工事 

 

専用回線及び接続専用回線（相互接続点の部分を除き

ます。）の設置、移転、品目の変更、回線終端装置の

種類の変更及び回線相互接続等の場合に適用します。 

ｂ 端末設備に係る工事 

 

端末設備の設置、移転、接続変更等の場合に適用しま

す。 

ｃ 専用回線の利用の一

時中断に係る工事 

 

専用回線、接続専用回線（相互接続点の部分を除きま

す。）及び端末設備の利用の一時中断等の場合に適用

します。 

ｄ 接続専用回線の相互

接続点に係る工事 

 

接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場

合に適用します。 

(a) 接続工事 

(b) 他社接続回線接続変更 

(c) その他の変更 
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(2) 工事費の額 
 ア 高速ディジタル伝送サービスに係るもの 

                                           １の工事ごとに 

区     分 工事費の種別 工事費の額  

専用回線の設置又は移転に係る工事 取扱所内 

工事費 
契約者回線に係るもの 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

相互接続点又は端末回線に係るもの １，０００円 

（税込１，１００円） 

 
別に定める特定他社接続回線を

利用する場合 

回線終端装置工事費 

 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

 
端末回線に係る工事 

 

 

 

端末回線工事費 

 

８，０００円 

（税込８，８００円） 

 
回線終端装置工事費 

 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

  
契約者回線に係る工事 

 

契約者回線工事費 

 

１２，０００円 

（税込１３，２００円） 

専用回線

(契約者回

線に限り

ます。)の

変更に係

る工事 

 

 

品目の変更を伴う場合 

 

取扱所内工事費 

 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

品目の変更を伴わない場

合 

取扱所内工事費 

 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

端末設備に係る工事 
７，０００円 

（税込７，７００円） 

専用回線の利用の一時中断等に係る 

工事 

取扱所内工事費 

 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

備考 

１ 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、当社が別に算定する額を支払

っていただきます。 

２ 回線終端装置工事費は、専用回線の設置、移転、品目の変更、利用の一時中断、一時中断の再利用、回線

終端装置の種類の変更又は回線相互接続等に伴い、回線終端装置の工事が必要な場合に限り適用します。 

３ 専用回線の利用の一時中断等に係る工事費については、再利用に係る工事費を含むものとします。 

４ 専用回線の移転に係る工事費のうち取扱所内工事費については、同一フロア内の移転の場合には適用しま

せん。 
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２ 特定他社接続回線に関するもの 

(1) 適用 

特定他社接続回線に関する工事費の適用については、第 59条（特定他社接続回線の料金等の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。  

区   分                内     容 

ア 工事費の算定 

 

工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費及び屋内配線工事費等を

合計して算定します。 

イ 回線接続等工事費

及び屋内配線工事費

等の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

回線接続等工事費及び屋内配線工事費等は、次の場合に適用します。 

 区 分  工事費の適用   

① 回線接続等工事費 

 

特定事業者の専用サービス取扱所（特定事業者の契約約款

に規定する専用サービス取扱所をいいます。）の主配線盤

等において特定他社接続回線の接続等の工事を要する場合

に適用します。 

 
 

 ② 屋内配線工事費等 特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る

特定他社接続回線を利用する場合に適用する工事費であっ

て、①以外のものをいいます。 

 

 
ウ 特定他社接続回線

の移転又は他社接続

回線接続変更の場合

の工事費の適用 

特定事業者の契約約款に規定する特定他社接続回線の移転又は他社接続回線接続変更の

場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 

 

エ 工事費の減額の適

用 

当社は、(2)（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事

費の額を減額して適用することがあります。 

オ 消費税相当額の加

算 

第 59条（特定他社接続回線の料金等の支払義務）により支払いを要する工事費の額

は、(2)（工事費の額）の規定の額に消費税相当額を加算した額とします。この場合に

おいて、アからエまでの適用による場合は、適用した後の料金の額に消費税相当額を加

算した額とします。 

 
 

(2) 工事費の額 

ア 特定他社接続回線の特定事業者の契約約款に規定する設置、品目若しくは通信の態様による細目の変更、

移転、他社接続回線接続変更、利用の一時中断、利用休止又は再利用に関する工事  

区 分   単 位   工事費の額   

(ｱ) 基本工事費 

 

１の工事ごとに 

 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

(ｲ) 回線接続等工事費 

 

 

引込線（相互接続点に係

るものに限ります。）１

回線ごとに 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

(ｳ) 屋内配線工

事費等 

タイプ２及びタ

イプ３に係るも

の 

１の工事ごとに 

１９７，０００円 

（税込２１６，７００円） 
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別表 基本的な技術的事項 

 

１ 高速ディジタル伝送サービス 

品目 物理的条件 光出力等 

10Mb/s 

 

 10BASE-T（ISO/IEC8802-3 準拠） 

ISO8877 RJ-45 8 極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 

6.2V(P-P)以下 

100Mb/s 

 

 100BASE-TX（IEEE802.3u 準拠） 

ISO8877 RJ-45 8 極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 

2.1V(P-P)以下 

1Gb/s  1000BASE-SX（IEEE802.3z 準拠） 
Ｆ04形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) 

又は 
ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

 光出力 0dBm 以下（平均値） 
 使用中心波長 0.85μｍ 

 
 

 1000BASE-LX（IEEE802.3z 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) 

又は 

ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

 光出力 －3dBm 以下（平均値） 

 使用中心波長 1.31μｍ 

 

 

1000BASE－T（IEEE 802.3ab 準拠） 

ISO8877 RJ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 

3.1V(O-P)以下 

10Gb/s 10ＧＢＡＳＥ－ＬＲ（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ（JIS規格 C5973 準拠） 
又は 

ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

光出力 0.5dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm 

10ＧＢＡＳＥ－ＬＷ（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 
Ｆ04形単心光ファイバコネクタ（JIS規格 C5973 準拠） 

又は 
ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

光出力 0.5dBm（平均レベル）以下 
使用中心波長 1.31μm 

10ＧＢＡＳＥ－ＳＲ（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ（JIS規格 C5973 準拠） 
又は 

ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

光出力 -1dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm 

100Gb/s 100ＧＢＡＳＥ－ＬＲ４（ＩＥＥＥ 802.3ba 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ（JIS規格 C5973 準拠） 

又は 
ＬＣ形単心光ファイバコネクタ（TIA/EIA-604-10準拠） 

（各 lane） 

光出力 4.5dBm（平均レベル）以下 

使用波長 
1294.53nm～1296.59nm 

1299.02nm～1301.09nm 
1303.54nm～1305.63nm 

1308.09nm～1310.19nm 

 

（合計） 
光出力 10.5dBm（平均レベル）以下 

 

２ ＩＰ接続専用サービス 

品目 物理的条件 送出電力等 

100Mb/s 

 

100ＢＡＳＥ－ＴＸ（ＩＥＥＥ 802.3u 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 

 

1Gb/s 

 

1000ＢＡＳＥ－Ｔ（ＩＥＥＥ 802.3ab 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V（O-P）以下 
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附 則 

この約款は、昭和 61 年８月１日から実施します。 

ただし、別表１の規定中、浦和、千葉、立川、沼津、豊橋、岐阜及び神戸に関する部分並びにこの約款中 3Mb/s 

の専用サービスに関する部分は、当社が別に定める日から実施します。 

 

附 則 

この改正規定は、昭和 62 年４月１日から実施します。 

 

附 則 

この改正規定は、昭和 62 年６月１日から実施します。 

 

附 則 

この改正規定は、昭和 62 年８月 31 日から実施します。 

 

附 則 

この改正規定は、昭和 62 年 10月１日から実施します。 

 

附 則 

この改正規定は、昭和 63 年３月１日から実施します。 

ただし、別表２の規定中、大阪に関する部分は当社が別に定める日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、昭和 63 年７月１日から実施します。 

ただし、別表１の規定中、姫路、福山、徳山、山口及び北九州に関する部分は、当社が別に定める日から実施

します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

この改正規定は、昭和 63 年８月 25 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成元年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、な

お従前のとおりとします。 

 

附 則 

この改正規定は、平成元年４月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成元年７月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成２年５月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
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ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成３年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成４年 12 月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

３  この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成６年４月１日から実施します。 

 （ＪＲ専用サービス契約約款の廃止） 

２ ＪＲ専用サービス契約約款（昭和 62 年３月 27 日 郵電通第 15 号、以下「旧ＪＲ専用約款」といいます。）

は、廃止します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

て及び旧ＪＲ専用約款の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、

なお従前のとおりとします。 

 （損害賠償の請求に関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に、旧ＪＲ専用約款の規定により、その事由が生じた損害賠償の請求の取扱いについて

は、なお従前のとおりとします。 

 （契約に関する経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に、旧ＪＲ専用約款の規定により当社が締結している次の表の左欄の契約は、この

改正規定実施の日において、それぞれこの改正規定の規定により当社が締結した同表の右欄の契約とみなします。 

旧ＪＲ専用約款における専用サービス 

一般専用サービスのもの（48KHz のものを除きま

す。） 

高速ディジタル伝送サービスのもの 

映像伝送サービスのもの 

新幹線沿線通信サービスのもの 

 
一般専用サービスのもの 

 

高速ディジタル伝送サービスのもの 

映像伝送サービスのもの 

新幹線沿線通信サービスのもの 

６ 改正前の規定による次表の左欄については、この改正規定実施の日において、同表の右欄のものに読み替え

ます。 

アナログ伝送サービス 

符号伝送サービス 

端末回線 

一般専用サービスの帯域品目 

一般専用サービスの符号品目 

端末無線回線 

７ この改正規定実施の際現に、旧ＪＲ専用約款の規定により当社が締結している 200b/s 及び 48KHz に係る専用

契約は、この改正規定実施の日において、当社が締結したそれぞれの品目に係る一般専用サービスの専用契約と

みなします。 
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８ 前項に規定する品目に係る一般専用サービスの専用回線に関する提供条件については、次に掲げるものを除

いて、第６条（一般専用サービスの品目）に掲げる一般専用サービスの専用回線の提供条件に準ずるものとしま

す。 

(1) 基本回線専用料及び回線終端装置専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

ア 臨時専用契約以外の契約に関するもの 

(ｱ) 専用料（基本回線専用料） 

① ２００ｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額   

  

 回 

  

 線 

  

 距 

  

 離 

 

 

１０キロメートルまでのもの ３，０００円  

２０     〃 ７，０００円  

３０     〃 １６，０００円  

６０     〃 ２３，０００円  

１２０    〃 ４０，０００円  

２４０    〃 ６１，０００円  

３６０    〃 ８７，０００円  

５００    〃 １１０，０００円  

７５０    〃 １１５，０００円  

７５０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの １２０，０００円  

② ４８ＫＨｚのもの                                  専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額   
 
 回 
 
 線 
 
 距 
 
 離 

  

 

１５キロメートルまでのもの １６０，０００円  

３０     〃 ３９０，０００円  

６０     〃 ７６０，０００円  

１２０    〃 ９６０，０００円  

２４０    〃 １，２００，０００円  

３６０    〃 １，６００，０００円  

５００    〃 １，９００，０００円  

７５０    〃 ２，４００，０００円  

７５０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの ２，７００，０００円  

(ｲ) 回線終端装置専用料                                             １台ごとに月額 

区   分 料  金  額   

回線終端装置 ３，７００円  

イ 臨時専用契約に関するもの 

専用料（基本回線料又は回線終端装置専用料）                              日額 

ア（臨時専用契約以外の契約に関するもの）に規定する料金額の 10 分の１ 

 （この改正規定実施前に行った手続等の効力等） 

９ この改正規定実施前に、改正前の規定（旧ＪＲ専用約款の規定を含みます。以下この附則において同じとし

ます。）により行った手続その他の行為は、この附則に規定する場合のほか、改正後の規定にこれに相当する規

定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。 

10 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場

合のほか、改正後の規定にこれに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて提供しているものとみな

します。 

 （長期継続利用に関する経過措置） 

11 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により長期継続利用を選択している高速ディジタル伝送サービス

の専用回線については、この改正規定実施の日に、改正後の規定による３年継続に係る長期継続利用を選択して

いるものとみなします。 

12 改正前の規定により、長期継続利用を選択していて、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに長期継続利

用を継続する旨の申出があった高速ディジタル伝送サービスの専用回線については 、この改正規定実施の日か

ら、その申出により継続することとなる長期継続利用期間の初日（この改正規定実施の日を含みます。）までの

間に、改正後の規定による６年継続の長期継続利用の種類に変更する旨の申出があった場合は、当社は、改正後

の規定による長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更の申出があったものとして取り扱いま

す。 
 

附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成７年４月１日から実施します。 
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附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成７年７月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成７年 10 月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ 高速品目に係る高速デジィタル伝送サービスについては、この改正規定実施の日から平成８年２月 29 日まで

の間、第 79 条（最低利用期間）第３項から第５項までの規定及び料金表第１表（料金）第２類の第１の１の(3)

のク、ケの規定は適用しません。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

４  この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している 1.5Mb/s 品目に係る専用回線（料金表

第１表（料金）第１類の第１の１の表(1)のアで規定する「新聞・放送・通信社」及び(1)のイで規定する「警

察・消防」に係る専用契約に基づく専用回線を除きます。）は、この改正規定実施の日において、 1.5Mb/s 品

目の通常クラスに係る専用回線とみなします。 

 （その他） 

６ この改正規定中エコノミークラスの専用回線に係る部分については、この改正規定実施の日から３年経過し

た時点で、その３年間の状況を勘案して、その提供条件について必要な見直しを行います。 

 

附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成８年６月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成８年７月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施月日） 

１ この改正規定は、平成８年 10 月１日から実施します。 

 （新幹線沿線通信サービスに係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により提供している新幹線沿線サービスの専用回線に関する料金

その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料及び分岐回線専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

ア 臨時専用契約以外の契約に関するもの 

(ｱ) 専用料（基本回線専用料）                               月額 

単     位  料  金  額   

基本回線１回線につき１キロメートルまでごとに ５５０円  

(ｲ) 分岐回線専用料 

基本回線専用料の２分の１ 

イ 臨時専用契約に関するもの 

基本回線専用料、分岐回線専用料                             日額 

その専用回線を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の１ 

 
 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成９年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前から継続して提供しているものであって、同日から平成９年４月 30 日料金の支払いを受

ける権利が確定される電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ
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いては、なお従前のとおりとします。 
 
 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成９年 11 月１日から実施します。 

ただし、ＡＴＭ専用サービスの端末回線及びアディショナルクラスの専用回線に関する部分は、平成 10 年２月

１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成９年 11 月 17 日から実施します。 
 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 10 年６月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s エコ

ノミークラスの専用回線については、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるシングルクラスの専

用回線に移行したものとみなします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

４ 平成７年 10 月１日実施の附則第６項の「エコノミークラス」を「シングルクラス」に改めます。 
 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 10 年 10 月１日から実施します。 

 （高速ディジタル伝送サービスのシングルクラスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s シン

グルクラスの取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

ア 専用料（基本回線専用料）                   専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額 

 
  

 回 
 
  

 線 
 
  

 距 

  
 
 離 

  

 

 ３０キロメートルまでのもの ２，０００円  

 ４０   〃 ４１，０００円  

 ５０   〃 ７１，０００円  

 ６０   〃 １０９，０００円  

 ７０   〃 １３７，０００円  

 ８０   〃 １６０，０００円  

 ９０   〃 １８１，０００円  

 １００  〃 ２００，０００円  

 １２０  〃 ２２６，０００円  

 １４０  〃 ２５４，０００円  

 １６０  〃 ２７９，０００円  

 １６０キロメートルを超えるもの  

 

 

２７９，０００円に、１６０キロメートルを超える

２０キロメートルまでごとに、１９，７００円を加

算した額 

 
附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 10 年 12月１日から実施します。 
 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 11 年１月１日から実施します。 
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附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 11 年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているＡＴＭ専用サービスに係る端末回線につ いて

は、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるＡＴＭ専用サービスに係る契約者回線に移行したもの

とみなします。 

３ この改正規定実施前に支払又は支払われなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 11 年６月１日から実施します。 

（映像伝送サービスに係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している映像伝送サービスの専用回線に関する料金そ

の他の取扱いは、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 11 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 11 年 10 月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、専用契約者から要請のあった特定他社接続回線については、当社が別に定める

日までの間、改正後のこの約款の規定（第 62 条（月額料金の日割）及び第 67 条（料金の計算方法）の規定を除

きます。）は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお従前のとおり取り扱 います。 

３ この改正規定実施の際（前項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。）現に、

特定事業者の専用サービスに関する契約約款及び料金表の規定により最低利用期間の適用を受けている特定他社

接続回線については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間

は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。 

４ この改正規定実施の際（第２項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。）現

に、特定事業者の専用サービスに関する料金表の規定により長期継続利用の適用を受けている特定他社接続回線

については、改正後のこの約款の規定による長期継続利用の適用を受けるものとし、その長期継続利用の期間は、

特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 11 年 11 月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 11 年 11 月 16 日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 11 年 12月１日から実施します。 

 



 39 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 12 年４月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 12 年５月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 12 年７月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなけれならなかった電気通信サービスの料金その他の債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と締結している高速ディジタル伝送サービス（１５０

Ｍｂ／ｓの品目のものに限ります。）に係る契約については、この改正規定実施の日において、改正後の規定に

よる高速ディジタル伝送サービス（１５０Ｍｂ／ｓの品目のものに限ります。）のタイプ１に係る契約に移行し

たものとみなします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 12 年８月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に、専用契約者から要請のあった特定他社接続回線（東日本電信電話株式会社及び

西日本電信電話株式会社に係るものを除きます。以下この附則において同じとします。）については、当社が別

に定める日までの間、改正後のこの約款の規定は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお

従前のとおり取り扱います。 

４ この改正規定実施の際（前項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。）現に、

特定事業者（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を除きます。以下この附則において同じとし

ます。）の専用サービスに関する契約約款及び料金表の規定により最低利用期間の適用を受けている特定他社接

続回線については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間は、

特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。 

５ この改正規定実施の際（第３項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。）現

に、特定事業者の専用サービスに関する料金表の規定により長期継続利用の適用を受けている特定他社接続回線

については、改正後のこの約款の規定による長期継続利用割引の適用を受けるものとし、その長期継続利用の期

間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。 

６ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 12 年 10 月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成 12 年 12月１日から実施します。 
 

附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成 13 年２月９日から実施します。 
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附 則 

 （実施月日） 

この改正規定は、平成 13 年２月 28 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 13 年５月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 13 年８月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、電話サービス等契約約款に規定するダイレクト電話サービス等に係る特定他社

接続回線（この約款第 44 条（他社接続回線の共用）に規定する他社接続回線の共用を利用しているものを除き

ます。）について、この料金表に規定する最低利用期間に係る取扱いは適用しません。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 13 年８月 10 日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この改正規定は、平成 13 年９月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この改正規定は、平成 13 年 11 月 20日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年９月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年 12 月１日から実施します。 

 ただし、オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の廃止については、平成 15 年 4 月 1日か
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ら実施するものとします｡ 

（ＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線の経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているＩＰルーティング網接続専用サービスに係る

特定他社接続回線（以下この附則において「旧特定他社接続回線」といいます｡）の料金その他の取扱いについ

ては、次に規定するもののほかなお従前のとおりとします｡ 

(1) 臨時契約以外の契約に関するもの 

① 適用 

旧特定他社接続回線に係る料金の適用については、約款第 59条（特定他社接続回線の料金等の支払義

務）の規定によるほか次のとおりとします。 

区 分  内     容   

ア 特定事業者

のＩＰルーテ

ィング網接続

専用サービス

に係る料金表

の適用 

次に掲げる事項については、特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービス（プラン２

に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）に関する料金表の規定を準

用します。 

(ｱ) 旧特定他社接続回線の品目 

(ｲ) 復旧等に伴い旧特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 

イ 旧特定他社

接続回線の最

低利用期間に

係る料金の適

用 

 

ア  旧特定他社接続回線については、臨時契約に係るものを除いて、最低利用期間があり

ます。 

イ  専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用

契約の解除があった場合は残余の期間に対応する旧特定他社接続回線の料金（②（料金

額）アに規定する基本額とします。）に相当する額を、一括して支払っていただきま

す。 

ウ  専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する品目の変更又は専

用回線の移転があった場合は、変更前の旧特定他社接続回線の料金の額から変更後の旧

特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗

じて得た額を、一括して支払っていただきます。 

エ  ウの場合に、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更と同時にその旧特定他社接

続回線の設置場所において、旧特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の

算定は、同時に行う解除に係る旧特定他社接続回線の料金を合算して行います。 

② 料金額 

ア 基本額 

  基本回線専用料 

旧特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品   目 料  金  額 

128kb/s ８，９００円 

1.5Mb/s １３１，０００円 

６Mb/s １３６，０００円 

(2) 臨時契約に関するもの 

基本回線専用料 

日額 

 その旧特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の１ 

 （オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の廃止） 

３ オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の取扱いは廃止します｡ 

 （経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 4 月 1日から実施します。 

（旧Ｙインタフェース専用回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線（端末無線回線を有するものを除き

ます｡）のうち、高速ディジタル伝送サービスの通信の態様に係る細目がＹインタフェース（ユーザ・網インタ

フェースが当社仕様のインタフェースをいいます｡以下この附則２において同じとします｡）である専用回線（以

下「旧Ｙインタフェース専用回線」といいます。）の料金その他の取扱いについては、次に規定するもののほか

なお従前のとおりとします｡ 
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(1) 臨時専用契約以外の契約に関する旧Ｙインタフェース専用回線の専用料 

 ① 適用 

旧Ｙインタフェース専用回線に係る料金の適用については、約款第 51条（専用料の支払義務）の規定に

よるほか次のとおりとします。 

区 分  内     容   

ア 品目に係る料 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます｡ 

 金の適用 

 

 

 

品目 内      容 

64Kb/s 64キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

192Kb/s 192キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

384Kb/s 384キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

768Kb/s 768キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1.5Mb/s 1.536 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

3Mb/s 3.072 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

6Mb/s 6.144 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

備考 

当社は、旧Ｙインタフェース専用回線の終端（接続専用回線の終端であって、相互
接続点におけるものを除きます。）の場所に当社の回線終端装置を設置します。 

 

イ 端末回線を有

する旧Ｙインタ

フェース専用回

線に関する料金

額の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 端末回線の一端相互間の旧Ｙインタフェース専用回線に関する料金額については、
②（料金額）に規定する基本回線専用料の額に、対応する品目ごとに次の表に規定す

る額を加算した額とします｡ 

  ただし、端末回線を有する旧Ｙインタフェース専用回線の距離区分が 15 キロメート

ルまでの場合は、次表に規定する額の２分の１の額とします｡ 
旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

品目 料  金  額 

64Kb/s のもの ７０，０００円 

192Kb/sのもの １４４，０００円 

384Kb/sのもの ２２０，０００円 

768Kb/sのもの ３５２，０００円 

1.5Mb/sのもの ５６６，０００円 

3Mb/s のもの ８８４，０００円 

6Mb/s のもの １，４１４，０００円 
 
(ｲ) 相互接続点と端末回線の一端との間の旧Ｙインタフェース専用回線に関する料金額

は、②（料金額）に規定する基本回線専用料の額に、対応する品目ごとに、(ｱ)の表に
規定する額の２分の１の額を加算した額とします｡ 

ウ 端末設備に係

る料金の適用 

当社の回線終端装置を設置した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 

 

  ② 料金額 

   ア 基本回線専用料  

   (ｱ) ６４Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

  ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

  ４０     〃 １１，０００円 

  ５０     〃 １６，０００円 

  ６０     〃 ２０，０００円 

回  ７０     〃 ２３，０００円 

線  ８０     〃 ２５，０００円 

距  ９０     〃 ２８，０００円 

離  １００    〃 ３１，０００円 

  １２０    〃 ３３，０００円 

  １４０    〃 ３６，０００円 

  １６０    〃 ３８，０００円 
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 ４６０    〃 

 

38,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごと

に 900 円を加えた額 

 
 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

51,500 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごと

に 540 円を加えた額 

    (ｲ) １９２Ｋｂ／ｓのもの 

 基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

 ４０     〃 ４２，０００円 

 ５０     〃 ５７，０００円 

 ６０     〃 ８２，０００円 

 ７０     〃 ９２，０００円 

 ８０     〃 １０２，０００円 

 ９０     〃 １０７，０００円 

 １００    〃 １１４，０００円 

 １２０    〃 １２０，０００円 

 １４０    〃 １３１，０００円 

 １６０    〃 １３５，０００円 

 ４６０    〃 

 

135,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 3,240 円を加えた額 

 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

183,600 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 1,620 円を加えた額 

    (ｳ) ３８４Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

 ４０     〃 ４４，０００円 

 ５０     〃 ５９，０００円 

 ６０     〃 ８４，０００円 

 ７０     〃 ９４，０００円 

 ８０     〃 １０４，０００円 

 ９０     〃 １１３，０００円 

 １００    〃 １２１，０００円 

 １２０    〃 １３２，０００円 

 １４０    〃 １４４，０００円 

 １６０    〃 １５０，０００円 

 ４６０    〃 

 

150,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 6,390 円を加えた額 

 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

245,850 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 3,150 円を加えた額 

 

    (ｴ) ７６８Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

  ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

  ４０     〃 ４６，０００円 

  ５０     〃 ６１，０００円 

  ６０     〃 ９２，０００円 

  ７０     〃 １１２，０００円 

回  ８０     〃 １３０，０００円 

線  ９０     〃 １４６，０００円 

距  １００    〃 １６０，０００円 

離  １２０    〃 １８１，０００円 
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  １４０    〃 ２０２，０００円 

  １６０    〃 ２２３，０００円 

 
 ４６０    〃 

 

223,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 13,000 円を加えた額 

 
 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

418,000 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 6,800 円を加えた額 

    (ｵ) １．５Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

 ４０     〃 ６０，０００円 

 ５０     〃 ８６，０００円 

 ６０     〃 １３０，０００円 

 ７０     〃 １６８，０００円 

 ８０     〃 ２００，０００円 

 ９０     〃 ２３０，０００円 

 １００    〃 ２５６，０００円 

 １２０    〃 ２９５，０００円 

 １４０    〃 ３３６，０００円 

 １６０    〃 ３７４，０００円 

 ４６０    〃 

 

374,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 23,000 円を加えた額 

 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

719,000 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 22,000 円を加えた額 

    (ｶ) ３Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

  ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

  ４０     〃 １４０，０００円 

  ５０     〃 １９５，０００円 

  ６０     〃 ２７１，０００円 

  ７０     〃 ３３８，０００円 

回  ８０     〃 ３９５，０００円 

線  ９０     〃 ４４２，０００円 

距  １００    〃 ４９０，０００円 

離  １２０    〃 ５５６，０００円 

  １４０    〃 ６３２，０００円 

  １６０    〃 ６９９，０００円 

 
 ４６０    〃 

 

699,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 46,800 円を加えた額 

 
 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

1,401,,000 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまで

ごとに 22,000 円を加えた額 

    (ｷ) ６Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                     旧Ｙインタフェース専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

  ３０キロメートルまでのもの ２，０００円 

  ４０     〃 １９２，０００円 

  ５０     〃 ２７２，０００円 

  ６０     〃 ３８７，０００円 

  ７０     〃 ５０２，０００円 

回  ８０     〃 ５８９，０００円 

線  ９０     〃 ６７５，０００円 

距  １００    〃 ７５２，０００円 
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離  １２０    〃 ８５８，０００円 

  １４０    〃 ９７３，０００円 

  １６０    〃 1，０８８，０００円 

 
 ４６０    〃 

 

1,088,000 円に 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまで

ごとに 73,000 円を加えた額 

 
 ４６０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

2,183,000 円に 460 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまで

ごとに 35,000 円を加えた額 

 

   イ 分岐回線専用料又は分岐料                              月額 

   料  金  種  別  単 位  料  金  額  

分 

岐 
回 

線 
専 

用 
料 

端末回線を有す

るもの 

  

  
 

 ① その分岐回線の終端に係る回

線距離測定局とその分岐箇所に係

る回線距離測定局とが同一である

分岐回線の場合（分岐回線の終端
が専用取扱局の主配線盤となる場

合を除きます。）の専用料 

分岐回線１

回線ごとに 

距離区分の回線距離が最短なもの

の基本回線専用料の２分の１ 

 

 
 

  

  

  

 

 ② 上記以外の分岐回線の場合

（分岐回線の終端が専用取扱局の

主配線盤となる場合を除きま

す。）の専用料 

 その分岐回線の終端に係る回線距

離測定局と分岐箇所に係る回線距

離測定局相互間の回線距離に対応

する基本回線専用料と同額 

分 

岐 
料 

その旧Ｙインタフェース専用回線を分岐しているとき

に支払いを要する料金  

 

 

分岐箇所１

箇所ごとに 

別に算定する実費  

 

 

備考  

専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐箇所（分岐回線が接

続専用回線である場合は、相互接続点となります。）及び分岐の順路を指定して、その旧Ｙインタフェース

専用回線の分岐の請求をすることができます。 
  ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 

 (1)  分岐回線をさらに分岐するとき。 

 

   ウ 加算額                                          

                                               月額 

料金種別 単位 区分 料金額 

回線終端装置専用料 

 

 
 

 １台ごとに 

 

 
 

64Kb/s 用のもの ７，０００円  

192Kb/s 、384Kb/s 、768Kb/s 又は

1.5Mb/s 用のもの 

２６，０００円  

 

3Mb/s 又は 6Mb/s 用のもの ２８，０００円  

 

 (2) 臨時専用契約に関する旧Ｙインタフェース専用回線の専用料 

 基本回線専用料、分岐回線専用料又は分岐料及び加算額                       日額   

その旧Ｙインタフェース専用回線を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される(1)②（料

金額）の 10 分の１ 

 

（旧Ｙインタフェース特定他社接続回線に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、高速ディジタル伝

送サービスのＹインタフェース(ユーザ・網インタフェースが特定事業者仕様のものをいいます。以下この附則

３において同じとします。)を利用している専用回線（以下「旧Ｙインタフェース特定他社接続回線」といいま

す。）の料金その他の取扱いについては、次に規定するもののほかなお従前のとおりとします｡ 

(1) 臨時契約以外の契約に関する旧Ｙインタフェース特定他社接続回線（特定事業者のうち、東日本電信電話

株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。以下この附則３(1)及び(2)において同じとし

ます。） 

① 適用 

旧Ｙインタフェース特定他社接続回線に係る料金の適用については、約款第 59 条（特定他社接続回線の

料金等の支払義務）の規定によるほか次のとおりとします。 
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区 分  内     容   

品目に係る料金の 

適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます｡ 

品目 内      容 

64Kb/s 64キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

192Kb/s 192キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

384Kb/s 384キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

768Kb/s 768キロビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1.5Mb/s 1.536 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

3Mb/s 3.072 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

6Mb/s 6.144 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 
 

 

② 料金額 

   ア 基本回線専用料  

(ｱ） ６４Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

 １５キロメートルまでのもの ５４，０００円 

  ３０キロメートルまでのもの ６７，０００円 

  ４０キロメートルまでのもの ６８，０００円 

  ５０キロメートルまでのもの ７０，０００円 

  ６０キロメートルまでのもの ７１，０００円 

回  ７０キロメートルまでのもの ７３，０００円 

線  ８０キロメートルまでのもの ７４，０００円 

距  ９０キロメートルまでのもの ７６，０００円 

離  １００キロメートルまでのもの ７７，０００円 

  １２０キロメートルまでのもの ７９，０００円 

  １４０キロメートルまでのもの ８２，０００円 

  １６０キロメートルまでのもの ８５，０００円 

  １８０キロメートルまでのもの ８８，０００円 

  ２００キロメートルまでのもの ９１，０００円 

  ２２０キロメートルまでのもの ９４，０００円 

  ２４０キロメートルまでのもの ９６，０００円 

 
 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

96,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごと

に 1,700 円を加えた額 

（ｲ) １９２Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

 １５キロメートルまでのもの １３０，０００円 

  ３０キロメートルまでのもの １７８，０００円 

  ４０キロメートルまでのもの １８４，０００円 

  ５０キロメートルまでのもの １８８，０００円 

  ６０キロメートルまでのもの １９２，０００円 

  ７０キロメートルまでのもの １９６，０００円 

  ８０キロメートルまでのもの ２０１，０００円 

回  ９０キロメートルまでのもの ２０５，０００円 

線  １００キロメートルまでのもの ２０９，０００円 

距  １２０キロメートルまでのもの ２１６，０００円 

離  １４０キロメートルまでのもの ２２４，０００円 

  １６０キロメートルまでのもの ２３３，０００円 

  １８０キロメートルまでのもの ２４１，０００円 

  ２００キロメートルまでのもの ２４９，０００円 
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  ２２０キロメートルまでのもの ２５８，０００円 

  ２４０キロメートルまでのもの ２６６，０００円 

 
 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

266,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 4,900 円を加えた額 

（ｳ） ３８４Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

 １５キロメートルまでのもの １７３，０００円 

  ３０キロメートルまでのもの ２１２，０００円 

  ４０キロメートルまでのもの ２２２，０００円 

  ５０キロメートルまでのもの ２３０，０００円 

  ６０キロメートルまでのもの ２３９，０００円 

  ７０キロメートルまでのもの ２４７，０００円 

回  ８０キロメートルまでのもの ２５５，０００円 

線  ９０キロメートルまでのもの ２６４，０００円 

距  １００キロメートルまでのもの ２７２，０００円 

離  １２０キロメートルまでのもの ２８４，０００円 

  １４０キロメートルまでのもの ３０１，０００円 

  １６０キロメートルまでのもの ３１８，０００円 

  １８０キロメートルまでのもの ３３４，０００円 

  ２００キロメートルまでのもの ３５１，０００円 

  ２２０キロメートルまでのもの ３６７，０００円 

  ２４０キロメートルまでのもの ３８４，０００円 

 
 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

384,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 9,600 円を加えた額 

（ｴ） ７６８Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 
線 

距 

離 

１５キロメートルまでのもの ２２９，０００円 

 ３０キロメートルまでのもの ２７５，０００円 

 ４０キロメートルまでのもの ２９５，０００円 

 ５０キロメートルまでのもの ３１１，０００円 

 ６０キロメートルまでのもの ３２７，０００円 

 ７０キロメートルまでのもの ３４３，０００円 

 ８０キロメートルまでのもの ３５９，０００円 

 ９０キロメートルまでのもの ３７５，０００円 

 １００キロメートルまでのもの ３９１，０００円 

 １２０キロメートルまでのもの ４１５，０００円 

 １４０キロメートルまでのもの ４４６，０００円 

 １６０キロメートルまでのもの ４７８，０００円 

 １８０キロメートルまでのもの ５１０，０００円 

 ２００キロメートルまでのもの ５４２，０００円 

 ２２０キロメートルまでのもの ５７４，０００円 

 ２４０キロメートルまでのもの ６０６，０００円 

 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

606,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 18,000 円を加えた額 

（ｵ） １．５Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

 １５キロメートルまでのもの ３２６，０００円 

  ３０キロメートルまでのもの ３９８，０００円 

  ４０キロメートルまでのもの ４３５，０００円 
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  ５０キロメートルまでのもの ４６５，０００円 

  ６０キロメートルまでのもの ４９４，０００円 

  ７０キロメートルまでのもの ５２４，０００円 

  ８０キロメートルまでのもの ５５４，０００円 

回  ９０キロメートルまでのもの ５８３，０００円 

線  １００キロメートルまでのもの ６１３，０００円 

距  １２０キロメートルまでのもの ６５８，０００円 

離  １４０キロメートルまでのもの ７１７，０００円 

  １６０キロメートルまでのもの ７７６，０００円 

  １８０キロメートルまでのもの ８３５，０００円 

  ２００キロメートルまでのもの ８９５，０００円 

  ２２０キロメートルまでのもの ９５４，０００円 

  ２４０キロメートルまでのもの １，０１０，０００円 

 
 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

1,010,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまで

ごとに 34,000 円を加えた額 

（ｶ） ３Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

１５キロメートルまでのもの ５５５，０００円 

 ３０キロメートルまでのもの ６８５，０００円 

 ４０キロメートルまでのもの ７５０，０００円 

 ５０キロメートルまでのもの ８０２，０００円 

 ６０キロメートルまでのもの ８５４，０００円 

 ７０キロメートルまでのもの ９０６，０００円 

 ８０キロメートルまでのもの ９５７，０００円 

 ９０キロメートルまでのもの １，０１０，０００円 

 １００キロメートルまでのもの １，０６０，０００円 

 １２０キロメートルまでのもの １，１４０，０００円 

 １４０キロメートルまでのもの １，２４０，０００円 

 １６０キロメートルまでのもの １，３５０，０００円 

 １８０キロメートルまでのもの １，４５０，０００円 

 ２００キロメートルまでのもの １，５５０，０００円 

 ２２０キロメートルまでのもの １，６６０，０００円 

 ２４０キロメートルまでのもの １，７６０，０００円 

 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

1,760,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 60,000 円を加えた額 

（ｷ） ６Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                 旧Ｙインタフェース特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

 １５キロメートルまでのもの ８２４，０００円 

  ３０キロメートルまでのもの １，０３０，０００円 

  ４０キロメートルまでのもの １，１３０，０００円 

  ５０キロメートルまでのもの １，２１０，０００円 

  ６０キロメートルまでのもの １，２９０，０００円 

  ７０キロメートルまでのもの １，３８０，０００円 

回  ８０キロメートルまでのもの １，４６０，０００円 

線  ９０キロメートルまでのもの １，５４０，０００円 

距  １００キロメートルまでのもの １，６３０，０００円 

離  １２０キロメートルまでのもの １，７５０，０００円 

  １４０キロメートルまでのもの １，９２０，０００円 

  １６０キロメートルまでのもの ２，０８０，０００円 

  １８０キロメートルまでのもの ２，２５０，０００円 
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  ２００キロメートルまでのもの ２，４２０，０００円 

  ２２０キロメートルまでのもの ２，５８０，０００円 

  ２４０キロメートルまでのもの ２，７５０，０００円 

 
 ２４０キロメートルを超えるもの 

 

2,750,000 円に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでご

とに 96,000 円を加えた額 

 

イ 分岐回線専用料又は分岐料  

  旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の分岐回線１回線ごとに月額 

料 金 種 別  料  金  額 

 

ａ その分岐回線の終端の

回線距離測定局とその分

岐か所の回線距離測定局

とが同一である分岐回線

の場合の分岐回線専用料 

その旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の品目に応じ、アの回線距離が

「15Km までのもの」の基本回線専用料の２分の１ 

 

 

 

高 
 
速 
 
品 
 
目 

ｂ ａ以外の分岐回線の場

合の分岐回線専用料 

 

 

 

 

 

 

 

その旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の品目に応じ、その分岐回線の終

端の回線距離測定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応す

るアの基本回線専用料と同額 

ただし、その旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の双方の終端の回線距

離測定局がそれぞれ異なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回

線の終端の回線距離測定局が所属する電話加入区域とその分岐か所の回線距

離測定局が所属する電話加入区域とが同一であるときは、その旧Ｙインタフ

ェース特定他社接続回線の品目に応じ、上欄に規定する料金額と同額としま

す。 

 

ｃ 分岐回線について、

分岐回線専用料のほか

に分岐料として支払い

を要する料金（特定事

業者（東日本電信電話

株式会社又は西日本電

信電話株式会社に係る

ものに限ります。以下

この表において同じと

します。）の専用サー

ビス取扱所において分

岐装置により分岐する

場合に限ります。） 

 

 

 

品 目 片方向分岐の場合 両方向分岐の場合 

 64Kb/s ６７，０００円 ７８，０００円 

 192Kb/s ８３，０００円 １１０，０００円 

 384Kb/s １００，０００円 １５０，０００円 

 768Kb/s １３０，０００円 ２１０，０００円 

 1.5Mb/s １９０，０００円 ３４０，０００円 

 3Mb/s ３１０，０００円 ６３０，０００円 

 6Mb/s ５３０，０００円 １，２５０，０００円 

 備考 

旧Ｙインタフェース特定他社接続回線に係る契約者は、旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の品目ごと

に、特定事業者が定める数の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、特定事業者にその

旧Ｙインタフェース特定他社接続回線の分岐の請求をすることができます。 

ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 

(1) 分岐回線をさらに分岐するとき 

 

(2) 臨時契約に関する旧Ｙインタフェース特定他社接続回線   

基本回線専用料、分岐回線専用料又は分岐料                            日額 

その旧Ｙインタフェース特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される(1)

②（料金額）の 10 分の１ 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置) 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 15 年 4 月 10 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 15 年 7 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 15 年 12月 1 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 3 月 30 日から実施します。 

 （高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のタイプ２に係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの超高速品目に

ついて、次の表の左欄のタイプは、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの料金表の規定により

提供する次の表の右欄のタイプ及びプランに移行したものとみなします。 

超高速品目のタイプ２について 

 ① ②以外のもの 

  

② 端末回線又は契約者回線を利用するもののうち 
１Ｇｂ／ｓ品目であるもの 

超高速品目のタイプ２について 

プラン１を利用するもの 

 

プラン２を利用するもの 
 

 （経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置) 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 5 月 1日から実施します。 

（料金前払いに伴う料金の減額に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用している料金前払いに伴う料金の減額の取扱いについ

ては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む６か月分又は１年分の料金を、前

払金として一時に支払うことができます。 

 ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金の支払期日までに支払い

がないときは、この限りでありません。 

(2) 専用契約者が、(1)の規定により前払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。 
 

区            分 割 引 率 

６か月分の料金を一時払いにより支払う場合 1.3 パーセント 

１年分の料金を一時払いにより支払う場合 3パーセント 
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(3) 当社は、前払いのあった専用契約について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じ

たときは、(2)の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。 
 

区    分 料  金  の  取  扱  い 

専用サービスの品目

の変更、専用回線の

移転又は専用サービ

スの料金の改定等料

金の変更があったと

き。 

 

月額料金の額が増加したとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間中の料金を一時払いが

なされなかったものとみなして算定し、その額を料金

支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受

けた料金額との差額を支払っていただきます。 

月額料金の額が減少したとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間中の料金を一時払いが

なされなかったものとみなして算定し、その額を料金

支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受

けた料金額との差額を返還します。 

専用契約者が現に利

用している専用サー

ビスに係る専用契約

（臨時専用契約を除

きます。）を解除す

ると同時に、新たに

専用契約を締結して

その場所で専用サー

ビスの提供を受ける

とき。 

 

新たに提供を受ける専用サービス

の料金の額が、解除する専用サー

ビスの料金の額より多いとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の

解除があった日の前日までの解除された専用サービス

の料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受

けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける

専用サービスの料金を一時払いがなされなかったもの

とみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した

割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額

を支払っていただきます。 

新たに提供を受ける専用サービス

の料金の額が、解除する専用サー

ビスの料金の額より少ないとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の

解除があった日の前日までの解除された専用サービス

の料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受

けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける

専用サービスの料金を一時払いがなされなかったもの

とみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した

割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額

を返還します。 

接続休止があったとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止が

あった日の前日までの料金を一時払いがなされなかっ

たものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適

用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額と

の差額を返還します。 

専用契約の解除があったとき。 

 

支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の

解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされ

なかったものとみなして算定し、その額と支払いを受

けた料金額との差額を返還します。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 10 月 1 日から実施します。 

（ＩＰルーティング網接続専用サービスに係る旧特定他社接続回線の廃止） 
２ 平成 14 年 12 月 1日実施の附則（経本第 14-0223 号）に定めるＩＰルーティング網接続専用サービスに係る

旧特定他社接続回線は、平成 16 年 10月 1日をもって廃止します。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 3 月 7日から実施します。 

（協定事業者の電気通信サービスの経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に、ソフトバンクＢＢ株式会社のＹａｈｏｏ！ＢＢ光ホームサービス規約及びＹａ

ｈｏｏ！ＢＢ光マンションサービス規約の規定により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施

の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約とみなします。 

(1) Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光ホームサービス規約 

Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光ホームサービスの光アクセス回

線（別に定める端末設備を含みます。）に係るサー

ビス契約 

ＩＰ接続専用サービス（第１種サービスに限ります。）

の専用回線に係る専用契約 

 

(2) Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光マンションサービス規約 

Ｙａｈｏｏ！ＢＢ光マンションサービスの光アクセ

ス回線（別に定める端末設備を含みます。）に係る

サービス契約 

ＩＰ接続専用サービス（第２種サービスに限ります。）

の専用回線に係る専用契約 

 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 4 月 1日から実施します。 

（特定事業者の専用サービス取扱所内を終端とする特定他社接続回線に係る基本額の適用に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定事業者（ＫＶＨ株式会社を除きます。）

の専用サービス取扱所内を終端とする特定他社接続回線（高速ディジタル伝送サービス（沖縄通信ネットワー

ク株式会社の超高速ディジタル伝送サービスを含みます。以下この附則において同じとします。）に係るもの

に限ります。）に係る基本額の適用については、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 日本電信電話株式会社等の特定他社接続回線（エコノミークラスのものを除きます。）のうち、高速品目

に係るもの 

、 専用回線の終端の場所が特定事業者の専用サービス取扱所（その特定他社接続回線の終端に対向する装置が

設置される特定事業者の専用サービス取扱所に限ります。）内であるものの基本額については、特定事業者の

専用サービス取扱所内に終端する１の終端ごとに次の額を減額して適用します。 

品  目 基本額の減額（月額）  

64Kb/s 又は 128Kb/s １４，５００円（税込１５，２２５円） 

その他の品目 ６４，５００円（税込６７，７２５円） 

(2) 電力系事業者等に係るもの 

   特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の規定を準用します。  

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 17 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 18 年 1 月 1 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 8 月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 11 月 21 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 1 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 18 年 12月 25日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 19 年５月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 19 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 12 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 20 年１月 13 日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 20 年６月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 20 年 12月 15日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 12 月１日から実施します。 

（回線接続装置専用料に関する経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用している高速ディジタル伝送サービスに関する専用料

のうち、回線接続装置専用料の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりと
します｡ 

  (1)  加算額（臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。）については、次に定める額とします。 
月額 

料金種別 単 位  区   分  料金額 

回線接続装置
専用料 

回線接続装置Ⅰ型の場合  １台ごとに ３Mb/s、 4.5Mb/s 又は
６Mb/s 用のもの 

２１，０００円 

(税込２２，０５０円) 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 22 年４月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 22 年６月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 22 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 23 年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年４月１日から実施します。 

（他社接続回線の共用に係る経過措置） 
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により他社接続回線の共用を利用している他社接続回線の取扱い

は、なお従前のとおりとします。 
（旧符号品目専用回線に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、符号品目に係る一般専用サ

ービスに係るもの（以下「旧符号品目専用回線」といいます。）の料金その他の取扱いについては、次に掲げ

るものを除いてなお従前のとおりとします｡ 
  (1) 臨時専用契約以外の契約に関する旧符号品目専用回線の専用料 

  ① 適用 
 旧符号品目専用回線に係る料金の適用については、第 51条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のと

おりとします。 

区 分  内     容   

 ア 品目に係る料
金の適用 

 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 

 品 目 内      容  

 2,400b/s 2,400 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

 4,800b/s 4,800 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

 9,600b/s 9,600 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

   備考 
 旧符号品目専用回線は、各品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用することがで

きるものとします。 

 

  

② 料金額 
 ア 基本回線専用料 

   (ｱ)  相互接続点（ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。）相互間のもの 

      ａ ２，４００ｂ／ｓのもの                専用回線１回線ごとに月額 
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距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの 27,000 円(税込 28,350 円) 24,000 円(税込 25,200 円) 

４０     〃 41,000 円(税込 43,050 円) 35,000 円(税込 36,750 円) 

５０     〃 45,000 円(税込 47,250 円) 36,000 円(税込 37,800 円) 

６０     〃 48,000 円(税込 50,400 円) 38,000 円(税込 39,900 円) 

７０     〃 64,000 円(税込 67,200 円) 51,000 円(税込 53,550 円) 

８０     〃 80,000 円(税込 84,000 円) 63,000 円(税込 66,150 円) 

９０     〃 82,000 円(税込 86,100 円) 64,000 円(税込 67,200 円) 

１００    〃 83,000 円(税込 87,150 円) 64,000 円(税込 67,200 円) 

１２０    〃 85,000 円(税込 89,250 円) 64,000 円(税込 67,200 円) 

１４０    〃 95,000 円(税込 99,750 円) 76,000 円(税込 79,800 円) 

１６０    〃 105,000 円(税込 110,250 円) 84,000 円(税込 88,200 円) 

１８０    〃 115,000 円(税込 120,750 円) 92,000 円(税込 96,600 円) 

２００    〃 125,000 円(税込 131,250 円) 100,000 円(税込 105,000 円) 

２４０    〃 134,000 円(税込 140,700 円) 104,000 円(税込 109,200 円) 

３６０    〃 174,000 円(税込 182,700 円) 135,000 円(税込 141,750 円) 

５００    〃 208,000 円(税込 218,400 円) 161,000 円(税込 169,050 円) 

７５０    〃 258,000 円(税込 270,900 円) 194,000 円(税込 203,700 円) 

１０００   〃 285,000 円(税込 299,250 円) 214,000 円(税込 224,700 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 298,000 円(税込 312,900 円) 223,000 円(税込 234,150 円) 

      ｂ ４，８００ｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの 29,000 円(税込 30,450 円) 26,000 円(税込 27,300 円) 

４０     〃 44,000 円(税込 46,200 円) 37,000 円(税込 38,850 円) 

５０     〃 48,000 円(税込 50,400 円) 38,000 円(税込 39,900 円) 

６０     〃 52,000 円(税込 54,600 円) 42,000 円(税込 44,100 円) 

７０     〃 71,000 円(税込 74,550 円) 57,000 円(税込 59,850 円) 

８０     〃 89,000 円(税込 93,450 円) 69,000 円(税込 72,450 円) 

９０     〃 90,000 円(税込 94,500 円) 70,000 円(税込 73,500 円) 

１００    〃 92,000 円(税込 96,600 円) 70,000 円(税込 73,500 円) 

１２０    〃 93,000 円(税込 97,650 円) 70,000 円(税込 73,500 円) 

１４０    〃 102,000 円(税込 107,100 円) 82,000 円(税込 86,100 円) 

１６０    〃 110,000 円(税込 115,500 円) 88,000 円(税込 92,400 円) 

１８０    〃 118,000 円(税込 123,900 円) 94,000 円(税込 98,700 円) 

２００    〃 127,000 円(税込 133,350 円) 102,000 円(税込 107,100 円) 

２４０    〃 135,000 円(税込 141,750 円) 105,000 円(税込 110,250 円) 

３６０    〃 194,000 円(税込 203,700 円) 150,000 円(税込 157,500 円) 

５００    〃 228,000 円(税込 239,400 円) 177,000 円(税込 185,850 円) 

７５０    〃 278,000 円(税込 291,900 円) 209,000 円(税込 219,450 円) 

１０００   〃 314,000 円(税込 329,700 円) 236,000 円(税込 247,800 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 328,000 円(税込 344,400 円) 246,000 円(税込 258,300 円) 

      ｃ ９，６００ｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの 32,000 円(税込 33,600 円) 28,000 円(税込 29,400 円) 

４０     〃 50,000 円(税込 52,500 円) 43,000 円(税込 45,150 円) 

５０     〃 54,000 円(税込 56,700 円) 43,000 円(税込 45,150 円) 

６０     〃 58,000 円(税込 60,900 円) 46,000 円(税込 48,300 円) 

７０     〃 77,000 円(税込 80,850 円) 62,000 円(税込 65,100 円) 

８０     〃 95,000 円(税込 99,750 円) 74,000 円(税込 77,700 円) 

９０     〃 97,000 円(税込 101,850 円) 75,000 円(税込 78,750 円) 

１００    〃 98,000 円(税込 102,900 円) 75,000 円(税込 78,750 円) 
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 １２０    〃 100,000 円(税込 105,000 円) 75,000 円(税込 78,750 円) 
 １４０    〃 110,000 円(税込 115,500 円) 88,000 円(税込 92,400 円) 

１６０    〃 122,000 円(税込 128,100 円) 98,000 円(税込 102,900 円) 

１８０    〃 132,000 円(税込 138,600 円) 106,000 円(税込 111,300 円) 

２００    〃 142,000 円(税込 149,100 円) 114,000 円(税込 119,700 円) 

２４０    〃 152,000 円(税込 159,600 円) 118,000 円(税込 123,900 円) 

３６０    〃 205,000 円(税込 215,250 円) 159,000 円(税込 166,950 円) 

５００    〃 245,000 円(税込 257,250 円) 190,000 円(税込 199,500 円) 

７５０    〃 303,000 円(税込 318,150 円) 227,000 円(税込 238,350 円) 

１０００   〃 340,000 円(税込 357,000 円) 255,000 円(税込 267,750 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 344,000 円(税込 361,200 円) 258,000 円(税込 270,900 円) 

     (ｲ) (ｱ)以外のもの 

       ａ ２，４００ｂ／ｓのもの                専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料   金   額 

回
線
距
離 

１０キロメートルまでのもの ８，０００円(税込 8,400 円) 

２０     〃 １８，０００円(税込 18,900 円) 

３０     〃 ３８，０００円(税込 39,900 円) 

４０     〃 ５０，０００円(税込 52,500 円) 

６０     〃 ５７，０００円(税込 59,850 円) 

８０     〃 ９０，０００円(税込 94,500 円) 

１２０    〃 １００，０００円(税込 105,000 円) 

２４０    〃 １４５，０００円(税込 152,250 円) 

３６０    〃 １８５，０００円(税込 194,250 円) 

５００    〃 ２１５，０００円(税込 225,750 円) 

７５０    〃 ２６５，０００円(税込 278,250 円) 

１０００   〃 ２９０，０００円(税込 304,500 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの ３００，０００円(税込 315,000 円) 

      ｂ ４，８００ｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料   金   額 

回
線
距
離 

１０キロメートルまでのもの ８，０００円(税込 8,400 円) 

２０     〃 １９，０００円(税込 19,950 円) 

３０     〃 ４１，０００円(税込 43,050 円) 

４０     〃 ５３，０００円(税込 55,650 円) 

６０     〃 ６０，０００円(税込 63,000 円) 

８０     〃 ９６，０００円(税込 100,800 円) 

１２０    〃 １０５，０００円(税込 110,250 円) 

２４０    〃 １５０，０００円(税込 157,500 円) 

３６０    〃 ２０５，０００円(税込 215,250 円) 

５００    〃 ２３５，０００円(税込 246,750 円) 

７５０    〃 ２８５，０００円(税込 299,250 円) 

１０００   〃 ３０５，０００円(税込 320,250 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの ３１０，０００円(税込 325,500 円) 

      ｃ ９，６００ｂ／ｓのもの                 専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料   金   額 

回
線
距
離 

１０キロメートルまでのもの ９，０００円(税込 9,450 円) 

２０     〃 ２１，０００円(税込 22,050 円) 

３０     〃 ４５，０００円(税込 47,250 円) 

４０     〃 ６０，０００円(税込 63,000 円) 

６０     〃 ６７，０００円(税込 70,350 円) 

８０     〃 １００，０００円(税込 105,000 円) 

１２０    〃 １１０，０００円(税込 115,500 円) 

２４０    〃 １６５，０００円(税込 173,250 円) 

３６０    〃 ２１５，０００円(税込 225,750 円) 
 ５００    〃 ２５５，０００円(税込 267,750 円) 
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 ７５０    〃 ３１０，０００円(税込 325,500 円) 

１０００   〃 ３４５，０００円(税込 362,250 円) 

１０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの ３５０，０００円(税込 367,500 円) 

 イ 加算額                                    月額 

料金種別 単  位 区  分 料 金 額 

回線接続装置専

用料 

 

取扱局伝送設備との間で信

号の送受及び変換の機能を

有する装置 

１台ごとに 

― 

３，７００円 

(税込３，８８５円) 

 

備
考 

符号品目に限り提供するものとし、品目ごとに次の種類があります。 

(1) Ｘシリーズインタフェース用 

(2) Ｖシリーズインタフェース用 

（旧符号品目特定他社接続回線に関する経過措置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、符号品目に係る一

般専用サービスに係るもの（以下「旧符号品目特定他社接続回線」といいます。）の料金その他の取扱いにつ
いては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

  (1) 臨時契約以外の契約に関する旧符号品目特定他社接続回線（特定事業者のうち、東日本電信電話株式会
社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。以下この附則３において同じとします。） 

  ① 適用 
 旧符号品目他社接続回線に係る料金の適用については、第 59 条（特定他社接続回線の料金等の支払義務）

の規定によるほか次のとおりとします。 

区 分  内     容   

 ア 品目に係る料

金の適用 

 旧符号品目他社接続回線には、次の品目があります。 

 品 目 内      容  

 2,400b/s 2,400 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

 4,800b/s 4,800 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

 9,600b/s 9,600 ビット／秒の符号伝送が可能なもの 

   備考 
 旧符号品目特定他社接続回線は、特定事業者の契約約款の規定により、各品目及び内

容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 

 

  

② 料金額 

 ア 基本額 
  (ｱ)  分岐回線以外の部分 

ａ ２，４００ｂ／ｓのもの 

 基本回線専用料                           特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 

線 

距 

離 
 ０ｷﾛﾒｰﾄﾙのもの 

７，７００円 

 (税込 8,085 円) 

７，７００円 

 (税込 8,085 円) 

７，７００円 

 (税込 8,085 円) 

１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１１，０００円 

 (税込 11,550 円) 

１１，０００円 

 (税込 11,550 円) 

１１，０００円 

 (税込 11,550 円) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２４，０００円 

 (税込 25,200 円) 

２０，０００円 

 (税込 21,000 円) 

２２，０００円 

(税込 23,100 円) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５０，０００円 

 (税込 52,500 円) 

４０，０００円 

 (税込 42,000 円) 

４６，０００円 

 (税込 48,300 円) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
６８，０００円 

 (税込 71,400 円) 

５２，０００円 

 (税込 54,600 円) 

６０，０００円 

 (税込 63,000 円) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
７７，０００円 

 (税込 80,850 円) 

５８，０００円 

 (税込 60,900 円) 

６７，０００円 

 (税込 70,350 円) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１１５，０００円 

 (税込 120,750 円) 

６１，０００円 

 (税込 64,050 円) 

８７，０００円 

 (税込 91,350 円) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２２，０００円 

 (税込 128,100 円) 

６５，０００円 

 (税込 68,250 円) 

９２，０００円 

 (税込 96,600 円) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１７５，０００円 

 (税込 183,750 円) 

９０，０００円 

 (税込 94,500 円) 

１３５，０００円 

 (税込 141,750 円) 
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３６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 

２２０，０００円 

 (税込 231,000 円) 

１１０，０００円 

 (税込 115,500 円) 

１７０，０００円 

 (税込 178,500 円) 
 

５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２５５，０００円 

 (税込 267,750 円) 

１３５，０００円 

 (税込 141,750 円) 

１９５，０００円 

 (税込 204,750 円) 

７５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３１０，０００円 

 (税込 325,500 円) 

１６０，０００円 

 (税込 168,000 円) 

２３５，０００円 

 (税込 246,750 円) 

１，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３４０，０００円 

 (税込 357,000 円) 

１７０，０００円 

 (税込 178,500 円) 

２５５，０００円 

 (税込 267,750 円) 

１，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３９０，０００円 

 (税込 409,500 円) 

２００，０００円 

 (税込 210,000 円) 

２９５，０００円 

 (税込 309,750 円) 

２，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４３５，０００円 

 (税込 456,750 円) 

２２０，０００円 

 (税込 231,000 円) 

３２５，０００円 

 (税込 341,250 円) 

２，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４８０，０００円 

 (税込 504,000 円) 

２４０，０００円 

 (税込 252,000 円) 

３６０，０００円 

 (税込 378,000 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５３０，０００円 

 (税込 556,500 円) 

２７０，０００円 

 (税込 283,500 円) 

４００，０００円 

 (税込 420,000 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える

もの 

５９０，０００円 

(税込 619,500 円) 

３００，０００円 

(税込 315,000 円) 

４５０，０００円 

(税込 472,500 円) 

ｂ ４，８００ｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                           特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 
線 

距 

離 

１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２，０００円 

 (税込 12,600 円) 

１２，０００円 

 (税込 12,600 円) 

１２，０００円 

 (税込 12,600 円) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２７，０００円 

 (税込 28,350 円) 

２３，０００円 

 (税込 24,150 円) 

２５，０００円 

 (税込 26,250 円) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５５，０００円 

 (税込 57,750 円) 

４４，０００円 

 (税込 46,200 円) 

５０，０００円 

 (税込 52,500 円) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
７５，０００円 

 (税込 78,750 円) 

５７，０００円 

 (税込 59,850 円) 

６６，０００円 

 (税込 69,300 円) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
８４，０００円 

 (税込 88,200 円) 

６４，０００円 

 (税込 67,200 円) 

７４，０００円 

 (税込 77,700 円) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２８，０００円 

 (税込 134,400 円) 

６９，０００円 

 (税込 72,450 円) 

９６，０００円 

 (税込 100,800 円) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３６，０００円 

 (税込 142,800 円) 

７３，０００円 

 (税込 76,650 円) 

１０２，０００円 

 (税込 107,100 円) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１８０，０００円 

 (税込 189,000 円) 

９２，０００円 

 (税込 96,600 円) 

１３５，０００円 

 (税込 141,750 円) 

３６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２４５，０００円 

 (税込 257,250 円) 

１２５，０００円 

 (税込 131,250 円) 

１９０，０００円 

 (税込 199,500 円) 

５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２８０，０００円 

 (税込 294,000 円) 

１５０，０００円 

 (税込 157,500 円) 

２１５，０００円 

 (税込 225,750 円) 

７５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３３５，０００円 

 (税込 351,750 円) 

１７０，０００円 

 (税込 178,500 円) 

２５５，０００円 

 (税込 267,750 円) 

１，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３７５，０００円 

 (税込 393,750 円) 

１９０，０００円 

 (税込 199,500 円) 

２８５，０００円 

 (税込 299,250 円) 

１，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４１５，０００円 

 (税込 435,750 円) 

２１０，０００円 

 (税込 220,500 円) 

３１５，０００円 

 (税込 330,750 円) 

２，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４７０，０００円 

 (税込 493,500 円) 

２３５，０００円 

 (税込 246,750 円) 

３５５，０００円 

 (税込 372,750 円) 

２，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５２０，０００円 

 (税込 546,000 円) 

２６０，０００円 

 (税込 273,000 円) 

３９０，０００円 

 (税込 409,500 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５７０，０００円 

 (税込 598,500 円) 

２９０，０００円 

 (税込 304,500 円) 

４３０，０００円 

 (税込 451,500 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える

もの 

６４０，０００円 

(税込 672,000 円) 

３２０，０００円 

(税込 336,000 円) 

４８０，０００円 

(税込 504,000 円) 
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ｃ ９，６００ｂ／ｓのもの 

 基本回線専用料                           特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 

線 

距 

離 

１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３，０００円 

 (税込 13,650 円) 

１３，０００円 

 (税込 13,650 円) 

１３，０００円  

(税込 13,650 円) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２９，０００円 

 (税込 30,450 円) 

２６，０００円 

 (税込 27,300 円) 

２７，０００円 

 (税込 28,350 円) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５９，０００円 

 (税込 61,950 円) 

４８，０００円 

 (税込 50,400 円) 

５４，０００円 

 (税込 56,700 円) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
８２，０００円 

 (税込 86,100 円) 

６３，０００円 

 (税込 66,150 円) 

７２，０００円 

 (税込 75,600 円) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
９２，０００円 

 (税込 96,600 円) 

７０，０００円 

 (税込 73,500 円) 

８０，０００円 

 (税込 84,000 円) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３７，０００円 

 (税込 143,850 円) 

７６，０００円 

 (税込 79,800 円) 

１００，０００円 

 (税込 105,000 円) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１４６，０００円 

 (税込 153,300 円) 

８０，０００円 

 (税込 84,000 円) 

１０７，０００円 

 (税込 112,350 円) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２０５，０００円 

 (税込 215,250 円) 

１００，０００円 

 (税込 105,000 円) 

１５５，０００円 

 (税込 162,750 円) 

３６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２６０，０００円 

 (税込 273,000 円) 

１３５，０００円 

 (税込 141,750 円) 

２００，０００円 

 (税込 210,000 円) 

５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３００，０００円 

 (税込 315,000 円) 

１５０，０００円 

 (税込 157,500 円) 

２２５，０００円 

 (税込 236,250 円) 

７５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３６５，０００円 

 (税込 383,250 円) 

１８５，０００円 

 (税込 194,250 円) 

２７５，０００円 

 (税込 288,750 円) 

１，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４０５，０００円 

 (税込 425,250 円) 

２０５，０００円 

 (税込 215,250 円) 

３０５，０００円 

 (税込 320,250 円) 

１，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４６０，０００円 

 (税込 483,000 円) 

２３０，０００円 

 (税込 241,500 円) 

３４５，０００円 

 (税込 362,250 円) 

２，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５１５，０００円 

 (税込 540,750 円) 

２６０，０００円 

 (税込 273,000 円) 

３９０，０００円 

 (税込 409,500 円) 

２，５００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５６５，０００円 

 (税込 593,250 円) 

２８５，０００円 

 (税込 299,250 円) 

４３０，０００円 

 (税込 451,500 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
６２５，０００円 

 (税込 656,250 円) 

３１５，０００円 

 (税込 330,750 円) 

４７５，０００円 

 (税込 498,750 円) 

３，０００ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える

もの 

７００，０００円 

(税込 735,000 円) 

３５０，０００円 

(税込 367,500 円) 

５３０，０００円 

(税込 556,500 円) 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、株式会社ケイ・オ

プティコムの高速ディジタル伝送サービス及びＡＴＭ専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについて

は、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

５ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年７月１日から実施します。 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、東北インテリジェ
ント通信株式会社、ＫＤＤＩ株式会社又は中部テレコミュニケーション株式会社の高速ディジタル伝送サービ

ス及び北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、ＫＤＤＩ株式会社又は中部テレコミ
ュニケーション株式会社のＡＴＭ専用サービスに係るもの（ＫＤＤＩ株式会社に係るものは、旧株式会社パワ

ードコムに係るものとします。）の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 10 月１日から実施します。 

（高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のプラン３に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの超高速品目の

うち、プラン３に係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 
３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 23 年 12月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年３月１日から実施します。 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、北陸通信ネットワ
ーク株式会社の高速ディジタル伝送サービス及びＡＴＭ専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについ

ては、なお従前のとおりとします。 
（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 24 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年８月１日から実施します。 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、株式会社エネルギ

ア・コミュニケーションズ又は株式会社ＳＴＮｅｔの高速ディジタル伝送サービス及びＡＴＭ専用サービスに

係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 
３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

 （実施期日） 

この改正規定は、平成 24 年 10月１日から実施します。 

 
附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 25 年３月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年７月１日から実施します。 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、北海道総合通信網
株式会社、九州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社の高速ディジタル伝送サービス

及び九州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社のＡＴＭ専用サービスに係るものの料
金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 
３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
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ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 26 年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年４月１日から実施します。 

（分岐回線に係る専用回線に関する経過措置） 
２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している一般専用サービスに係る専用回線のうち、分

岐のある専用回線の回線距離の測定に係る取扱い及び分岐回線の料金その他の取扱いについては、次に掲げる
ものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

 (1) 臨時専用契約以外の契約に関する分岐のある専用回線の回線距離の測定 
  ① 適用 

 分岐のある専用回線の回線距離の測定については、第 51条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のと

おりとします。 

区 分 内     容 

ア 回線距離の 
測定 

回線距離は、次のとおり測定します。 

 区   分 回線距離の測定方法  

 (ｱ) その専用回線の終端の回線距離

測定局又は相互接続点においてのみ

その専用回線を分岐している場合 

その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又

は相互接続点の起算点相互間の回線距離により

測定します。 

 (ｲ) (ｱ)以外の場合 その分岐箇所の回線距離測定局又は相互接続点

の起算点経由のその専用回線の双方の終端の回

線距離測定局又は相互接続点の起算点相互間の

回線距離の合計により測定します。 
 

 (2) 臨時専用契約以外の契約に関する分岐回線に係る専用料 

① 料金額 

 ア 分岐回線専用料又は分岐料 
月額 

料  金  種  別 単 位 料  金  額 

(ｱ) 相互接続点（ユ

ーザ・網インタフェ

ース接続によるもの

を除きます。）相互

間のもの 

その専用回線を分岐しているとき

に支払いを要する料金 

 

分岐箇所１箇

所ごとに 

 

９，０００円(税抜) 

 

(ｲ) 端末回線の一端

相互間のもの 

① その分岐回線の終端に係る回

線距離測定局とその分岐箇所に

係る回線距離測定局とが同一で

ある分岐回線の場合（分岐回線

の終端が専用取扱局の主配線盤

となる場合を除きます。）の専

用料 

分岐回線１回

線ごとに 

 

距離区分の回線距離が最短なものの

基本回線専用料の２分の１ 

 

② 上記以外の分岐回線の場合

（分岐回線の終端が専用取扱局

の主配線盤となる場合を除きま

す。）の専用料 

その分岐回線の終端に係る回線距離

測定局と分岐箇所に係る回線距離測

定局相互間の回線距離に対応する基

本回線専用料と同額 

③ 分岐料として支払いを要する

料金（分岐装置により分岐する

場合に限ります。） 

７，２００円(税抜) 
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備考 

専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐箇所（分岐回線が接続

専用回線である場合は、相互接続点となります。）及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求を

することができます。 

 ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 

(1)  その専用回線が、１の収容区域内に終始するものであるとき（3.4KHz の専用回線であって符号伝送以外

の用途に利用するものを除きます。）。 

(2)  分岐回線をさらに分岐するとき。 

（消費税相当額に関する経過措置） 

３ 平成 17 年４月１日実施の附則から平成 23 年４月１日実施の附則に規定する税込価額については、平成 26 年

３月 31 日までの消費税相当額により算出した額とし、この改正規定実施の日において、当該附則に規定する税

抜価額に消費税相当額を加算した額に読み替えるものとします。 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 26 年 11月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 27 年７月１日から実施します。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年９月７日から実施します。 
（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 月１日から実施します。 
（高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のタイプ２で使用する特定他社接続回線に係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サ

ービスに係る特定他社接続回線については、この改正規定実施の日において、改正後の規定による特定事業者

のＩＰルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線のタイプ１に移行したものとみなします。 
（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年２月８日から実施します。 
（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 28 年４月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年６月１日から実施します。 

 （専用回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、高速品目に係る高速ディジ

タル伝送サービスに係るもの（相互接続点相互間のもの及び相互接続点と端末回線の一端との間のものに限り

ます。）の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料（臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。）については、次に定める額としま

す。 

  ア 相互接続点相互間のもの 

   (ｱ) ６４Ｋｂ／ｓのもの 

    ① ②以外のもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一     般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

 通常クラスのもの 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ５，０００円(税抜) ９，０００円(税抜) 

５０     〃 ７，０００円(税抜) １４，０００円(税抜) 

６０     〃 ８，０００円(税抜) １７，０００円(税抜) 

７０     〃 ９，０００円(税抜) １９，０００円(税抜) 

８０     〃 １０，０００円(税抜) ２２，０００円(税抜) 

９０     〃 １１，０００円(税抜) ２３，０００円(税抜) 

１００    〃 １２，０００円(税抜) ２６，０００円(税抜) 

１２０    〃 １４，０００円(税抜) ２８，０００円(税抜) 

１４０    〃 １６，５００円(税抜) ３１，０００円(税抜) 

１６０    〃 １９，０００円(税抜) ３２，０００円(税抜) 

４６０    〃 19,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、1,500 円(税抜)を加算した額 

32,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、1,300 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

41,500 円(税抜)に、460 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、600 円(税抜)を加算した額 

② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの             専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一     般 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの ５，０００円(税抜) ５，０００円(税抜) 

５０     〃 ７，０００円(税抜) ６，０００円(税抜) 

６０     〃 ８，０００円(税抜) ７，０００円(税抜) 

７０     〃 ９，０００円(税抜) ７，０００円(税抜) 

８０     〃 １０，０００円(税抜) ７，５００円(税抜) 

９０     〃 １１，０００円(税抜) ８，０００円(税抜) 

１００    〃 １２，０００円(税抜) ８，０００円(税抜) 

１２０    〃 １３，５００円(税抜) ９，０００円(税抜) 

１４０    〃 １５，０００円(税抜) １０，０００円(税抜) 

１６０    〃 １６，０００円(税抜) １１，０００円(税抜) 

６００    〃 16,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、1,350 円(税抜)を加算した額 

11,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、900円(税抜)を加算した額 

６００キロメートルを超える

もの 

 

45,700 円(税抜)に、600 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、600 円(税抜)を加算した額 

30,800 円(税抜)に、600 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、600円(税抜)を加算した額 
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(ｲ) １２８Ｋｂ／ｓのもの 

① ②以外のもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一    般 
新聞・放送・通信社、警察・消防 

通常クラスのもの 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 １２，０００円(税抜) １０，０００円(税抜) 

５０     〃 １７，０００円(税抜) １５，０００円(税抜) 

６０     〃 ２１，０００円(税抜) １８，０００円(税抜) 

７０     〃 ２５，０００円(税抜) ２１，０００円(税抜) 

８０     〃 ２８，０００円(税抜) ２４，０００円(税抜) 

９０     〃 ３１，０００円(税抜) ２６，０００円(税抜) 

１００    〃 ３３，０００円(税抜) ２９，０００円(税抜) 

１２０    〃 ３７，０００円(税抜) ３２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ４１，０００円(税抜) ３６，０００円(税抜) 

１６０    〃 ４５，０００円(税抜) ３９，０００円(税抜) 

４６０    〃 45,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、2,430 円(税抜)を加算した額 

39,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、2,500 円(税抜)を加算した額 

 ４６０キロメートルを超える

もの 

 

81,450 円(税抜)に、460 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、1,080 円(税抜)を加算した額 

② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの             専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一     般 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの １２，０００円(税抜) １２，０００円(税抜) 

５０     〃 １７，０００円(税抜) １２，５００円(税抜) 

６０     〃 １８，５００円(税抜) １３，５００円(税抜) 

７０     〃 ２０，０００円(税抜) １４，０００円(税抜) 

８０     〃 ２１，０００円(税抜) １５，０００円(税抜) 

９０     〃 ２２，５００円(税抜) １６，０００円(税抜) 

１００    〃 ２４，０００円(税抜) １６，５００円(税抜) 

１２０    〃 ２７，０００円(税抜) １８，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３０，０００円(税抜) １９，５００円(税抜) 

１６０    〃 ３２，５００円(税抜) ２１，０００円(税抜) 

６００    〃 32,500 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、2,560 円(税抜)を加算した額 

21,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、1,800 円(税抜)を加算した額 

６００キロメートルを超える

もの 

 

88,820 円(税抜)に、600 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、1,080 円(税抜)を加算した額 

60,600 円(税抜)に、600 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、1,080 円(税抜)を加算した額 

(ｳ) １９２Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４２，０００円(税抜) ３５，０００円(税抜) 

５０     〃 ５７，０００円(税抜) ４８，０００円(税抜) 

６０     〃 ８２，０００円(税抜) ７０，０００円(税抜) 

７０     〃 ９２，０００円(税抜) ７８，０００円(税抜) 

８０     〃 １０２，０００円(税抜) ８６，０００円(税抜) 

９０     〃 １０７，０００円(税抜) ９１，０００円(税抜) 

１００    〃 １１４，０００円(税抜) ９７，０００円(税抜) 

１２０    〃 １２０，０００円(税抜) １０２，０００円(税抜) 

１４０    〃 １３１，０００円(税抜) １１１，０００円(税抜) 

１６０    〃 １３５，０００円(税抜) １１５，０００円(税抜) 
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 ４６０    〃 135,000 円(税抜)に、160 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、3,240 円(税抜)を加算した

額 

115,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、3,500 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

183,600 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、1,620 円(税抜)を加算した

額 

(ｴ) ２５６Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４３，０００円(税抜) ３６，０００円(税抜) 

５０     〃 ５８，０００円(税抜) ４９，０００円(税抜) 

６０     〃 ８３，０００円(税抜) ７１，０００円(税抜) 

７０     〃 ９３，０００円(税抜) ７９，０００円(税抜) 

８０     〃 １０３，０００円(税抜) ８７，０００円(税抜) 

９０     〃 １０８，０００円(税抜) ９２，０００円(税抜) 

１００    〃 １１５，０００円(税抜) ９８，０００円(税抜) 

１２０    〃 １２１，０００円(税抜) １０３，０００円(税抜) 

１４０    〃 １３２，０００円(税抜) １１２，０００円(税抜) 

１６０    〃 １３８，０００円(税抜) １１７，０００円(税抜) 

４６０    〃 138,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、4,590円(税抜)を加算した

額 

117,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、4,500 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

206,850 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、2,160 円(税抜)を加算した

額 

(ｵ) ３８４Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４４，０００円(税抜) ３７，０００円(税抜) 

５０     〃 ５９，０００円(税抜) ５０，０００円(税抜) 

６０     〃 ８４，０００円(税抜) ７２，０００円(税抜) 

７０     〃 ９４，０００円(税抜) ８０，０００円(税抜) 

８０     〃 １０４，０００円(税抜) ８８，０００円(税抜) 

９０     〃 １１３，０００円(税抜) ９６，０００円(税抜) 

１００    〃 １２１，０００円(税抜) １０２，０００円(税抜) 

１２０    〃 １３２，０００円(税抜) １１２，０００円(税抜) 

１４０    〃 １４４，０００円(税抜) １２３，０００円(税抜) 

１６０    〃 １５０，０００円(税抜) １２８，０００円(税抜) 

４６０    〃 150,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、6,390円(税抜)を加算した

額 

128,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、7,100 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

245,850 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、3,150 円(税抜)を加算した

額 
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(ｶ) ５１２Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４５，０００円(税抜) ３８，０００円(税抜) 

５０     〃 ６０，０００円(税抜) ５１，０００円(税抜) 

６０     〃 ８７，０００円(税抜) ７４，０００円(税抜) 

７０     〃 １０１，０００円(税抜) ８６，０００円(税抜) 

８０     〃 １１５，０００円(税抜) ９８，０００円(税抜) 

９０     〃 １２４，０００円(税抜) １０５，０００円(税抜) 

１００    〃 １３５，０００円(税抜) １１５，０００円(税抜) 

１２０    〃 １５０，０００円(税抜) １２８，０００円(税抜) 

１４０    〃 １６４，０００円(税抜) １４０，０００円(税抜) 

１６０    〃 １７０，０００円(税抜) １４５，０００円(税抜) 

４６０    〃 170,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、8,550円(税抜)を加算した

額 

145,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、10,000 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

298,250 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、4,140 円(税抜)を加算した

額 

(ｷ) ７６８Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４６，０００円(税抜) ３９，０００円(税抜) 

５０     〃 ６１，０００円(税抜) ５２，０００円(税抜) 

６０     〃 ９２，０００円(税抜) ７８，０００円(税抜) 

７０     〃 １１２，０００円(税抜) ９５，０００円(税抜) 

８０     〃 １３０，０００円(税抜) １１１，０００円(税抜) 

９０     〃 １４６，０００円(税抜) １２４，０００円(税抜) 

１００    〃 １６０，０００円(税抜) １３６，０００円(税抜) 

１２０    〃 １８１，０００円(税抜) １５４，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２０２，０００円(税抜) １７２，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２２３，０００円(税抜) １９０，０００円(税抜) 

４６０    〃 223,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、13,000 円(税抜)を加算した

額 

190,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、14,400 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

418,000 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、6,800 円(税抜)を加算した

額 

(ｸ) １Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４７，０００円(税抜) ４０，０００円(税抜) 

５０     〃 ６２，０００円(税抜) ５３，０００円(税抜) 

６０     〃 ９５，０００円(税抜) ８１，０００円(税抜) 

７０     〃 １２４，０００円(税抜) １０５，０００円(税抜) 

８０     〃 １４９，０００円(税抜) １２７，０００円(税抜) 

９０     〃 １７３，０００円(税抜) １４７，０００円(税抜) 

１００    〃 １９３，０００円(税抜) １６４，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２２３，０００円(税抜) １９０，０００円(税抜) 
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 １４０    〃 ２５５，０００円(税抜) ２１７，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２８４，０００円(税抜) ２４１，０００円(税抜) 

４６０    〃 284,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、16,500 円(税抜)を加算した

額 

241,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、21,600 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

531,500 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、8,600 円(税抜)を加算した

額 

(ｹ) １．５Ｍｂ／ｓのもの 

① ②以外のもの                           専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一         般 
新聞・放送・通信社、警察・消防 

通常クラスのもの 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 ６０，０００円(税抜) ５１，０００円(税抜) 

５０     〃 ８６，０００円(税抜) ７３，０００円(税抜) 

６０     〃 １３０，０００円(税抜) １１１，０００円(税抜) 

７０     〃 １６８，０００円(税抜) １４３，０００円(税抜) 

８０     〃 ２００，０００円(税抜) １７０，０００円(税抜) 

９０     〃 ２２３，０００円(税抜) １９６，０００円(税抜) 

１００    〃 ２３９，０００円(税抜) ２１８，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２６７，０００円(税抜) ２５１，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２９５，０００円(税抜) ２８６，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３２４，０００円(税抜) ３１８，０００円(税抜) 

４６０    〃 324,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、26,200 円(税抜)を加算した

額 

318,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、27,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

717,000 円(税抜)に、460 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、22,000 円(税抜)を加算した

額 

② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの             専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 

料金額 

一     般 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの ６０，０００円(税抜) ６０，０００円(税抜) 

５０     〃 ８６，０００円(税抜) ８６，０００円(税抜) 

６０     〃 １３０，０００円(税抜) １３０，０００円(税抜) 

７０     〃 １６８，０００円(税抜) １４０，５００円(税抜) 

８０     〃 １９５，０００円(税抜) １４８，０００円(税抜) 

９０     〃 ２１０，０００円(税抜) １５６，０００円(税抜) 

１００    〃 ２２９，０００円(税抜) １６４，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２５５，５００円(税抜) １７９，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２８５，０００円(税抜) １９５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３１０，０００円(税抜) ２１０，５００円(税抜) 

６００    〃 310,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、25,500 円(税抜)を加算した

額 

210,500 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、18,500 円(税抜)を加算した額 

 

６００キロメートルを超える

もの 

 

871,000 円(税抜)に、600 キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、22,000 円(税抜)を加算した

額 
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(ｺ) ３Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 １４０，０００円(税抜) １１９，０００円(税抜) 

５０     〃 １９５，０００円(税抜) １６６，０００円(税抜) 

６０     〃 ２７１，０００円(税抜) ２３０，０００円(税抜) 

７０     〃 ３３８，０００円(税抜) ２８７，０００円(税抜) 

８０     〃 ３９５，０００円(税抜) ３３６，０００円(税抜) 

９０     〃 ４４２，０００円(税抜) ３７６，０００円(税抜) 

１００    〃 ４９０，０００円(税抜) ４１７，０００円(税抜) 

１２０    〃 ５５６，０００円(税抜) ４７３，０００円(税抜) 

１４０    〃 ６３２，０００円(税抜) ５３７，０００円(税抜) 

１６０    〃 ６９９，０００円(税抜) ５９４，０００円(税抜) 

４６０    〃 699,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、46,800 円(税抜)を加算した

額 

594,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、48,500 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超えるも

の 

1,401,000 円(税抜)に、460キロメ

ートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、22,000 円(税抜)を加算し

た額 

(ｻ) ４．５Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 １６４，０００円(税抜) １３９，０００円(税抜) 

５０     〃 ２２６，０００円(税抜) １９２，０００円(税抜) 

６０     〃 ３３２，０００円(税抜) ２８２，０００円(税抜) 

７０     〃 ４１８，０００円(税抜) ３５５，０００円(税抜) 

８０     〃 ４９５，０００円(税抜) ４２１，０００円(税抜) 

９０     〃 ５６２，０００円(税抜) ４７８，０００円(税抜) 

１００    〃 ６３０，０００円(税抜) ５３６，０００円(税抜) 

１２０    〃 ７１６，０００円(税抜) ６０９，０００円(税抜) 

１４０    〃 ８２２，０００円(税抜) ６９９，０００円(税抜) 

１６０    〃 ９０８，０００円(税抜) ７７２，０００円(税抜) 

４６０    〃 908,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、61,000 円(税抜)を加算した

額 

772,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、65,300 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

1,823,000 円(税抜)に、460 キロメ

ートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、29,000 円(税抜)を加算し

た額 

(ｼ) ６Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２，０００円(税抜) ２，０００円(税抜) 

４０     〃 １９２，０００円(税抜) １６３，０００円(税抜) 

５０     〃 ２７２，０００円(税抜) ２３１，０００円(税抜) 

６０     〃 ３８７，０００円(税抜) ３２９，０００円(税抜) 

７０     〃 ５０２，０００円(税抜) ４２７，０００円(税抜) 

８０     〃 ５８９，０００円(税抜) ５０１，０００円(税抜) 

９０     〃 ６７５，０００円(税抜) ５７４，０００円(税抜) 

１００    〃 ７５２，０００円(税抜) ６３９，０００円(税抜) 

１２０    〃 ８５８，０００円(税抜) ７２９，０００円(税抜) 
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 １４０    〃 ９７３，０００円(税抜) ８２７，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，０８８，０００円(税抜) ９２５，０００円(税抜) 

４６０    〃 

 

1,088,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、73,000 円(税抜)を加算し

た額 

925,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、78,400 円(税抜)を加算した額 

 

４６０キロメートルを超える

もの 

 

2,183,000 円(税抜)に、460 キロメ

ートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、35,000 円(税抜)を加算し

た額 

イ 相互接続点と端末回線の一端との間のもの 

(ｱ) ６４Ｋｂ／ｓのもの 

① ②以外のもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ３７，０００円(税抜) 

４０     〃 ４０，０００円(税抜) 

５０     〃 ４２，０００円(税抜) 

６０     〃 ４３，０００円(税抜) 

７０     〃 ４４，０００円(税抜) 

８０     〃 ４５，０００円(税抜) 

９０     〃 ４６，０００円(税抜) 

１００    〃 ４７，０００円(税抜) 

１２０    〃 ４９，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５１，５００円(税抜) 

１６０    〃 ５４，０００円(税抜) 

４６０    〃 54,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20キロメートルま

でごとに、1,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

76,500 円(税抜)に、460キロメートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、600 円(税抜)を加算した額 

② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの             専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの 23,000 円(税抜) 23,000 円(税抜) 

５０     〃 25,000 円(税抜) 24,000 円(税抜) 

６０     〃 26,000 円(税抜) 25,000 円(税抜) 

７０     〃 27,000 円(税抜) 25,000 円(税抜) 

８０     〃 28,000 円(税抜) 25,500 円(税抜) 

９０     〃 29,000 円(税抜) 26,000 円(税抜) 

１００    〃 30,000 円(税抜) 26,000 円(税抜) 

１２０    〃 31,500 円(税抜) 27,000 円(税抜) 

１４０    〃 33,000 円(税抜) 28,000 円(税抜) 

１６０    〃 34,000 円(税抜) 29,000 円(税抜) 
 ６００    〃 34,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,350 円(税抜)を

加算した額 

29,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、900 円(税抜)を加

算した額 

６００キロメートルを超えるもの 

 

63,700 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、600 円(税抜)を加

算した額 

48,800 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、600 円(税抜)を加

算した額 
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(ｲ) １２８Ｋｂ／ｓのもの 

① ②以外のもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ５２，０００円(税抜) 

４０     〃 ６２，０００円(税抜) 

５０     〃 ６７，０００円(税抜) 

６０     〃 ７１，０００円(税抜) 

７０     〃 ７５，０００円(税抜) 

８０     〃 ７８，０００円(税抜) 

９０     〃 ８１，０００円(税抜) 

１００    〃 ８３，０００円(税抜) 

１２０    〃 ８７，０００円(税抜) 

１４０    〃 ９１，０００円(税抜) 

１６０    〃 ９５，０００円(税抜) 

４６０    〃 95,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20キロメートルま

でごとに、2,430 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

131,450 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を加算した額 

② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの             専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの 40,000 円(税抜) 40,000 円(税抜) 

５０     〃 45,000 円(税抜) 40,500 円(税抜) 

６０     〃 46,500 円(税抜) 41,500 円(税抜) 

７０     〃 48,000 円(税抜) 42,000 円(税抜) 

８０     〃 49,000 円(税抜) 43,000 円(税抜) 

９０     〃 50,500 円(税抜) 44,000 円(税抜) 

１００    〃 52,000 円(税抜) 44,500 円(税抜) 

１２０    〃 55,000 円(税抜) 46,000 円(税抜) 

１４０    〃 58,000 円(税抜) 47,500 円(税抜) 

１６０    〃 60,500 円(税抜) 49,000 円(税抜) 

６００    〃 60,500 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、2,560 円(税抜)を

加算した額 

49,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,800 円(税抜)を

加算した額 

６００キロメートルを超えるもの 

 

116,820 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を

加算した額 

88,600 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を

加算した額 

(ｳ) １９２Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ７４，０００円(税抜) 

４０     〃 １１４，０００円(税抜) 

５０     〃 １２９，０００円(税抜) 

６０     〃 １５４，０００円(税抜) 

７０     〃 １６４，０００円(税抜) 

８０     〃 １７４，０００円(税抜) 

９０     〃 １７９，０００円(税抜) 

１００    〃 １８６，０００円(税抜) 

１２０    〃 １９２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２０３，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２０７，０００円(税抜) 

４６０    〃 207,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、3,240 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

255,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,620 円(税抜)を加算した額 
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(ｴ) ２５６Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ９１，０００円(税抜) 

４０     〃 １３２，０００円(税抜) 

５０     〃 １４７，０００円(税抜) 

６０     〃 １７２，０００円(税抜) 

７０     〃 １８２，０００円(税抜) 

８０     〃 １９２，０００円(税抜) 

９０     〃 １９７，０００円(税抜) 

１００    〃 ２０４，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２１０，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２２１，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２２７，０００円(税抜) 

４６０    〃 227,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、4,590 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

295,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、2,160 円(税抜)を加算した額 

(ｵ) ３８４Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １１２，０００円(税抜) 

４０     〃 １５４，０００円(税抜) 

５０     〃 １６９，０００円(税抜) 

６０     〃 １９４，０００円(税抜) 

７０     〃 ２０４，０００円(税抜) 

８０     〃 ２１４，０００円(税抜) 

９０     〃 ２２３，０００円(税抜) 

１００    〃 ２３１，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２４２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２５４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２６０，０００円(税抜) 

４６０    〃 260,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、6,390 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

355,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、3,150 円(税抜)を加算した額 

(ｶ) ５１２Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １３８，０００円(税抜) 

４０     〃 １８１，０００円(税抜) 

５０     〃 １９６，０００円(税抜) 

６０     〃 ２２３，０００円(税抜) 

７０     〃 ２３７，０００円(税抜) 

８０     〃 ２５１，０００円(税抜) 

９０     〃 ２６０，０００円(税抜) 

１００    〃 ２７１，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２８６，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３００，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３０６，０００円(税抜) 

４６０    〃 306,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、8,550 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

434,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、4,140 円(税抜)を加算した額 
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(ｷ) ７６８Ｋｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １７８，０００円(税抜) 

４０     〃 ２２２，０００円(税抜) 

５０     〃 ２３７，０００円(税抜) 

６０     〃 ２６８，０００円(税抜) 

７０     〃 ２８８，０００円(税抜) 

８０     〃 ３０６，０００円(税抜) 

９０     〃 ３２２，０００円(税抜) 

１００    〃 ３３６，０００円(税抜) 

１２０    〃 ３５７，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３７８，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３９９，０００円(税抜) 

４６０    〃 399,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、13,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

594,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、6,800 円(税抜)を加算した額 

(ｸ) １Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２１７，０００円(税抜) 

４０     〃 ２６２，０００円(税抜) 

５０     〃 ２７７，０００円(税抜) 

６０     〃 ３１０，０００円(税抜) 

７０     〃 ３３９，０００円(税抜) 

８０     〃 ３６４，０００円(税抜) 

９０     〃 ３８８，０００円(税抜) 

１００    〃 ４０８，０００円(税抜) 

１２０    〃 ４３８，０００円(税抜) 

１４０    〃 ４７０，０００円(税抜) 

１６０    〃 ４９９，０００円(税抜) 

４６０    〃 499,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、16,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

746,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、8,600 円(税抜)を加算した額 

(ｹ) １．５Ｍｂ／ｓのもの 

① ②以外のもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２２２，０００円(税抜) 

４０     〃 ２８０，０００円(税抜) 

５０     〃 ３０６，０００円(税抜) 

６０     〃 ３５０，０００円(税抜) 

７０     〃 ３８８，０００円(税抜) 

８０     〃 ４２０，０００円(税抜) 

９０     〃 ４４３，０００円(税抜) 

１００    〃 ４５９，０００円(税抜) 

１２０    〃 ４８７，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５１５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ５４４，０００円(税抜) 

４６０    〃 544,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、26,200 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

937,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 
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② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの            専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの 198,000 円(税抜) 198,000 円(税抜) 

５０     〃 224,000 円(税抜) 224,000 円(税抜) 

６０     〃 268,000 円(税抜) 268,000 円(税抜) 

７０     〃 306,000 円(税抜) 278,500 円(税抜) 

８０     〃 333,000 円(税抜) 286,000 円(税抜) 

９０     〃 348,000 円(税抜) 294,000 円(税抜) 

１００    〃 367,000 円(税抜) 302,000 円(税抜) 

１２０    〃 393,500 円(税抜) 317,000 円(税抜) 

１４０    〃 423,000 円(税抜) 333,000 円(税抜) 

１６０    〃 448,000 円(税抜) 348,500 円(税抜) 

６００    〃 448,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、25,500 円(税抜)を

加算した額 

348,500 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、18,500 円(税抜)を

加算した額 

 ６００キロメートルを超えるもの 

 

1,009,000 円(税抜)に、600 キロ

メートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、22,000 円(税抜)

を加算した額 

(ｺ) ３Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ４４４，０００円(税抜) 

４０     〃 ５８２，０００円(税抜) 

５０     〃 ６３７，０００円(税抜) 

６０     〃 ７１３，０００円(税抜) 

７０     〃 ７８０，０００円(税抜) 

８０     〃 ８３７，０００円(税抜) 

９０     〃 ８８４，０００円(税抜) 

１００    〃 ９３２，０００円(税抜) 

１２０    〃 ９９８，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，０７４，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，１４１，０００円(税抜) 

４６０    〃 1,141,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、46,800 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

1,843,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 

(ｻ) ４．５Ｍｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ５８３，０００円(税抜) 

４０     〃 ７４５，０００円(税抜) 

５０     〃 ８０７，０００円(税抜) 

６０     〃 ９１３，０００円(税抜) 

７０     〃 ９９９，０００円(税抜) 

８０     〃 １，０７６，０００円(税抜) 

９０     〃 １，１４３，０００円(税抜) 

１００    〃 １，２１１，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，２９７，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，４０３，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，４８９，０００円(税抜) 

４６０    〃 1,489,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、61,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

2,404,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、29,000 円(税抜)を加算した額 
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(ｼ) ６Ｍｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ７０９，０００円(税抜) 

４０     〃 ８９９，０００円(税抜) 

５０     〃 ９７９，０００円(税抜) 

６０     〃 １，０９４，０００円(税抜) 

７０     〃 １，２０９，０００円(税抜) 

８０     〃 １，２９６，０００円(税抜) 

９０     〃 １，３８２，０００円(税抜) 

１００    〃 １，４５９，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，５６５，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，６８０，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，７９５，０００円(税抜) 

４６０    〃 1,795,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20キロメート

ルまでごとに、73,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

2,890,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、35,000 円(税抜)を加算した額 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、ＡＴＭ専用サービスに係る

ものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（特定他社接続回線に関する経過措置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、高速ディジタル伝

送サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 臨時専用契約以外の契約に関する高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線 

ア 適用 

    高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線の適用については、第 59 条（特定他社接続回線の

料金等の支払義務）の規定によるほか次のとおりとします。 

区分 内容 

(ｱ) 特定他社接続

回線に関する料

金の減額等 

高速品目に係る特定他社接続回線の基本額については、イ（料金額）の(ｱ)の額から引

込線１回線ごとに次の額を減額し、減額した特定他社接続回線の基本額については、引

込線（特定他社接続回線の相互接続点の部分に限ります。）１回線ごとに 2,000 円（月

額）（その特定他社接続回線が 64Kb/s 又は 128Kb/s のものであるときは 60 円（月

額））を加算して適用します。 

品  目   基本額の減額（月額） 

64Kb/s 又は 128Kb/s ７０円 

その他の品目 ２，０００円 
 

(ｲ) 長期継続利用

に係る基本額の

適用 

① 当社は、専用契約者（臨時契約に係るものを除きます。）から、その専用契約に係

る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、次表に定める期間の継

続利用（以下この欄において「長期継続利用」といいます。）の申出があった場合に

は、その期間における基本額については、イの(ｱ)の額（この表の(ｱ)の適用による場

合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）から同表に規

定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の２種類があり、

あらかじめいずれか１つを選択していただきます。 

種 類   継続して利用する期間 基本額の減額（月額）   

 ａ ３年利用 ３年間  イの(ｱ)の額に 0.07を乗じて得た額 

 ｂ ６年利用 ６年間  イの(ｱ)の額に 0.11を乗じて得た額 

② 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日

（特定事業者の契約約款の規定による契約の申込と同時に長期継続利用の申出があっ

た場合は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日）から適用しま

す。 

③ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間（以下この欄において「長期継

続利用期間」といいます。）には、特定他社接続回線の一時中断（特定事業者の契約

約款に規定する一時中断をいいます。）及び利用停止（特定事業者の契約約款に規定

する利用停止をいいます。）があった期間を含むものとします。 

④ 当社は、長期継続利用に係る特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に

規定する利用休止又は契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 
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 ⑤ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続

しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利

用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 

⑥ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の

種類の長期継続利用期間が変更前の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行う

ことができます。 

⑦ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続

利用の基本額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この

場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続

利用の適用を開始した日から起算して算出します。 

⑧ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃

止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の基本額に 0.35 を乗じて得た額を

当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 

(ｳ) 高額利用に係

る基本額の割引

の適用 

① 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 

ａ １の特定他社接続回線（臨時契約に係るものを除きます。以下この欄において同

じとします。）の料金額（この表の(ｲ)までの適用による場合は、適用した後の料金

額とします。以下この欄において同じとします。）が 100 万円を超えるとき（ｂに

該当する場合を除きます。） 

ｂ １の高額利用指定回線群（専用契約者が特定事業者の高速ディジタル伝送サービ

スに係る特定他社接続回線のほか、特定事業者の一般専用サービスに係る特定他社

接続回線を指定するときは、その特定他社接続回線を含む２以上の特定他社接続回

線（その専用契約者に係る特定他社接続回線に限ります。）により構成されるもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）の合計料金額（高額利用指定回

線群を構成する特定他社接続回線の料金額の合計額をいいます。以下の欄において

同じとします。）が 100 万円を超える場合であって、その専用契約者から申出があ

ったとき。（１の高額利用指定回線群に特定事業者の高速ディジタル伝送サービス

に係る特定他社接続回線のみを指定する場合又は特定事業者の一般専用サービス及

び高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線をそれぞれ指定する場合に

限ります。） 

割引額 

 

ａで規定する１の特定他社接続回線の料金額又はｂで規定する１の高額

利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 
 
 
 

区        分  割引率   
 
 

100万円を超え 500 万円までの部分 ３％  

500万円を超え 3,000 万円までの部分 ５％  

3,000 万円を超える部分 ７％  

 

② 高額利用割引のその他の取扱いについては、料金表第１表第４類第１（特定事業者

の一般専用サービスに係るもの）１の(1)のコの表の(ｲ)から(ｷ)の規定に準ずるものと

します。 

イ 料金額 

     (ｱ) 基本額 

    a 高速品目 

     ① ６４Kｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 

料  金  額 

サービスクラスが通常クラス

のもの 

サービスクラスがエコノミークラスのもの 

保守の区別がタイプ１ 

のもの 

保守の区別がタイプ２ 

のもの 

回 

線 

距 

離 

 15  ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３５，０００円(税抜) １９，０００円(税抜) ２２，０００円(税抜) 

 30 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６７，０００円(税抜) ２７，０００円(税抜) ３０，０００円(税抜) 

 40 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６８，０００円(税抜) ２８，５００円(税抜) ３１，５００円(税抜) 

 50 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７０，０００円(税抜) ３０，０００円(税抜) ３３，０００円(税抜) 

 60 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７１，０００円(税抜) ３１，５００円(税抜) ３４，５００円(税抜) 

 70 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７３，０００円(税抜) ３３，０００円(税抜) ３６，０００円(税抜) 

 80 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７４，０００円(税抜) ３５，０００円(税抜) ３８，０００円(税抜) 

 90 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７６，０００円(税抜) ３７，０００円(税抜) ４０，０００円(税抜) 
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 100 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７７，０００円(税抜) ３８，０００円(税抜) ４１，０００円(税抜) 

 120 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７９，０００円(税抜) ４１，０００円(税抜) ４４，０００円(税抜) 

 140 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８２，０００円(税抜) ４４，０００円(税抜) ４７，０００円(税抜) 

 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８５，０００円(税抜) ４７，０００円(税抜) ５０，０００円(税抜) 

 180 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８８，０００円(税抜) ５１，０００円(税抜) ５４，０００円(税抜) 

 200 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９１，０００円(税抜) ５４，０００円(税抜) ５７，０００円(税抜) 

 220 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９４，０００円(税抜) ５７，０００円(税抜) ６０，０００円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９６，０００円(税抜) ６１，０００円(税抜) ６４，０００円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 

 もの 

  

96,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを

超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごとに

1,700 円(税抜)を加えた額 

61,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 3,200 円(税抜)

を加えた額 

64,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 3,300 円(税抜)

を加えた額 

②  １２８Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 

料  金  額 

サービスクラスが通常クラス 

のもの 

サービスクラスがエコノミークラスのもの 

保守の区別がタイプ１の

もの 

保守の区別がタイプ２の

もの 

回 

線 

距 

離 

 15  ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５０，０００円(税抜) ３０，０００円(税抜) ３３，０００円(税抜) 

 30 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７８，０００円(税抜) ４４，０００円(税抜) ４７，０００円(税抜) 

 40 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８２，０００円(税抜) ５０，０００円(税抜) ５３，０００円(税抜) 

 50 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８４，０００円(税抜) ５３，０００円(税抜) ５６，０００円(税抜) 

 60 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８７，０００円(税抜) ５６，０００円(税抜) ５９，０００円(税抜) 

 70 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９０，０００円(税抜) ６０，０００円(税抜) ６３，０００円(税抜) 

 80 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９３，０００円(税抜) ６３，０００円(税抜) ６６，０００円(税抜) 

 90 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９６，０００円(税抜) ６６，０００円(税抜) ６９，０００円(税抜) 

 100 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９９，０００円(税抜) ６９，０００円(税抜) ７３，０００円(税抜) 

 120 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １０３，０００円(税抜) ７４，０００円(税抜) ７８，０００円(税抜) 

 140 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １０９，０００円(税抜) ８０，０００円(税抜) ８４，０００円(税抜) 

 

 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １１４，０００円(税抜) ８６，０００円(税抜) ９１，０００円(税抜) 

 180 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １２０，０００円(税抜) ９３，０００円(税抜) ９７，０００円(税抜) 

 200 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １２６，０００円(税抜) ９９，０００円(税抜)  １０４，０００円(税抜) 

 220 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １３１，０００円(税抜)  １０５，０００円(税抜)  １１１，０００円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの  １３７，０００円(税抜)  １１２，０００円(税抜)  １１７，０００円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 

 もの 

  

137,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

を超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごとに

3,300 円(税抜)を加えた額 

112,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 6,300 円(税

抜)を加えた額 

117,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 6,600 円(税

抜)を加えた額 

③  １９２Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １３０，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １７８，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １８４，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １８８，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １９２，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １９６，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２０１，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２０５，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２０９，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２１６，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２２４，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３３，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２４１，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２４９，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２５８，０００円(税抜) 
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 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２６６，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

266,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 4,900 円(税抜)を加えた額 

④  ２５６Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １４７，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １９０，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １９７，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２０２，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２０８，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２１３，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２１９，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２２５，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３０，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３９，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２５０，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２６１，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２７２，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２８４，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２９５，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３０６，０００円(税抜) 

  ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

306,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 6,500 円(税抜)を加えた額 

⑤  ３８４Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額 

回 

線 
距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １７３，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２１２，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２２２，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３０，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３９，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２４７，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２５５，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２６４，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２７２，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２８４，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３０１，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３１８，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３３４，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３５１，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３６７，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３８４，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

384,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 9,600 円(税抜)を加えた額 

⑥  ５１２Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回
線
距
離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １９４，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３３，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２４７，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２５８，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２６９，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２８０，０００円(税抜) 
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 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２９１，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３０２，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３１３，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３２９，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３５１，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３７３，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３９５，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４１６，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４３８，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４６０，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

460,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 13,000 円(税抜)を加えた額 

⑦  ７６８Ｋｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２２９，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２７５，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２９５，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３１１，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３２７，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３４３，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３５９，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３７５，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３９１，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４１５，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４４６，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４７８，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５１０，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５４２，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５７４，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６０６，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

606,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 18,000 円(税抜)を加えた額 

⑧ １Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

回 

線 

距 

離 
 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２３５，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３３４，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３６３，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ３８６，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４０９，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４３２，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４５５，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ４７８，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５０１，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５３６，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５８２，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６２８，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６７４，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７２０，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７６６，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８１３，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

813,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 27,000 円(税抜)を加えた額 
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⑨  １．５Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 

料  金  額 

サービスクラスが通常クラス

のもの 

 

サービスクラスがエコノミークラスのもの 

保守の区別がタイプ１の

もの 

保守の区別がタイプ２の

もの 

回 

線 

距 

離 

 15  ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 240,000 円(税抜) 151,000 円(税抜) 161,000 円(税抜) 

 30 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 398,000 円(税抜) 225,000 円(税抜) 235,000 円(税抜) 

 40 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 435,000 円(税抜) 282,000 円(税抜) 295,000 円(税抜) 

 50 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 465,000 円(税抜) 305,000 円(税抜) 319,000 円(税抜) 

 60 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 494,000 円(税抜) 327,000 円(税抜) 343,000 円(税抜) 

 70 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 524,000 円(税抜) 350,000 円(税抜) 367,000 円(税抜) 

 80 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 554,000 円(税抜) 373,000 円(税抜) 391,000 円(税抜) 

 90 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 583,000 円(税抜) 395,000 円(税抜) 415,000 円(税抜) 

 100 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 613,000 円(税抜) 418,000 円(税抜) 439,000 円(税抜) 

 120 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 658,000 円(税抜) 452,000 円(税抜) 474,000 円(税抜) 

 140 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 717,000 円(税抜) 498,000 円(税抜) 522,000 円(税抜) 

 160 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 776,000 円(税抜) 543,000 円(税抜) 570,000 円(税抜) 

 180 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 835,000 円(税抜) 588,000 円(税抜) 618,000 円(税抜) 

 200 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 895,000 円(税抜) 634,000 円(税抜) 665,000 円(税抜) 

 220 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 954,000 円(税抜) 679,000 円(税抜) 713,000 円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,010,000 円(税抜) 725,000 円(税抜) 761,000 円(税抜) 

 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超え 

 るもの 

 

 

1,010,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰ

ﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙまでごと

に 34,000 円(税抜)を加えた額 

 

725,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 45,000 円(税抜)

を加えた額 

761,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 48,000 円(税

抜)を加えた額 

⑩ ３Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額 

回 
線 

距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ５５５，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６８５，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ７５０，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８０２，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８５４，０００円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９０６，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９５７，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，０１０，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，０６０，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，１４０，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，２４０，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，３５０，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，４５０，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，５５０，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，６６０，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，７６０，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの  

 

1,760,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 60,000 円(税抜)を加えた額 

⑪  ４．５Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料  金  額 

回
線
距
離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ６７４，０００円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ８４３，０００円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９２９，０００円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ９９９，０００円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，０７０，０００円(税抜) 
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 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，１４０，０００円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，２１０，０００円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，２８０，０００円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，３４０，０００円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，４５０，０００円(税抜) 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，５９０，０００円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，７２０，０００円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの １，８６０，０００円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２，０００，０００円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２，１４０，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの ２，２８０，０００円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

2,280,000 円(税抜)に 240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 80,000 円(税抜)を加えた額 

⑫ ６Ｍｂ／ｓのもの 

基本回線専用料                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   

料  金  額 

 サービスクラスが通常ク 

 ラスのもの 

サービスクラスがエコノミークラスのもの 

保守の区別がタイプ１ 

のもの 

保守の区別がタイプ２ 

のもの 

回 

線 

距 

離 

 １５ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 824,000 円(税抜) 295,000 円(税抜) 310,000 円(税抜) 

 ３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,030,000 円(税抜) 496,000 円(税抜) 521,000 円(税抜) 

 ４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,130,000 円(税抜) 598,000 円(税抜) 628,000 円(税抜) 

 ５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,210,000 円(税抜) 658,000 円(税抜) 691,000 円(税抜) 

 ６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,290,000 円(税抜) 718,000 円(税抜) 753,000 円(税抜) 

 ７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,380,000 円(税抜) 777,000 円(税抜) 816,000 円(税抜) 

 ８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,460,000 円(税抜) 837,000 円(税抜) 878,000 円(税抜) 

 ９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,540,000 円(税抜) 897,000 円(税抜) 941,000 円(税抜) 

 １００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,630,000 円(税抜) 956,000 円(税抜) 1,003,000 円(税抜) 

 １２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,750,000 円(税抜) 956,000 円(税抜)に 100

ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰ

ﾄﾙまでごとに 118,000

円(税抜)を加えた額 

1,003,000 円 (税抜 )に

100 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷ

ﾛ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ま で ご と に

124,000 円(税抜)を加え

た額 

 １４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 1,920,000 円(税抜) 

 １６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 2,080,000 円(税抜) 

 １８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 2,250,000 円(税抜) 

 ２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 2,420,000 円(税抜) 

 ２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 2,580,000 円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 2,750,000 円(税抜) 

 ２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

 

 

2,750,000 円 (税抜 ) に

240 ｷﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙまでごとに 96,000

円(税抜)を加えた額 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、ＡＴＭ専用サービ

スに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 
（経過措置）  

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 12 月１日から実施します。 
 （高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスのプラン２に係

る超高速品目のうち 100Mb/s の品目（距離区分が０キロメートルまでのものを除きます。）の料金その他の取

扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料（臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。）については、次に定める額としま

す。 

  ア 相互接続点相互間のもの 
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   (ｱ) １００Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ５８５，０００円(税抜) 

５０     〃 ９６５，０００円(税抜) 

２００    〃 ２，１０５，０００円(税抜) 

４５０    〃 ２，８６５，０００円(税抜) 

６００    〃 ３，１５０，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ４，２９０，０００円(税抜) 

イ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの 

(ｱ) １００Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ６２５，０００円(税抜) 

５０     〃 １，００５，０００円(税抜) 

２００    〃 ２，１４５，０００円(税抜) 

４５０    〃 ２，９０５，０００円(税抜) 

６００    〃 ３，１９０，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ４，３３０，０００円(税抜) 

ウ 契約者回線の一端相互間のもの 

(ｱ) １００Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ６６５，０００円(税抜) 

５０     〃 １，０４５，０００円(税抜) 

２００    〃 ２，１８５，０００円(税抜) 

４５０    〃 ２，９４５，０００円(税抜) 

６００    〃 ３，２３０，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ４，３７０，０００円(税抜) 

（経過措置）  

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年４月 10 日から実施します。 
（特定端末回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定端末回線のうち、提供区域が徳島県阿波

市であるものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 
（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 29 年９月１日から実施します。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年４月１日から実施します。 
（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月１日から実施します。 
 （高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスのプラン２に係

る超高速品目のうち 10Mb/s 及び 100Mb/s の品目（相互接続点に係るものに限ります。）の料金その他の取扱い
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については、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。 

  ア 相互接続点相互間のもの 

   (ｱ) １０Ｍｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 
回 
線 
距 
離 

０キロメートルまでのもの 
 
 
 

１０，０００円(税抜) 
 
 

   (ｲ) １００Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 
回 
線 
距 
離 

０キロメートルまでのもの 
 
 
 

２０，０００円(税抜) 
 
 

イ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの 

   (ｱ) １０Ｍｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの 

 

 

 

５０，０００円(税抜) 

 

 

 

   (ｲ) １００Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの 

 

 

 

６０，０００円(税抜) 

 

 

 

(2) 加算額については、次に定める額とします。                        月額 

料金種別 単 位 区   分 料金額 

回線終端装置専
用料 

別に定める特定他社
接続回線を利用する
もの 

１台ごとに 10Mb/s 又は 100Mb/s

用の場合 

４，０００円 

(税抜) 

備考 

 別に定める特定他社接続回線は特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係るものとします。 

 （特定他社接続回線に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、特定事業者のＩＰ

ルーティング網接続専用サービスに係るもの（10Mb/s 及び 100Mb/s の品目であってタイプ１のものに限りま

す。）の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。 

  ① １０Ｍｂ／ｓのもの                     特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

７３，０００円(税抜) 

 
  ② １００Ｍｂ／ｓのもの                    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

１１８，０００円(税抜) 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年８月 31日から実施します。 
 （一般専用サービスに係る専用回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、一般専用サービスに係るも

のの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 
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(1) 臨時専用契約以外の契約に関する一般専用サービスに係る専用回線の専用料 

ア 適用 

    専用サービスに係る料金の適用については、第 51条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のとおり

とします 

区 分 内     容 

(ｱ) 品目に係る

料金 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 

 区分 品 目 内      容  

  

帯
域
品
目 

3.4KHz 

 

通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域を伝

送することが可能なもの 

 

  3.4KHz(S)  

 

通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域を伝

送することが可能なものであって、伝送特性に関する補正をし

たもの 

 

  音声伝送 

 

通常の音声伝送（通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまで

の周波数帯域を伝送するものとします。）のみに利用すること

が可能なもの 

 

  備考 

１ 音声伝送に係る専用サービスは、品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用すること

ができるものとします。 

２ 3.4KHz の専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社は、その符号伝送速度に関

して保証するものではありませんが、特に 4,800 ビット／秒を超える符号伝送に利用

する場合（いずれの場合も、標準的な変復調装置を用いた場合とします。）は、十分

な品質が得られないことがありますので、あらかじめ了承のうえ利用していただきま

す。 

３  3.4KHz(S)の専用サービスは、標準的な変復調装置を用いた場合、おおむね 

9,600 ビット／秒以下の符号伝送が可能なものとします。 

４ 次の用途で利用する専用サービスは、その専用回線が１の収容区域内に終始する

場合に限り提供します。 

 直流・交流方式により符号伝送を行うもの（3.4KHz の専用サービスとして提供し

ます。） 

５ 端末回線を有する専用回線は、3.4KHz の品目のものに限り提供します。 

 

 
 

(ｲ) 専用契約者

の区分 

① 「新聞・放送・通信社」とは、１の専用回線について、別記 14 に定める新聞社、放送

事業者又は通信社が利用する場合であって、新聞社にあっては日刊新聞紙の発行の事業、

放送事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放送事業者に別記 14 に定め

るニュースを供給する事業のためのみに利用する場合をいいます。 

② 「警察・消防」とは、１の専用回線について、警察機関又は消防機関がその事業のため

のみに利用する場合をいいます。 

③ 「一般」とは、①又は②に該当しない場合をいいます。 

(ｳ) 回線距離の 回線距離は、次のとおり測定します。 

測定  回線距離の測定方法  

  その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点の起算点相互間の回線距離

により測定します。 

 

  備考 

１ 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいま

す。 

２ 回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離の算出方法は、次の

とおりとします。 

(1) 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺２キロメートルの正方形に区

分し、その区分した区画（以下「方形区画」といいます。）にそれぞれ縦軸の番号

及び横軸の番号を付します。 
(2) 回線距離は、双方の回線距離測定の起算点の方形区画の番号（以下「方形区画番
号」といいます。）に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結
果に１キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

  

２ ２ 
縦軸の方形

区画番号の

数差 

横軸の方形

区画番号の

数差 
×２ ×２ ＋ ＝ 回線距離 
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 ３ 当社は、専用サービス取扱所において、回線距離測定の起算点及びその方形区画番

号を閲覧に供します。 

４ その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分の回

線距離が最短なものの基本回線専用料を適用します。 

 

 
(ｴ) 回線距離測

定の起算点の変

更があった場合

の料金の適用 

収容区域の設定変更、専用取扱局の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に係る相互

接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定

の起算点の変更があったときは、料金を再算定します。 

 

(ｵ) 専用回線の

終端が加入区域

外にある場合の

料金の適用 

① 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、区域外線路について適用します。 

② その専用回線が異経路（(ｶ)の「異経路の線路」の部分に限ります。）によるものである

ときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 

(ｶ) 異経路によ

る専用回線の料

金の適用 

① その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を超える地点から引込

柱までの線路（以下「異経路の線路」といいます。）について、異経路の線路に係る加算

額を適用します。 

② 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過したときは、

再算定します。 

(ｷ) 専用回線の

終端の引込線部

分の料金の適用 

専用回線の終端の引込線部分が４線式の場合（接続専用回線に係る相互接続点の部分を除き

ます。）に４線式に係る加算額を適用します。 

(ｸ) 配線設備に

係る料金の適用 

当社が配線設備を提供した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 

① 専用回線の終端からジャック又はローゼット（ジャック又はローゼットが設置されてい

ない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。）までの配線 

② １のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 

(ｹ) 端末設備に

係る料金の適用 

当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る加算額を適用します。 

(ｺ) 高額利用に

係る料金の適用 

高額利用に係る専用回線（臨時専用契約に基づいて設置される専用回線並びに(ｲ)で規定する

「新聞・放送・通信社」及び「警察・消防」に係る専用契約に基づく専用回線を除きます。

以下この欄において同じとします。）の料金額（この表の(ｴ)までの適用による場合は、適用

した後の料金額（加算額を除きます。）とします。以下この欄において同じとします。）の

割引（以下「高額利用割引」といい、この附則２及び附則３において同じとします。）は次

のとおり適用します。 

  ① 当社は、１の高額利用指定回線群（専用契約者が指定する２以上の専用回線（その専用

契約者に係る専用回線に限ります。）により構成されるものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）の合計料金額（高額利用指定回線群を構成する専用回線の料金額の 

 合計額をいいます。以下この欄において同じとします。）が 100 万円を超えるときであっ

て、その専用契約者から申出があった場合（１の高額利用指定回線群に一般専用サービス

に係る専用回線のみを指定する場合に限ります。）には、次表に規定する額の高額利用割

引を行います。 

  割引額 
 
  
 
 
 
 

①で規定する１の高額利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引

率を乗じて得た額 

 

  区       分 割引率   

 100 万円を超え 500 万円までの部分 ３％  

500 万円を超え 3,000 万円までの部分 ５％  

3,000 万円を超える部分 ７％  
   
 ② 割引額の計算は、料金月単位で行います。 

③ 高額利用指定回線群の合計料金額に対する高額利用割引は、専用契約者からの申出を当

社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 

④ 当社は、専用契約者から、その高額利用指定回線群に新たに専用回線を追加する申出が

あったときは、その申出を当社が承諾した日からのその専用回線の料金額について、高額

利用指定回線群を構成している専用回線をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出

があったときは、その申出があった日の前日までのその専用回線の料金額について、その

高額利用指定回線群の合計料金額に含めるものとします。 

⑤ 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成する専用回線１回線

当たりの料金額を確定する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出しま

す。 
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                       高額利用割引適用後の高額利用指定回線 

 専用回線１回線   高額利用割引適用   群の合計料金額 

 当たりの料金額 ＝ 前のその専用回線 ×  

           の料金額       高額利用割引適用前の高額利用指定回線 

                      群の合計料金額 
 ⑥ ⑤の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の合計料金額からその高

額利用指定回線群を構成する全ての専用回線について⑤の算式により算出した専用回線１

回線当たりの料金額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を専

用契約者が指定する１の専用回線（その高額利用指定回線群を構成するものに限りま

す。）の料金額に加算するものとします。 

イ 料金額 

(ｱ) 基本回線専用料 

① 相互接続点（ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。）相互間のもの 

a ３．４ＫＨｚのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの 29,000 円(税抜) 26,000 円(税抜) 

４０     〃 44,000 円(税抜) 37,000 円(税抜) 

５０     〃 48,000 円(税抜) 38,000 円(税抜) 

６０     〃 52,000 円(税抜) 42,000 円(税抜) 

７０     〃 71,000 円(税抜) 57,000 円(税抜) 

８０     〃 89,000 円(税抜) 69,000 円(税抜) 

９０     〃 90,000 円(税抜) 70,000 円(税抜) 

１００    〃 92,000 円(税抜) 70,000 円(税抜) 

１２０    〃 93,000 円(税抜) 70,000 円(税抜) 

１４０    〃 102,000 円(税抜) 82,000 円(税抜) 

１６０    〃 107,000 円(税抜) 88,000 円(税抜) 

１６０キロメートルを超えるもの 107,000 円(税抜)に、１６０キ

ロメートルを超える２０キロメ

ートルまでごとに、1,600 円(税

抜)を加算した額 

88,000 円(税抜)に、１６０キロ

メートルを超える２０キロメー

トルまでごとに、1,500 円(税抜)

を加算した額 

b ３．４ＫＨｚ（Ｓ）のもの                   専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの 36,000 円(税抜) 32,000 円(税抜) 

４０     〃 54,000 円(税抜) 46,000 円(税抜) 

５０     〃 59,000 円(税抜) 47,000 円(税抜) 

６０     〃 64,000 円(税抜) 51,000 円(税抜) 

７０     〃 87,000 円(税抜) 70,000 円(税抜) 

８０     〃 110,000 円(税抜) 88,000 円(税抜) 

９０     〃 113,000 円(税抜) 89,000 円(税抜) 

１００    〃 116,000 円(税抜) 89,000 円(税抜) 

１２０    〃 119,000 円(税抜) 89,000 円(税抜) 

１４０    〃 126,000 円(税抜) 106,000 円(税抜) 

１６０    〃 131,000 円(税抜) 115,000 円(税抜) 

１６０キロメートルを超えるもの 131,000 円(税抜)に、１６０キ

ロメートルを超える 

２０キロメートルまでごとに、

2,000 円(税抜)を加算した額 

１１５，０００円(税抜)に、１

６０キロメートルを超える 

２０キロメートルまでごとに、

1,800 円(税抜)を加算した額 

c 音声伝送のもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

一   般 新聞・放送・通信社、警察・消防 

回 

３０キロメートルまでのもの 24,000 円(税抜) 20,000 円(税抜) 

４０     〃 37,000 円(税抜) 31,000 円(税抜) 
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線
距
離 

５０     〃 40,000 円(税抜) 32,000 円(税抜) 

６０     〃 43,000 円(税抜) 34,000 円(税抜) 

７０     〃 58,000 円(税抜) 46,000 円(税抜) 

８０     〃 72,000 円(税抜) 57,000 円(税抜) 

９０     〃 74,000 円(税抜) 58,000 円(税抜) 

１００    〃 75,000 円(税抜) 58,000 円(税抜) 

１２０    〃 77,000 円(税抜) 58,000 円(税抜) 

１４０    〃 85,000 円(税抜) 68,000 円(税抜) 

１６０    〃 89,000 円(税抜) 74,000 円(税抜) 

１６０キロメートルを超えるもの 89,000 円(税抜)に、１６０キロ

メートルを超える 

２０キロメートルまでごとに、

1,300 円(税抜)を加算した額 

74,000 円(税抜)に、１６０キロ

メートルを超える 

２０キロメートルまでごとに、

1,200 円(税抜)を加算した額 

② ①以外のもの 

a ３．４ＫＨｚのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 料   金   額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ８，０００円(税抜) 

３０     〃 ４５，０００円(税抜) 

４０     〃 ６０，０００円(税抜) 

５０     〃 ６４，０００円(税抜) 

６０     〃 ６８，０００円(税抜) 

７０     〃 ８７，０００円(税抜) 

８０     〃 １０５，０００円(税抜) 

９０     〃 １０６，０００円(税抜) 

１００    〃 １０８，０００円(税抜) 

１２０    〃 １０９，０００円(税抜) 

１４０    〃 １１８，０００円(税抜) 

１６０    〃 １２３，０００円(税抜) 

１６０キロメートルを超えるもの １２３，０００円(税抜)に、１６０キロメートルを超える 

２０キロメートルまでごとに、１，６００円(税抜)を加算し

た額 

(ｲ) 加算額 

月額 

料金種別 単  位 区  分 料 金 額 

①  区域外線路専用料 

 

専用回線の各終端につき

区域外線路 100メートル

までごとに 

２線式の場合 ２４０円(税抜) 

４線式の場合 ３４０円(税抜) 

②  異経路の線路専用料 ― ― 当社が別に算定する額 

③  ４線式引込線専用料 引込線１回線ごとに  ３，０００円(税抜) 

④  配線設備専

用料 

 

専用回線の終端と宅内機器

との間又はその宅内機器相

互間に設置する線条（ジャ

ック及びローゼットを含み

ます。） 

１配線ごとに ２線式の場合 

 

３０円(税抜) 

４線式の場合 ５０円(税抜) 

 （高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、高速ディジタル伝送サービ

ス（高速品目に係るものに限ります。）に係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除い

てなお従前のとおりとします。 

(1) 臨時専用契約以外の契約に関する高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線の専用料 

ア 適用 

    専用サービスに係る料金の適用については、第 51条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のとおり

とします 
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区 分 内     容 

(ｱ) 品目に係る

料金の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 
 区 分 品 目 内      容  

  高速品目 64Kb/s 64 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  128Kb/s 128 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  192Kb/s 192 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  256Kb/s 256 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  384Kb/s 384 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  512Kb/s 512 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  768Kb/s 768 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  1Mb/s 1.152 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  1.5Mb/s 1.536 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  3Mb/s 3.072 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  4.5Mb/s 4.608 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  6Mb/s 6.144 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

 
 

(ｲ) 細目に係る

料金の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信又は保守の態様による細目を定

めます。 

 

ア 保守の態様による細目 

 区  別 内      容  

通常クラス エコノミークラス及びシンプルクラス以外のもの  

 エコノミークラス 故障の監視を回線単位で行わないものであって、シンプルクラス

以外のもの 

 

 シンプルクラス 故障の監視を回線単位で行わないものであって、中継区間が二重

化されていないもの 

 

 備考 

１ 保守の態様による細目の区別は、64Kb/s、128Kb/s 又は 1.5Mb/s の品目に係る専用

回線にあります。 

２ エコノミークラス及びシンプルクラスのものについては、第 51 条（専用料の支払義

務）第２項第２号の表の１欄中「１時間」とあるのは、「12 時間」と読み替えて適用

するものとします。 

 

  
(ｳ) 専用回線に

関する料金の適

用 

専用回線の料金額については、イ（料金額）の(ｱ)の②又は③の額から引込線１回線ごとに次

の額を減額した額を適用します。 
 品      目 料金額の減額（月額）  

64Kb/s 又は 128Kb/s ９０円  

その他の品目 １，８００円  
 

(ｴ) 多重アクセ

スを利用してい

る場合の料金 

① 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。 
 伝送速度 内      容  

1.5Mb/s 1.536 メガビット／秒までの多重化が可能なもの  

6Mb/s 6.144 メガビット／秒までの多重化が可能なもの  

備考 

当社は、エコノミークラス又はシンプルクラスのもの以外の専用回線について、１の

多重アクセスを利用する専用回線の品目の伝送速度の合計が 192Kb/s 以上となる場合に

限り、多重アクセスを提供します。 

 

 ② 多重アクセスを利用している場合の専用回線（端末回線を有するものに限ります。）の

料金額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、１の専用回線（それらの専

用回線の品目が異なる場合であって、128Kb/s 以下のものと 192Kb/s 以上のものとが混在

するときは、192Kb/s 以上のものとします。以下この表において同じとします。）を除く

他の専用回線について、次の額を減額して適用します。 
 品      目 料金額の減額（月額）  

64Kb/s 又は 128Kb/s １，９１０円  

その他の品目 １４，２００円  
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③ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路の加算額は、同一の多重アク

セスを利用する専用回線について、１の専用回線を除く他の専用回線については、支払い

を要しません。 

④ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置に係る専用料は、その専用回線の多重

アクセスの伝送速度に対応した回線接続装置の専用料を適用します。 

(ｵ) 長期継続利

用に係る料金の

適用 

① 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線（臨時専用契約に基づいて設置

される専用回線を除きます。以下この欄及び(ｶ)において同じとします。）について、次

表に定める期間の継続利用（以下「長期継続利用」といい、この附則３において同じとし

ます。）の申出があった場合には、その期間における料金額（この表の(ｴ)までの適用に

よる場合は、適用した後の料金額（加算額を除きます。）とします。以下この欄において

同じとします。）については、同表に規定する額を減額して適用します。  

   この場合、長期継続利用には同表の２種類があり、あらかじめいずれか１つを選択して

いただきます。 

  種  類 継続して利用する期間 料金額の減額（月額）  

  a ３年継続 36 か月 ２（料金額）の額に 0.07 を乗じて得た額  

  b ６年継続 72 か月 ２（料金額）の額に 0.11 を乗じて得た額  

 ② 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日（専用

契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始し

た日）から適用します。 

③ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間（以下「長期継続利用期間」といい

ます。）には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとしま

す。 
 ④ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合に

は、長期継続利用を廃止します。 

⑤ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しよ

うとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種

類を選択して、当社に申し出ていただきます。 
 ⑥ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類

の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うこ

とができます。 
 ⑦ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用

の料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変

更後の種類の長期継続利用の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開

始した日から起算して算出します。 
 ⑧ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止が

あった場合には、残余の期間に対応する廃止前の料金額に 0.35 を乗じて得た額を当社が

定める期日までに一括して支払っていただきます。  

(ｶ) 高額利用に

係る料金の適用 

① 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 

a １の専用回線の料金額（この表の(ｵ)までの適用による場合は、適用した後の料金額

（加算額を除きます。）とします。以下この欄において同じとします。）が 100 万円

を超えるとき（b に該当する場合を除きます。）。 

b １の高額利用指定回線群（専用契約者が高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線

のほか、一般専用サービスに係る専用回線を指定するときは、その専用回線を含む２

以上の専用回線（その専用契約者に係る専用回線に限ります。）により構成されるも

のをいいます。以下この欄において同じとします。）の合計料金額（高額利用指定回

線群を構成する専用回線の料金額の合計額をいいます。以下この欄において同じとし

ます。）が 100 万円を超える場合であって、その専用契約者から申出があったとき

（１の高額利用指定回線群に高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線のみを指定

する場合又は一般専用サービス及び高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線をそ

れぞれ指定する場合に限ります。）。 
  割引額 

 
 
 
 
 
 
 

a で規定する１の専用回線の料金額又は b で規定する１の高額利用指定回線

群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 

 

  区        分 割引率   

 100万円を超え 500 万円までの部分 ３％  

 500万円を超え 3,000 万円までの部分 ５％  

3,000 万円を超える部分 ７％  
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イ  高額利用割引のその他の取扱いについては、附則２(1)のアの表の(ｺ)の②から⑥の規定

に準ずるものとします。 

イ 料金額 

(ｱ) 基本回線専用料 

① 相互接続点相互間のもの 

a ６４Ｋｂ／ｓのもの 

a－１ a－２以外のもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ７２，０００円(税抜) 

４０     〃 ７５，０００円(税抜) 

５０     〃 ７７，０００円(税抜) 

６０     〃 ７８，０００円(税抜) 

７０     〃 ７９，０００円(税抜) 

８０     〃 ８０，０００円(税抜) 

９０     〃 ８１，０００円(税抜) 

１００    〃 ８２，０００円(税抜) 

１２０    〃 ８４，０００円(税抜) 

１４０    〃 ８６，５００円(税抜) 

１６０    〃 ８９，０００円(税抜) 

４６０    〃 89,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、1,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

111,500 円(税抜)に、460キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、600円(税抜)を加算した額 

a－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの ４１，０００円(税抜) ４１，０００円(税抜) 

５０     〃 ４３，０００円(税抜) ４２，０００円(税抜) 

６０     〃 ４４，０００円(税抜) ４３，０００円(税抜) 

７０     〃 ４５，０００円(税抜) ４３，０００円(税抜) 

８０     〃 ４６，０００円(税抜) ４３，５００円(税抜) 

９０     〃 ４７，０００円(税抜) ４４，０００円(税抜) 

１００    〃 ４８，０００円(税抜) ４４，０００円(税抜) 

１２０    〃 ４９，５００円(税抜) ４５，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５１，０００円(税抜) ４６，０００円(税抜) 

１６０    〃 ５２，０００円(税抜) ４７，０００円(税抜) 

６００    〃 52,000 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、1,350 円(税抜)を加算した額 

47,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、900円(税抜)を加算した額 

６００キロメートルを超える

もの 

 

81,700 円(税抜)に、600 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、600 円(税抜)を加算した額 

66,800 円(税抜)に、600 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、600円(税抜)を加算した額 

b １２８Ｋｂ／ｓのもの 

b－１ ｂ－２以外のもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １０２，０００円(税抜) 

４０     〃 １１２，０００円(税抜) 

５０     〃 １１７，０００円(税抜) 

６０     〃 １２１，０００円(税抜) 

７０     〃 １２５，０００円(税抜) 

８０     〃 １２８，０００円(税抜) 

９０     〃 １３１，０００円(税抜) 

１００    〃 １３３，０００円(税抜) 

１２０    〃 １３７，０００円(税抜) 
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 １４０    〃 １４１，０００円(税抜) 

１６０    〃 １４５，０００円(税抜) 

４６０    〃 145,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、2,430 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

181,450 円(税抜)に、460キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、1,080 円(税抜)を加算した額 

ｂ－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの ６８，０００円(税抜) ６８，０００円(税抜) 

５０     〃 ７３，０００円(税抜) ６８，５００円(税抜) 

６０     〃 ７４，５００円(税抜) ６９，５００円(税抜) 

７０     〃 ７６，０００円(税抜) ７０，０００円(税抜) 

８０     〃 ７７，０００円(税抜) ７１，０００円(税抜) 

９０     〃 ７８，５００円(税抜) ７２，０００円(税抜) 

１００    〃 ８０，０００円(税抜) ７２，５００円(税抜) 

１２０    〃 ８３，０００円(税抜) ７４，０００円(税抜) 

１４０    〃 ８６，０００円(税抜) ７５，５００円(税抜) 

１６０    〃 ８８，５００円(税抜) ７７，０００円(税抜) 

６００    〃 88,500 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでご

とに、2,560 円(税抜)を加算した額 

77,000 円(税抜)に、160 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、1,800 円(税抜)を加算した額 

６００キロメートルを超える

もの 

 

144,820 円(税抜)に、600 キロメート

ルを超える 20 キロメートルまでご

とに、1,080 円(税抜)を加算した額 

116,600 円(税抜)に、600 キロメートル

を超える 20 キロメートルまでごと

に、1,080 円(税抜)を加算した額 

c １９２Ｋｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １４６，０００円(税抜) 

４０     〃 １８６，０００円(税抜) 

５０     〃 ２０１，０００円(税抜) 

６０     〃 ２２６，０００円(税抜) 

７０     〃 ２３６，０００円(税抜) 

８０     〃 ２４６，０００円(税抜) 

９０     〃 ２５１，０００円(税抜) 

１００    〃 ２５８，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２６４，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２７５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２７９，０００円(税抜) 

４６０    〃 279,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、3,240 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
327,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、1,620 円(税抜)を加算した額 

d ２５６Ｋｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １８０，０００円(税抜) 

４０     〃 ２２１，０００円(税抜) 

５０     〃 ２３６，０００円(税抜) 

６０     〃 ２６１，０００円(税抜) 

７０     〃 ２７１，０００円(税抜) 

８０     〃 ２８１，０００円(税抜) 

９０     〃 ２８６，０００円(税抜) 

１００    〃 ２９３，０００円(税抜) 
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１２０    〃 ２９９，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３１０，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３１６，０００円(税抜) 

４６０    〃 316,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、4,590 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

384,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、2,160 円(税抜)を加算した額 

e ３８４Ｋｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２２２，０００円(税抜) 

４０     〃 ２６４，０００円(税抜) 

５０     〃 ２７９，０００円(税抜) 

６０     〃 ３０４，０００円(税抜) 

７０     〃 ３１４，０００円(税抜) 

８０     〃 ３２４，０００円(税抜) 

９０     〃 ３３３，０００円(税抜) 

１００    〃 ３４１，０００円(税抜) 

１２０    〃 ３５２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３６４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３７０，０００円(税抜) 

４６０    〃 370,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、6,390 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 

465,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、3,150 円(税抜)を加算した額 

f ５１２Ｋｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ２７４，０００円(税抜) 

４０     〃 ３１７，０００円(税抜) 

５０     〃 ３３２，０００円(税抜) 

６０     〃 ３５９，０００円(税抜) 

７０     〃 ３７３，０００円(税抜) 

８０     〃 ３８７，０００円(税抜) 

９０     〃 ３９６，０００円(税抜) 

１００    〃 ４０７，０００円(税抜) 

１２０    〃 ４２２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ４３６，０００円(税抜) 

１６０    〃 ４４２，０００円(税抜) 

４６０    〃 442,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、8,550 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
570,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、4,140 円(税抜)を加算した額 

g ７６８Ｋｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ３５４，０００円(税抜) 

４０     〃 ３９８，０００円(税抜) 

５０     〃 ４１３，０００円(税抜) 

６０     〃 ４４４，０００円(税抜) 

７０     〃 ４６４，０００円(税抜) 

８０     〃 ４８２，０００円(税抜) 

９０     〃 ４９８，０００円(税抜) 

１００    〃 ５１２，０００円(税抜) 

１２０    〃 ５３３，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５５４，０００円(税抜) 
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１６０    〃 ５７５，０００円(税抜) 

４６０    〃 575,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、13,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
770,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、6,800 円(税抜)を加算した額 

h １Ｍｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ４３２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４７７，０００円(税抜) 

５０     〃 ４９２，０００円(税抜) 

６０     〃 ５２５，０００円(税抜) 

７０     〃 ５５４，０００円(税抜) 

８０     〃 ５７９，０００円(税抜) 

９０     〃 ６０３，０００円(税抜) 

１００    〃 ６２３，０００円(税抜) 

１２０    〃 ６５３，０００円(税抜) 

１４０    〃 ６８５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ７１４，０００円(税抜) 

４６０    〃 714,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、16,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
961,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、8,600 円(税抜)を加算した額 

i １．５Ｍｂ／ｓのもの 

i－１ i－２以外のもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ４４２，０００円(税抜) 

４０     〃 ５００，０００円(税抜) 

５０     〃 ５２６，０００円(税抜) 

６０     〃 ５７０，０００円(税抜) 

７０     〃 ６０８，０００円(税抜) 

８０     〃 ６４０，０００円(税抜) 

９０     〃 ６６３，０００円(税抜) 

１００    〃 ６７９，０００円(税抜) 

１２０    〃 ７０７，０００円(税抜) 

１４０    〃 ７３５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ７６４，０００円(税抜) 

４６０    〃 764,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと

に、26,200 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
1,157,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご
とに、22,000 円(税抜)を加算した額 

i－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

４０キロメートルまでのもの ３３６，０００円(税抜) ３３６，０００円(税抜) 

５０     〃 ３６２，０００円(税抜) ３６２，０００円(税抜) 

６０     〃 ４０６，０００円(税抜) ４０６，０００円(税抜) 

７０     〃 ４４４，０００円(税抜) ４１６，５００円(税抜) 

８０     〃 ４７１，０００円(税抜) ４２４，０００円(税抜) 

９０     〃 ４８６，０００円(税抜) ４３２，０００円(税抜) 

１００    〃 ５０５，０００円(税抜) ４４０，０００円(税抜) 

１２０    〃 ５３１，５００円(税抜) ４５５，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５６１，０００円(税抜) ４７１，０００円(税抜) 

１６０    〃 ５８６，０００円(税抜) ４８６，５００円(税抜) 
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６００    〃 586,000 円(税抜)に、160キロメー

トルを超える 20 キロメートルまで

ごとに、25,500 円(税抜)を加算した

額 

486,500 円(税抜)に、160 キロメート

ルを超える 20キロメートルまでごと

に、18,500 円(税抜)を加算した額 

 

６００キロメートルを超える

もの 

 

1,147,000 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートルま

でごとに、22,000 円(税抜)を加算し

た額 

j ３Ｍｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの ８８６，０００円(税抜) 

４０     〃 １，０２４，０００円(税抜) 

５０     〃 １，０７９，０００円(税抜) 

６０     〃 １，１５５，０００円(税抜) 

７０     〃 １，２２２，０００円(税抜) 

８０     〃 １，２７９，０００円(税抜) 

９０     〃 １，３２６，０００円(税抜) 

１００    〃 １，３７４，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，４４０，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，５１６，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，５８３，０００円(税抜) 

４６０    〃 1,583,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20キロメートルまでごと

に、46,800 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるも

の 
2,285,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、22,000 円(税抜)を加算した額 

k ４．５Ｍｂ／ｓのもの                      専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １，１６４，０００円(税抜) 

４０     〃 １，３２６，０００円(税抜) 

５０     〃 １，３８８，０００円(税抜) 

６０     〃 １，４９４，０００円(税抜) 

７０     〃 １，５８０，０００円(税抜) 

８０     〃 １，６５７，０００円(税抜) 

９０     〃 １，７２４，０００円(税抜) 

１００    〃 １，７９２，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，８７８，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，９８４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２，０７０，０００円(税抜) 

４６０    〃 2,070,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20キロメートルまでごと

に、61,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
2,985,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、29,000 円(税抜)を加算した額 

l ６Ｍｂ／ｓのもの                        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

３０キロメートルまでのもの １，４１６，０００円(税抜) 

４０     〃 １，６０６，０００円(税抜) 

５０     〃 １，６８６，０００円(税抜) 

６０     〃 １，８０１，０００円(税抜) 

７０     〃 １，９１６，０００円(税抜) 

８０     〃 ２，００３，０００円(税抜) 

９０     〃 ２，０８９，０００円(税抜) 

１００    〃 ２，１６６，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２，２７２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２，３８７，０００円(税抜) 
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１６０    〃 ２，５０２，０００円(税抜) 

４６０    〃 

 

2,502,000 円(税抜)に、160キロメートルを超える 20キロメートルまでごと

に、73,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超える

もの 
3,597,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと
に、35,000 円(税抜)を加算した額 

② 相互接続点と端末回線の一端との間のもの 

ａ ６４Ｋｂ／ｓから６Ｍｂ／までのもの 

①aから lに規定する料金額と同額 

③ 端末回線の一端相互間のもの 

ａ ６４Ｋｂ／ｓのもの 

a－１ a－２以外のもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ３５，０００円(税抜) 

３０     〃 ７２，０００円(税抜) 

４０     〃 ７５，０００円(税抜) 

５０     〃 ７７，０００円(税抜) 

６０     〃 ７８，０００円(税抜) 

７０     〃 ７９，０００円(税抜) 

８０     〃 ８０，０００円(税抜) 

９０     〃 ８１，０００円(税抜) 

１００    〃 ８２，０００円(税抜) 

１２０    〃 ８４，０００円(税抜) 

１４０    〃 ８６，５００円(税抜) 

１６０    〃 ８９，０００円(税抜) 

４６０    〃 89,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20キロメートルま

でごとに、1,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

111,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、600円(税抜)を加算した額 

a－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの 18,000 円(税抜) 18,000 円(税抜) 

４０     〃 41,000 円(税抜) 41,000 円(税抜) 

５０     〃 43,000 円(税抜) 42,000 円(税抜) 

６０     〃 44,000 円(税抜) 43,000 円(税抜) 

７０     〃 45,000 円(税抜) 43,000 円(税抜) 

８０     〃 46,000 円(税抜) 43,500 円(税抜) 

９０     〃 47,000 円(税抜) 44,000 円(税抜) 

１００    〃 48,000 円(税抜) 44,000 円(税抜) 

１２０    〃 49,500 円(税抜) 45,000 円(税抜) 

１４０    〃 51,000 円(税抜) 46,000 円(税抜) 

１６０    〃 52,000 円(税抜) 47,000 円(税抜) 

６００    〃 52,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,350 円(税抜)を加

算した額 

47,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、900 円(税抜)を加算

した額 

６００キロメートルを超えるもの 

 

81,700 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、600 円(税抜)を加算

した額 

66,800 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、600 円(税抜)を加算

した額 
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b １２８Ｋｂ／ｓのもの 

b－１ b－２以外のもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ５０，０００円(税抜) 

３０     〃 １０２，０００円(税抜) 

４０     〃 １１２，０００円(税抜) 

５０     〃 １１７，０００円(税抜) 

６０     〃 １２１，０００円(税抜) 

７０     〃 １２５，０００円(税抜) 

８０     〃 １２８，０００円(税抜) 

９０     〃 １３１，０００円(税抜) 

１００    〃 １３３，０００円(税抜) 

１２０    〃 １３７，０００円(税抜) 

１４０    〃 １４１，０００円(税抜) 

１６０    〃 １４５，０００円(税抜) 

４６０    〃 145,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、2,430 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

181,450 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を加算した額 

b－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの 28,000 円(税抜) 28,000 円(税抜) 

４０     〃 68,000 円(税抜) 68,000 円(税抜) 

５０     〃 73,000 円(税抜) 68,500 円(税抜) 

６０     〃 74,500 円(税抜) 69,500 円(税抜) 

７０     〃 76,000 円(税抜) 70,000 円(税抜) 

８０     〃 77,000 円(税抜) 71,000 円(税抜) 

９０     〃 78,500 円(税抜) 72,000 円(税抜) 

１００    〃 80,000 円(税抜) 72,500 円(税抜) 

１２０    〃 83,000 円(税抜) 74,000 円(税抜) 

１４０    〃 86,000 円(税抜) 75,500 円(税抜) 

１６０    〃 88,500 円(税抜) 77,000 円(税抜) 

６００    〃 88,500 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、2,560 円(税抜)を加

算した額 

77,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,800 円(税抜)を加

算した額 

６００キロメートルを超えるもの 

 

144,820 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を加

算した額 

116,600 円(税抜)に、600 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,080 円(税抜)を加

算した額 

c １９２Ｋｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ７２，０００円(税抜) 

３０     〃 １４６，０００円(税抜) 

４０     〃 １８６，０００円(税抜) 

５０     〃 ２０１，０００円(税抜) 

６０     〃 ２２６，０００円(税抜) 

７０     〃 ２３６，０００円(税抜) 

８０     〃 ２４６，０００円(税抜) 

９０     〃 ２５１，０００円(税抜) 

１００    〃 ２５８，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２６４，０００円(税抜) 
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１４０    〃 ２７５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２７９，０００円(税抜) 

４６０    〃 279,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、3,240 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

327,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、1,620 円(税抜)を加算した額 

d ２５６Ｋｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ８９，０００円(税抜) 

３０     〃 １８０，０００円(税抜) 

４０     〃 ２２１，０００円(税抜) 

５０     〃 ２３６，０００円(税抜) 

６０     〃 ２６１，０００円(税抜) 

７０     〃 ２７１，０００円(税抜) 

８０     〃 ２８１，０００円(税抜) 

９０     〃 ２８６，０００円(税抜) 

１００    〃 ２９３，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２９９，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３１０，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３１６，０００円(税抜) 

４６０    〃 316,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、4,590 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

384,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、2,160 円(税抜)を加算した額 

e ３８４Ｋｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの １１０，０００円(税抜) 

３０     〃 ２２２，０００円(税抜) 

４０     〃 ２６４，０００円(税抜) 

５０     〃 ２７９，０００円(税抜) 

６０     〃 ３０４，０００円(税抜) 

７０     〃 ３１４，０００円(税抜) 

８０     〃 ３２４，０００円(税抜) 

９０     〃 ３３３，０００円(税抜) 

１００    〃 ３４１，０００円(税抜) 

１２０    〃 ３５２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ３６４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ３７０，０００円(税抜) 

４６０    〃 370,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、6,390 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

465,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、3,150 円(税抜)を加算した額 

f ５１２Ｋｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの １３６，０００円(税抜) 

３０     〃 ２７４，０００円(税抜) 

４０     〃 ３１７，０００円(税抜) 

５０     〃 ３３２，０００円(税抜) 

６０     〃 ３５９，０００円(税抜) 

７０     〃 ３７３，０００円(税抜) 

８０     〃 ３８７，０００円(税抜) 

９０     〃 ３９６，０００円(税抜) 

１００    〃 ４０７，０００円(税抜) 
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１２０    〃 ４２２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ４３６，０００円(税抜) 

１６０    〃 ４４２，０００円(税抜) 

４６０    〃 442,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、8,550 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

570,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、4,140 円(税抜)を加算した額 

g ７６８Ｋｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの １７６，０００円(税抜) 

３０     〃 ３５４，０００円(税抜) 

４０     〃 ３９８，０００円(税抜) 

５０     〃 ４１３，０００円(税抜) 

６０     〃 ４４４，０００円(税抜) 

７０     〃 ４６４，０００円(税抜) 

８０     〃 ４８２，０００円(税抜) 

９０     〃 ４９８，０００円(税抜) 

１００    〃 ５１２，０００円(税抜) 

１２０    〃 ５３３，０００円(税抜) 

１４０    〃 ５５４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ５７５，０００円(税抜) 

４６０    〃 575,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、13,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

770,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、6,800 円(税抜)を加算した額 

h １Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ２１５，０００円(税抜) 

３０     〃 ４３２，０００円(税抜) 

４０     〃 ４７７，０００円(税抜) 

５０     〃 ４９２，０００円(税抜) 

６０     〃 ５２５，０００円(税抜) 

７０     〃 ５５４，０００円(税抜) 

８０     〃 ５７９，０００円(税抜) 

９０     〃 ６０３，０００円(税抜) 

１００    〃 ６２３，０００円(税抜) 

１２０    〃 ６５３，０００円(税抜) 

１４０    〃 ６８５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ７１４，０００円(税抜) 

４６０    〃 714,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、16,500 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

961,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、8,600 円(税抜)を加算した額 

i １．５Ｍｂ／ｓのもの 

i－１ i－２以外のもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ２２０，０００円(税抜) 

３０     〃 ４４２，０００円(税抜) 

４０     〃 ５００，０００円(税抜) 

５０     〃 ５２６，０００円(税抜) 

６０     〃 ５７０，０００円(税抜) 

７０     〃 ６０８，０００円(税抜) 

８０     〃 ６４０，０００円(税抜) 
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９０     〃 ６６３，０００円(税抜) 

１００    〃 ６７９，０００円(税抜) 

１２０    〃 ７０７，０００円(税抜) 

１４０    〃 ７３５，０００円(税抜) 

１６０    〃 ７６４，０００円(税抜) 

４６０    〃 764,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル

までごとに、26,200 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

1,157,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 

i－２ エコノミークラス及びシンプルクラスのもの        専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 
料金額 

エコノミークラスのもの シンプルクラスのもの 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの 138,000 円(税抜) 138,000 円(税抜) 

４０     〃 336,000 円(税抜) 336,000 円(税抜) 

５０     〃 362,000 円(税抜) 362,000 円(税抜) 

６０     〃 406,000 円(税抜) 406,000 円(税抜) 

７０     〃 444,000 円(税抜) 416,500 円(税抜) 

８０     〃 471,000 円(税抜) 424,000 円(税抜) 

９０     〃 486,000 円(税抜) 432,000 円(税抜) 

１００    〃 505,000 円(税抜) 440,000 円(税抜) 

１２０    〃 531,500 円(税抜) 455,000 円(税抜) 

１４０    〃 561,000 円(税抜) 471,000 円(税抜) 

１６０    〃 586,000 円(税抜) 486,500 円(税抜) 

６００    〃 586,000 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、25,500 円(税抜)を

加算した額 

486,500 円(税抜)に、160 キロメ

ートルを超える 20 キロメートル

までごとに、18,500 円(税抜)を

加算した額 

 ６００キロメートルを超えるもの 

 

1,147,000 円(税抜)に、600 キロ

メートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、22,000 円(税抜)

を加算した額 

j ３Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ４４２，０００円(税抜) 

３０     〃 ８８６，０００円(税抜) 

４０     〃 １，０２４，０００円(税抜) 

５０     〃 １，０７９，０００円(税抜) 

６０     〃 １，１５５，０００円(税抜) 

７０     〃 １，２２２，０００円(税抜) 

８０     〃 １，２７９，０００円(税抜) 

９０     〃 １，３２６，０００円(税抜) 

１００    〃 １，３７４，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，４４０，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，５１６，０００円(税抜) 

１６０    〃 １，５８３，０００円(税抜) 

４６０    〃 1,583,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、46,800 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

2,285,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 

k ４．５Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回 

１５キロメートルまでのもの ５８１，０００円(税抜) 

３０     〃 １，１６４，０００円(税抜) 
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線
距
離 

４０     〃 １，３２６，０００円(税抜) 

５０     〃 １，３８８，０００円(税抜) 

６０     〃 １，４９４，０００円(税抜) 

７０     〃 １，５８０，０００円(税抜) 

８０     〃 １，６５７，０００円(税抜) 

９０     〃 １，７２４，０００円(税抜) 

１００    〃 １，７９２，０００円(税抜) 

１２０    〃 １，８７８，０００円(税抜) 

１４０    〃 １，９８４，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２，０７０，０００円(税抜) 

４６０    〃 2,070,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、61,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

2,985,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、29,000 円(税抜)を加算した額 

l ６Ｍｂ／ｓのもの                       専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

１５キロメートルまでのもの ７０７，０００円(税抜) 

３０     〃 １，４１６，０００円(税抜) 

４０     〃 １，６０６，０００円(税抜) 

５０     〃 １，６８６，０００円(税抜) 

６０     〃 １，８０１，０００円(税抜) 

７０     〃 １，９１６，０００円(税抜) 

８０     〃 ２，００３，０００円(税抜) 

９０     〃 ２，０８９，０００円(税抜) 

１００    〃 ２，１６６，０００円(税抜) 

１２０    〃 ２，２７２，０００円(税抜) 

１４０    〃 ２，３８７，０００円(税抜) 

１６０    〃 ２，５０２，０００円(税抜) 

４６０    〃 2,502,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、73,000 円(税抜)を加算した額 

４６０キロメートルを超えるもの 

 

3,597,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート

ルまでごとに、35,000 円(税抜)を加算した額 

(ｲ) 加算額 

月額 

料金種別 単 位 区   分 料金額 

① 区域外線路専用料 

 

専用回線の

一端につき

区域外線路 

100 メート

ルまでごと

に 

64Kb/s 又は 128Kb/s の場合 ２４０円 

(税抜) 

上記以外の品目の場合 ７３０円 

(税抜) 

② 配線設備専用料 １配線ごとに 64Kb/s 又は 128Kb/s の場合 ９０円 

(税抜) 

上記以外の品目の場合 １，８００円 

(税抜) 

③ 回線

接続装

置専用

料 

a 回線接続装置Ⅰ型の

場合 

１台ごとに 64Kb/s 又は 128Kb/s 用の 

もの 

１，７００円 

(税抜) 

192Kb/s、256Kb/s、 

384Kb/s 、 512Kb/s 、

768Kb/s、１Mb/s 

又は 1.5Mb/s 用のもの 

１９，０００円 

(税抜) 

 b 回線接続装置Ⅱ型の

場合 

１台ごとに 64Kb/s 又は 128Kb/s 用の 

もの 

４，０００円 

(税抜) 
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 192Kb/s、256Kb/s、 

384Kb/s、512Kb/s、 

768Kb/s、１Mb/s、 

1.5Mb/s、３Mb/s、4.5Mb/s 

又は６Mb/s 用のもの 

２０，０００円 

(税抜) 

（一般専用サービスに係る特定他社接続回線に関する経過措置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、一般専用サービス

に係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 臨時契約（特定事業者の契約約款に規定する臨時専用契約をいいます。以下この附則４において同じとし

ます。）以外の契約に関する一般専用サービスに係る特定他社接続回線 

ア 適用 

    一般専用サービスに係る特定他社接続回線の適用については、第 59条（特定他社接続回線の料金等の支

払義務）の規定並びに電話サービス等契約約款の「特定他社接続回線の料金等」の規定によるほか、次の
とおりとします。 

区 分 内     容 

(ｱ) 特定他社接

続回線の品目に

係る料金の適用 

特定事業者の一般専用サービスに係る特定他社接続回線には、次の品目があります。 

 品 名  内  容   

  

 帯 

  

 域 

  

 品 
 
 目 

  

 自 

 由 

 利 

 用 

3.4KHz 

 

通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域

を伝送することが可能なもの 

 

  3.4KHz(S)  

 

通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域

を伝送することが可能なものであって、伝送特性に関する

補正をしたもの 

 

   目 

 的 

 利 

 用 

音声伝送 

 

通常の音声伝送（0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまで

の周波数帯域を伝送するものとします。）のみに利用する

ことが可能なもの 

 

 

  備考 

 目的利用の品目に係る特定事業者の一般専用サービスは、特定事業者の契約約款の

規定により各品名及び内容欄に掲げる用途のみに利用することができます。 

 

  
(ｲ) 特定他社接

続回線に係る契

約者の区分  

 

  

 

① 「警察・消防」とは、１の特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に規定する

警察機関又は消防機関がその事業のためのみに利用する場合をいいます。 

② 「新聞・放送・通信社」とは、１の特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に

規定する新聞社、放送事業者又は通信社が利用する場合であって、新聞社にあっては日刊

新聞紙の発行の事業、放送事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放送

事業者にニュース（特定事業者の契約約款に規定するニュースをいいます。）を供給する

事業のためのみに利用する場合をいいます。 

③ 「一般」とは、①又は②に該当しない場合をいいます。 

(ｳ) 特定他社接 特定他社接続回線の回線距離は、次のとおり測定します。 

 続回線の回線距  区   分  回線距離の測定方法    

 離の測定  ① その特定他社接続回

線の回線距離測定局が

同一の単位料金区域

（特定事業者の電話 

サービスに関する契約

約款及び料金表に規定

する単位料金区域をい

います。以下この附則

４において同じとしま

す。）内にある場合 

ａ その特定他社接続回

線を分岐（特定事業者

の契約約款に規定する

分岐をいいます。以下

この附則４において同

じとします。）してい

ない場合 

 

その特定他社接続回線の双方の終

端の回線距離測定局相互間の直線

距離により測定します。 

 

 

   ｂ その特定他社接続回

線の終端（特定事業者

の契約約款に規定する

終端をいい、相互接続

点におけるものを含み

ます。以下この附則４

において同じとしま

す。）の回線距離測定 
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   局においてのみその特

定他社接続回線を分岐

している場合 

  

   ｃ その特定他社接続回

線を分岐している場合

でｂ以外の場合 

 

その分岐か所の回線距離測定局

（その特定他社接続回線の双方の

終端の回線距離測定局を除きま

す。）経由のその特定他社接続回

線の双方の終端の回線距離測定局

相互間の直線距離の合計により測

定します。 

 

  ② その特定他社接続回

線の回線距離測定局が

それぞれ異なる単位料 

ａ その特定他社接続回

線を分岐していない場

合 

その特定他社接続回線の双方の終

端の回線距離測定局が所属する単

位料金区域内の通話地域間距離測 

 

  金区域内にある場合 ｂ その特定他社接続回

線の双方の終端の回線

距離測定局が所属する

単位料金区域内の特定

事業者の専用サービス

取扱所（特定事業者の

契約約款に規定する専

用サービス取扱所をい

います。以下この附則

４において同じとしま

す。）においてのみそ

の特定他社接続回線を

分岐している場合 

 

定のための起算点となる方形区

画の番号に基づいて、次の算式に

より測定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＝回線距離 
   ｃ その特定他社接続回

線を分岐している場合

でｂ以外の場合 

 

その分岐か所の回線距離測定局

（その特定他社接続回線の双方の

終端の回線距離測定局が所属する

単位料金区域内のものを除きま

す。）が所属する単位料金区域内

の通話地域間距離測定のための起

算点となる方形区画経由のその特

定他社接続回線の双方の終端の回

線距離測定局が所属する単位料金

区域内の通話地域間距離測定のた

めの起算点となる方形区画の番号

に基づいて、上欄の算式と同様の

算式により算出して得た回線距離

（それぞれの回線距離について算

出して得た結果に 1Km 未満の端数

が生じたときは、その端数を切り

上げます。）の合計により測定し

ます。 

 

  備考 

 １ 「回線距離測定局」とは、この附則４において回線距離測定のための起算点となる

特定事業者の専用サービス取扱所をいいます。 

 ２ 回線距離測定局は、特定事業者が次のとおり定めます。 

 

   区 分   回線距離測定局    

   ① 特定他社接続回線の終端又

は分岐か所が電話加入区域

（特定事業者の電話サービ

スに関する契約約款及び料

金表に規定する電話加入区

域をいいます。以下この附

則４において同じとしま

す。）内にある場合 

ａ その電話加入区域に収容区域（特定事業者の電

話サービスに関する契約約款及び料金表に規定す

る収容区域をいいます。以下この附則４において

同じとします。）が定められていない場合 

その電話加入区域内の特定事業者の専用サービ

ス取扱所（２以上あるときは、特定事業者が指定

するもの） 

  

縦軸の方形    ２ 

区画番号の×２ 

数差 

 

横軸の方形    ２ 

区画番号の×２ 

数差 

 

＋ 
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    ｂ その電話加入区域に収容区域が定められている

場合 

その特定他社接続回線の終端又は分岐か所のあ

る収容区域内の特定事業者の専用サービス取扱所

（２以上あるときは、特定事業者が指定するも

の） 

  

   ② 特定他社接続回線の終端又

は分岐か所が電話加入区域

外にある場合 

特定事業者が指定する特定事業者の専用サービス取

扱所 

  

   ３ その特定他社接続回線を分岐している場合において、その分岐か所が特定事業者の

専用サービス取扱所以外の場所であるときは、その分岐か所の回線距離測定局におい

てその特定他社接続回線を分岐しているものとみなします。 

 ４ 分岐回線（特定事業者の契約約款に規定するものであって特定他社接続回線に係る

分岐回線をいいます。以下この附則４において同じとします。）の回線距離測定に当

たっては、この表中「特定他社接続回線」とあるのを「分岐回線」と読み替え、分岐

か所にもその分岐回線の終端があるものとみなし、分岐か所の回線距離測定局をその

終端の回線距離測定局とみなします。 

 

  
(ｴ) 特定他社接

続回線の双方の

終端の回線距離

測定局が同一と

なる場合の料金

の適用 

音声伝送及び 3.4KHz の特定他社接続回線について、特定他社接続回線（分岐回線以外の部分

に限ります。）の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分が「0Km の

もの」の基本回線専用料を適用します。 

 

(ｵ) 同一の建物

内に終始する特

定他社接続回線

の料金の適用 

 

同一の建物内に終始する特定他社接続回線の基本額は、この表の(ｳ)の規定にかかわらず、次

のとおりとします。 

 ① 3.4KHz 及び音声伝送に係るもの 

基本回線専用料又は分岐回線専用料                    月額  

 料金種別   単 位   料 金 額   

分岐回線以外の

部分  

 

特定他社接続回線１

回線ごとに 

 

その特定他社接続回線の品目に応じ、回線距

離が「0Km のもの」の基本回線専用料の２分

の１ 

 

分岐回線 

  

 

分岐回線１回線ごと

に 

 

その特定他社接続回線の品目に応じ、回線距

離が「0Km のもの」の基本回線専用料の４分

の１ 

 

 ② その他の品目に係るもの 

基本回線専用料又は分岐回線専用料                    月額  
 料金種別   単 位   料 金 額   

分岐回線以外の

部分 

 

特定他社接続回線１

回線ごとに 

 

その特定他社接続回線の品目に応じ、回線距

離が「10Km までのもの」の基本回線専用料の

２分の１ 

 

分岐回線 

 

 

分岐回線１回線ごと

に 

 

その特定他社接続回線の品目に応じ、回線距

離が「10Km までのもの」の基本回線専用料の

４分の１ 

 

 

(ｶ) 特定他社接

続回線の回線距

離測定局の変更

があった場合の

料金の適用 

電話加入区域若しくは収容区域の設定・変更、協定事業者の専用サービス取扱所の指定の変

更、回線距離測定局の位置の変更、特定他社接続回線に関する相互接続点の所在場所の変更

又は特定他社接続回線の移転工事により、その特定他社接続回線の終端又は分岐か所の回線

距離測定局の変更があったときは、基本額を再算定します。 

 

(ｷ) 復旧等に伴

い特定他社接続

回線の経路を変

更した場合の回

線専用料の適用 

特定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した

場合の回線専用料は、その特定他社接続回線を変更前の経路において修理又は復旧したもの

とみなして適用します。 

(ｸ) ４線式引込

線に係る特定他

社接続回線の料 

４線式（特定事業者の契約約款に規定する４線式をいいます。以下この附則４において同じ

とします。）引込線（特定事業者の契約約款に規定する引込線をいいます。以下この附則４

において同じとします。）に係る特定他社接続回線の加算額は、その特定他社接続回線に係 
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金（加算額）の

適用 

る相互接続点の部分については適用しません。 

 

(ｹ) 特定他社接

続回線に関する

料金の減額等 

 

帯域品目に係る特定他社接続回線の基本額については、イ（料金額）の(ｱ)の額から引込線１

回線ごとに 70 円（月額）を減額し、減額した特定他社接続回線の基本額については、引込線

（特定他社接続回線に係る相互接続点の部分に限ります。）１回線ごとに 60円（月額）を加

算して適用します。 

(ｺ) 高額利用に

係る基本額の割

引の適用 

 

高額利用に係る特定他社接続回線（臨時契約に係るものを除きます。以下この欄において同

じとします。）の料金額（この表の(ｹ)までの適用による場合は、適用した後の料金額（加算

額を除きます。）とします。以下この欄において同じとします。）の割引（以下この附則４

において「高額利用割引」といいます。）は次のとおり適用します。 

① 当社は、１の高額利用指定回線群（専用契約者が指定する２以上の特定他社接続回線（そ

の専用契約者に係る特定他社接続回線に限ります。）により構成されるものをいいます。

以下この欄において同じとします。）の合計料金額（高額利用指定回線群を構成する特定

他社接続回線の料金額の合計額をいいます。以下この欄において同じとします。）が 100

万円を超えるときであって、その専用契約者から申出があった場合（１の高額利用指定回

線群に特定事業者の一般専用サービスに係る特定他社接続回線のみを指定する場合に限り

ます。）には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 

  割引額 

 

(ｱ)で規定する１の高額利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引

率を乗じて得た額 

 

 区        分  割引率    

100万円を超え 500 万円までの部分 ３％  

500万円を超え 3,000 万円までの部分 ５％  

3,000 万円を超える部分 ７％  
  

② 割引額の計算は、料金月単位で行います。 

③ 高額利用指定回線群の合計料金額に対する高額利用割引は、専用契約者からの申出を当社

が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 

④ 当社は、専用契約者から、その高額利用指定回線群に新たに特定他社接続回線を追加する

申出があったときは、その申出を当社が承認した日からのその特定他社接続回線の料金額

について、高額利用指定回線群を構成している特定他社接続回線をその高額利用指定回線

群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその特定他社

接続回線の料金額について、その高額利用指定回線群の合計料金額に含めるものとしま

す。 

⑤ ③又は④に規定する場合の高額利用指定回線群の合計料金額の対象となるその特定他社接

続回線の料金額は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

⑥ 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成する特定他社接続回線

１回線当たりの料金額を確定する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出

します。 

                     高額利用割引適用後の高額利用指 

特定他社接続回   高額利用割引適用   定回線群の合計料金額 

線１回線当たり ＝ 前のその特定他社 × 

の料金額      接続回線の料金額   高額利用割引適用前の高額利用指 

                     定回線群の合計料金額 
 
⑦ ⑥の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の合計料金額からその高

額利用指定回線群を構成する全ての特定他社接続回線について⑥の算式により算出した特

定他社接続回線１回線あたりの料金額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社

は、その残額を専用契約者が指定する１の特定他社接続回線（その高額利用指定回線群を

構成するものに限ります。）の料金額に加算するものとします。 

イ 料金額 

(ｱ) 基本額 

① 分岐回線以外の部分 

ａ ３．４ＫＨｚのもの 

 基本回線専用料                           特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 ０ｷﾛﾒｰﾄﾙのもの 
８，４００円 

(税抜) 

８，４００円 

 (税抜) 

８，４００円 

 (税抜) 
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１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２，０００円  

(税抜) 

１２，０００円 

 (税抜) 

１２，０００円 

 (税抜) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２７，０００円 

 (税抜) 

２３，０００円 

(税抜) 

２５，０００円 

 (税抜) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
５５，０００円 

(税抜) 

４４，０００円 

(税抜) 

５０，０００円 

 (税抜) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
７５，０００円 

(税抜) 

５７，０００円 

(税抜) 

６６，０００円 

 (税抜) 

５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
８０，０００円 

(税抜) 

６１，０００円 

(税抜) 

７０，０００円 

 (税抜) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
８４，０００円  

(税抜) 

６４，０００円 

(税抜) 

７４，０００円 

 (税抜) 

７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０６，０００円 

(税抜) 

６７，０００円 

(税抜) 

８５，０００円 

(税抜) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２８，０００円 

(税抜) 

６９，０００円 

(税抜) 

９６，０００円 

(税抜) 

９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３１，０００円 

(税抜) 

７０，０００円 

(税抜) 

９９，０００円 

(税抜) 

１００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３４，０００円 

(税抜) 

７２，０００円 

(税抜) 

１０１，０００円 

 (税抜) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３６，０００円 

 (税抜) 

７３，０００円 

(税抜) 

１０２，０００円 

  (税抜) 

１４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１３９，０００円 

 (税抜) 

７４，０００円 

(税抜) 

１０５，０００円 

 (税抜) 

１６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１４２，０００円 

 (税抜) 

７５，０００円 

(税抜) 

１０７，０００円 

 (税抜) 

１８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１４５，０００円 

 (税抜) 

７６，０００円 

(税抜) 

１０９，０００円 

 (税抜) 

２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１４８，０００円 

 (税抜) 

７７，０００円 

(税抜) 

１１１，０００円 

 (税抜) 

２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１５１，０００円 

 (税抜) 

７８，０００円 

(税抜) 

１１４，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１５３，０００円 

 (税抜) 

７９，０００円 

(税抜) 

１１６，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

 

153,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 1,700 円(税

抜)を加えた額 

79,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 900 円(税抜)を

加えた額 

116,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 1,300 円(税

抜)を加えた額 

備考 

3.4KHz の特定他社接続回線を符号伝送に利用する場合、特定事業者の契約約款の規定により、特定事業者

は、その符号伝送速度に関して保証するものではありませんが、特に 4,800b/s（分岐のある特定他社接続回線

を利用する場合は、2,400b/s）を超える符号伝送に利用する場合（標準的な変復調装置を用いた場合としま

す。）は、十分な品質が得られないことがあります。 

ｂ ３．４ＫＨｚ（Ｓ）のもの 

 基本回線専用料                           特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 

線 

距 

離 

１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１５，０００円 

 (税抜) 

１５，０００円 

 (税抜) 

１５，０００円 

 (税抜) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
３４，０００円 

 (税抜) 

２９，０００円 

 (税抜) 

３１，０００円 

 (税抜) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
６８，０００円 

(税抜) 

５５，０００円 

 (税抜) 

６２，０００円 

 (税抜) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
９０，０００円 

(税抜) 

７０，０００円 

 (税抜) 

８０，０００円 

 (税抜) 
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５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
９６，０００円 

(税抜) 

７４，０００円 

 (税抜) 

８５，０００円 

 (税抜) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０２，０００円 

 (税抜) 

７７，０００円 

 (税抜) 

８９，０００円 

 (税抜) 

７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２９，０００円 

 (税抜) 

８２，０００円 

 (税抜) 

１１０，０００円 

 (税抜) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１５５，０００円 

 (税抜) 

８６，０００円 

 (税抜) 

１２０，０００円 

 (税抜) 

９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１５８，０００円 

 (税抜) 

８８，０００円 

 (税抜) 

１２１，０００円 

 (税抜) 

１００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１６１，０００円 

 (税抜) 

９０，０００円 

 (税抜) 

１２３，０００円 

 (税抜) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１６５，０００円 

 (税抜) 

９２，０００円 

 (税抜) 

１２５，０００円 

 (税抜) 

１４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１７０，０００円 

 (税抜) 

９３，０００円 

 (税抜) 

１２９，０００円 

 (税抜) 

１６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１７５，０００円 

 (税抜) 

９４，０００円 

 (税抜) 

１３２，０００円 

 (税抜) 

１８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１８０，０００円 

 (税抜) 

９５，０００円 

 (税抜) 

１３６，０００円 

 (税抜) 

２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１８４，０００円 

 (税抜) 

９６，０００円 

 (税抜) 

１３９，０００円 

 (税抜) 

２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１８８，０００円 

(税抜) 

９７，０００円 

 (税抜) 

１４３，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１９２，０００円 

 (税抜) 

９８，０００円 

 (税抜) 

１４６，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

 

192,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 2,100 円(税

抜)を加えた額 

98,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 1,100 円(税抜)

を加えた額 

146,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 1,600 円(税

抜)を加えた額 

備考 

特定事業者の契約約款の規定により、標準的な変復調装置を用いた場合、おおむね 9,600b/s 以下の符号伝送

が可能なものとします。 

ｃ 音声伝送のもの 

 基本回線専用料                              特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分 
料  金  額 

一 般   警察・消防   新聞・放送・通信社 

回 

線 

距 

離 
 ０ｷﾛﾒｰﾄﾙのもの 

７，０００円 

 (税抜) 

７，０００円 

 (税抜) 

７，０００円 

 (税抜) 

１０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０，０００円 

 (税抜) 

１０，０００円 

 (税抜) 

１０，０００円 

 (税抜) 

２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
２２，０００円 

 (税抜) 

１９，０００円 

 (税抜) 

２０，０００円 

 (税抜) 

３０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
４５，０００円 

 (税抜) 

３６，０００円 

 (税抜) 

４０，０００円 

 (税抜) 

４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
６２，０００円 

 (税抜) 

４７，０００円 

 (税抜) 

５４，０００円 

 (税抜) 

５０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
６６，０００円 

 (税抜) 

５０，０００円 

 (税抜) 

５８，０００円 

 (税抜) 

６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
７０，０００円 

 (税抜) 

５３，０００円 

 (税抜) 

６１，０００円 

 (税抜) 

７０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
８７，０００円 

 (税抜) 

５５，０００円 

 (税抜) 

７０，０００円 

 (税抜) 

８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０５，０００円 

 (税抜) 

５６，０００円 

 (税抜) 

７９，０００円 

 (税抜) 

９０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０７，０００円 

 (税抜) 

５７，０００円 

 (税抜) 

８１，０００円 

 (税抜) 
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１００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１０９，０００円 

 (税抜) 

５８，０００円 

 (税抜) 

８２，０００円 

 (税抜) 

１２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１１２，０００円 

 (税抜) 

６０，０００円 

 (税抜) 

８４，０００円 

 (税抜) 

１４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１１５，０００円 

 (税抜) 

６１，０００円 

 (税抜) 

８７，０００円 

 (税抜) 

１６０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１１８，０００円 

 (税抜) 

６２，０００円 

 (税抜) 

８９，０００円 

 (税抜) 

１８０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２１，０００円 

 (税抜) 

６３，０００円 

 (税抜) 

９１，０００円 

 (税抜) 

２００ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２４，０００円 

 (税抜) 

６４，０００円 

 (税抜) 

９３，０００円 

 (税抜) 

２２０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２６，０００円 

 (税抜) 

６５，０００円 

 (税抜) 

９５，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙまでのもの 
１２８，０００円 

 (税抜) 

６６，０００円 

 (税抜) 

９６，０００円 

 (税抜) 

２４０ｷﾛﾒｰﾄﾙを超えるもの 

 

 

128,000 円(税抜)に 240 ｷ

ﾛﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

までごとに 1,400 円(税

抜)を加えた額 

66,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 700 円(税抜)を

加えた額 

96,000 円(税抜)に 240 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙを超える 20 ｷﾛﾒｰﾄﾙま

でごとに 1,100 円(税抜)

を加えた額 

② 分岐回線の部分 

 分岐回線専用料又は分岐料                             分岐回線１回線ごとに月額 

料金種別   料 金 額   

ａ その分岐回線の終端の回線

距離測定局とその分岐か所の

回線距離測定局とが同一であ

る分岐回線の場合の分岐回線

専用料 

  

  

  

(a) 3.4KHz 及び音声伝送の特定他社接続回線については、その特定他社接続回

線の品目に応じ、①の回線距離が「0Km のもの」の基本回線専用料の２分の

１ 

(b) 3.4KHz(S)の特定他社接続回線については、その特定他社接続回線の品目

に応じ、(ｱ)の回線距離が「10Km までのもの」の基本回線専用料の２分の１ 

(c) その分岐か所が特定事業者の専用サービス取扱所以外の場所である場合に

おいて、分岐か所から引込線のみで分岐しているときは、(a)及び(b)の規定

にかかわらず、1,000 円(税抜)とします。 

ｂ その他の分岐回線の場合の

分岐回線専用料 

  

  

 

その特定他社接続回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線距離測定局と

分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応する①の基本回線専用料と

同額 

ただし、その特定他社接続回線の双方の終端の回線距離測定局がそれぞれ異

なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回線の終端の回線距離測定

局が所属する電話加入区域とその分岐か所の回線距離測定局が所属する電話加

入区域とが同一であるときは、その特定他社接続回線の品目に応じ、上欄に規

定する料金額と同額とします。 

ｃ 分岐回線について、分岐回

線専用料のほかに分岐料とし

て支払いを要する料金（特定

事業者の専用サービス取扱所

において分岐装置により分岐

する場合に限ります。） 

９，０００円(税抜) 

 

 

備考 

特定他社接続回線に係る契約者は、特定他社接続回線の品目ごとに、特定事業者が定める数の限度内で分岐

回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、特定事業者にその特定他社接続回線の分岐の請求をすることが

できます。 

ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 

(1) その特定他社接続回線が、１の電話加入区域内に終始するものであるとき（3.4KHz の特定他社接続回線

であって符号伝送以外の用途に利用するもの及び音声伝送の特定他社接続回線の場合を除きます。 

(2) 分岐回線をさらに分岐するとき 
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(ｱ) 加算額 

① 引込線の部分が４線式のとき 

 基本回線専用料又は分岐回線専用料                          引込線１回線ごとに月額 

料金種別  料 金 額  

４線式引込線 ２，５００円(税抜) 

（高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線に関する経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、高速ディジタル伝

送サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 臨時専用契約以外の契約に関する高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線 

ア 適用 

    高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線の適用については、第 59 条（特定他社接続回線の

料金等の支払義務）の規定によるほか次のとおりとします。 

区 分  内     容   

(ｱ) 特定他社接

続回線の品目に

係る料金の適用 

 

特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線には、次の品目がありま

す。 
 

品 名  内  容  
 

  

 高 

  

 速 

  

 品 
 

 目 

 

  64Kb/s   64 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   128Kb/s   128 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

    192Kb/s   192 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   256Kb/s   256 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

    384Kb/s   384 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   512Kb/s   512 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

    768Kb/s   768 キロビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   1Mb/s   1.152 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

    1.5Mb/s   1.536 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   3Mb/s   3.072 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

    4.5Mb/s   4.608 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   6Mb/s   6.144 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

  備考 

１ 特定事業者は、特定他社接続回線に係る専用契約の区分が特定事業者の契約約款に

規定するプラン１のものについて、以下の品目に限り提供します。 

(1) 64Kb/s から 1Mb/s、3Mb/s 又は 4.5Mb/s の品目 

(2) 1.5Mb/s の品目であって通常クラスのもの 

(3) 1.5Mb/s の品目であってエコノミークラスのもの（保守の区別がタイプ２の場

合に限ります。） 

(4) 6Mb/s の品目であって通常クラスのもの 

２ 特定事業者は、特定他社接続回線に係る専用契約の区分が特定事業者の契約約款に

規定するプラン２のものについて、1.5Mb/s 又は 6Mb/s の品目であってエコノミーク

ラスのものに限り提供します。  

 

 
(ｲ) 特定他社接

続回線の細目に 

特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線には、次の保守の態様に

よる細目があります。 

係る料金の適用 ① サービスクラスによる区別 
  区  別   内    容   

 通常クラス 下記以外のもの  

 エコノミークラス 故障の監視を回線単位で行わないもの  

 備考 

  サービスクラスによる区別は、64Kb/s、128Kb/s、1.5Mb/s 又は 6Mb/s の品目のものに

あります。 

 

  ② 保守の区別 

  区  別   内    容   

 タイプ１ 

 

特定事業者の専用サービス取扱所の営業時間（土曜日、日

曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）の規定により休日とされた日並びに１月２日及び

１月３日をいいます。）を除く毎日午前９時から午後５時 
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  までの時間をいいます。以下この附則５において同じとし

ます。）外に、その特定他社接続回線について修理又は復

旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の

直近の営業時間においてその修理又は復旧を行うもの 

 

 タイプ２ タイプ１以外のもの  

 備考 

  保守の区別は、エコノミークラスのものにあります。 

 

  
(ｳ) 特定他社接

続回線の回線距

離の測定 

特定他社接続回線の回線距離の測定については、特定事業者の一般専用サービスに係る特定

他社接続回線の場合に準ずるものとします。 

(ｴ) 特定他社接

続回線の基本額

の適用 

当社は、特定他社接続回線の基本額について、特定事業者との相互接続協定等により当社が

特定事業者に支払う額（以下この欄において「接続料」といいます。）に基づいて算定する

ものとし、接続料の改定があったときは、その料金を再算定します。これにより月額料金の

額が増加又は減少した場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった暦月

の初日から適用するものとします。 

(ｵ) 特定他社接

続回線の最低利

用期間に係る料

金の適用 

 

① 特定他社接続回線については、臨時契約に係るもの及び(ｱ)に規定する 64Kb/s 又は

128Kb/s の品目に係るものを除いて、最低利用期間があります。 

② 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用契

約の解除があった場合は残余の期間に対応する特定他社接続回線の料金（イ（料金額）

(ｱ)に規定する基本額とします。）に相当する額を、一括して支払っていただきます。 

③ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する品目の変更、保守の

態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の特定他社接続回線の

料金の額から変更後の特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるときは、その残

額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 

④  ③の場合に、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更又は保守の態様による細目の

変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特

定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他

社接続回線の料金を合算して行います。 

(ｶ) 特定他社接

続回線の回線距

離測定の起算点

に変更があった

場合その他の料

金の適用 

特定他社接続回線の回線距離測定の起算点の変更があった場合、復旧等に伴い特定他社接続

回線の経路を変更した場合の料金の適用については、特定事業者の一般専用サービスの場合

に準ずるものとします。 

イ 料金額 

(ｱ) 基本額 

特定他社接続回線１回線ごとに、品目、特定事業者並びに区域内及び区域外ごと（区域外については、回線

距離ごととします。）の基本回線専用料を別に定めます。 

 この場合において、特定他社接続回線の終端が、同一の単位料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料

金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年 10 月１日から実施します。 
（高速ディジタル伝送サービスの廃止） 

２ 平成 28 年６月１日実施の附則の第２項及び第４項に定める高速ディジタル伝送サービスは、廃止します。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年 11 月１日から実施します。 

 （高速ディジタル伝送サービスのプラン２に係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次の表の左欄のサービスは、この改正規定実
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施の日において、改正後のこの約款の規定により提供する右欄のサービスとみなします。 

高速ディジタル伝送サービスのプラン２ 高速ディジタル伝送サービス 

 （高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの超高速品目の

うちプラン１の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1)  高速ディジタル伝送サービスに関する専用料 

ア 適用 

    専用サービスに係る料金の適用については、第 51条（専用料の支払義務）の規定によるほか次のとおり

とします 

区 分 内     容 

(ｱ) 品目に係る

料金の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 
 区 分 品 目 内      容  

  超高速品目 50Mb/s 48.384 メガビット／秒又は 44.736 メガビット／秒の符号

伝送が可能なもの 

 

   150Mb/s 149.760 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   600Mb/s 599.040 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

   2.4Gb/s 2,396.160 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの  

 
 

(ｲ) 端末回線又

は契約者回線を

有する専用回線

に関する料金の

適用 

 

 

① 端末回線の一端相互間の専用回線に関する料金額について、その端末回線が二重化され

ている場合は、イ（料金額）の(ｱ)の①に規定する基本回線専用料の額に、次表に規定す

る額を加算した額とします。 

品      目 料金額（月額） 

50Mb/s ３０４，０００円(税抜) 

150Mb/s ４３４，０００円(税抜) 

600Mb/s ７８４，０００円(税抜) 

2.4Gb/s １，５６６，０００円(税抜) 
 

 ② プラン１に係るもののうち、契約者回線の一端相互間の専用回線に関する料金額につい

て、その契約者回線が二重化されている場合は、イ（料金額）の(ｱ)の②に規定する基本

回線専用料の額に、次表に規定する額を加算した額を適用します。 

 品      目 料金額（月額） 

50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s

又は 2.4Gb/s 

１２０，０００円(税抜) 

備考 

契約者回線の終端の場所が、その契約者回線を収容している伝送設備が設置されて

いるフロアと同一でない場合は、当社が別に算定する額を支払っていただきます。 
 

 ③ 契約者回線と端末回線の一端との間の専用回線に関する料金額について、その端末回線

又は契約者回線が二重化されている場合は、イ（料金額）の(ｱ)に規定する基本回線専用

料の額に、対応する回線及び品目ごとに①又は②の表に規定する額の２分の１の額を加算

した額を適用します。 

 ④ 契約者回線を有する専用回線については、その契約者回線が収容専用サービス取扱所に

終端する場合に限り提供します。 

イ 料金額 

(ｱ)  基本回線専用料 

① 端末回線の一端相互間のもの 

a ５０Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ９６２，０００円(税抜) 

５０     〃 １，１８４，０００円(税抜) 

２００    〃 １，８７２，０００円(税抜) 

４５０    〃 ２，１９９，０００円(税抜) 

６００    〃 ２，４６６，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ３，５５９，０００円(税抜) 

b １５０Ｍｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回線距離 

２０キロメートルまでのもの １，５７７，０００円(税抜) 

５０     〃 ２，０２１，０００円(税抜) 
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２００    〃 ３，３９８，０００円(税抜) 

４５０    〃 ４，０５１，０００円(税抜) 

６００    〃 ４，５８６，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ６，７７１，０００円(税抜) 

c ６００Ｍｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ３，０８３，０００円(税抜) 

５０     〃 ４，００３，０００円(税抜) 

２００    〃 ６，７１１，０００円(税抜) 

４５０    〃 ８，０１７，０００円(税抜) 

６００    〃 ９，０８６，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの １６，６８６，０００円(税抜) 

d ２．４Ｇｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ６，１６６，０００円(税抜) 

５０     〃 ８，００６，０００円(税抜) 

２００    〃 １３，４２２，０００円(税抜) 

４５０    〃 １６，０３４，０００円(税抜) 

６００    〃 １８，１７２，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ２５，８１２，０００円(税抜) 

② 契約者回線の一端相互間のもの 

a ５０Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ４３６，０００円(税抜) 

５０     〃 ６５８，０００円(税抜) 

２００    〃 １，３４６，０００円(税抜) 

４５０    〃 １，６７３，０００円(税抜) 

６００    〃 １，９４０，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ３，０３３，０００円(税抜) 

b １５０Ｍｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ７９１，０００円(税抜) 

５０     〃 １，２３５，０００円(税抜) 

２００    〃 ２，６１２，０００円(税抜) 

４５０    〃 ３，２６５，０００円(税抜) 

６００    〃 ３，８００，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ５，９８５，０００円(税抜) 

c ６００Ｍｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの １，５９７，０００円(税抜) 

５０     〃 ２，５１７，０００円(税抜) 

２００    〃 ５，２２５，０００円(税抜) 

４５０    〃 ６，５３１，０００円(税抜) 

６００    〃 ７，６００，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの １５，２００，０００円(税抜) 

d ２．４Ｇｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ３，１１４，０００円(税抜) 

５０     〃 ４，９５４，０００円(税抜) 

２００    〃 １０，３７０，０００円(税抜) 

４５０    〃 １２，９８２，０００円(税抜) 

６００    〃 １５，１２０，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ２２，７６０，０００円(税抜) 

③ 契約者回線と端末回線の一端との間のもの 

a ５０Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 
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距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ６９９，０００円(税抜) 

５０     〃 ９２１，０００円(税抜) 

２００    〃 １，６０９，０００円(税抜) 

４５０    〃 １，９３６，０００円(税抜) 

６００    〃 ２，２０３，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ３，２９６，０００円(税抜) 

b １５０Ｍｂ／ｓのもの                     専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの １，１８４，０００円(税抜) 

５０     〃 １，６２８，０００円(税抜) 

２００    〃 ３，００５，０００円(税抜) 

４５０    〃 ３，６５８，０００円(税抜) 

６００    〃 ４，１９３，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ６，３７８，０００円(税抜) 

c ６００Ｍｂ／ｓのもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ２，３４０，０００円(税抜) 

５０     〃 ３，２６０，０００円(税抜) 

２００    〃 ５，９６８，０００円(税抜) 

４５０    〃 ７，２７４，０００円(税抜) 

６００    〃 ８，３４３，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの １５，９４３，０００円(税抜) 

d ２．４Ｇｂ／ｓのもの                    専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

２０キロメートルまでのもの ４，６４０，０００円(税抜) 

５０     〃 ６，４８０，０００円(税抜) 

２００    〃 １１，８９６，０００円(税抜) 

４５０    〃 １４，５０８，０００円(税抜) 

６００    〃 １６，６４６，０００円(税抜) 

６００キロメートルを超えるもの ２４，２８６，０００円(税抜) 

(ｲ) 加算額 

月額 

料金種別 単 位 区   分 料金額 

① 区域外線路専用料 

 

専用回線の

一端につき

区域外線路 

100 メート

ルまでごと

に 

 50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s

又は 2.4Gb/s の場合 

 当社が別に算定する額 

 
 

②  回線

終端装

置専用

料 

a 端末回線のうち b以

外のもの 

１台ごとに 50Mb/s 又は 150Mb/s 用の 

もの 

５５，０００円 

(税抜) 

600Mb/s 用のもの １０３，０００円 

(税抜) 

2.4Gb/s 用のもの １５０，０００円 

(税抜) 

b 端末が二重化される

もの 

１台ごとに 50Mb/s、150Mb/s、 

600Mb/s 又は 

2.4Gb/s 用の場合 

Ⅰ型 
４０，０００円 

(税抜) 

Ⅱ型 
２００，０００円 

(税抜) 

備考 

１ b については、別に定める二重化の方式により、Ⅰ型とⅡ型があります。 

２ Ⅰ型については、50Mb/s の品目に係るもののうち別に定めるインタフェースに係るも

のは、提供を行ないません。 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年５月１日から実施します。 

 （ＩＰ接続専用サービスに関する経過措置） 

２ この改定規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているＩＰ接続専用サービスの次の表の左欄のサー

ビスに係る契約は、この改正規定実施の日において、ＩＰ接続専用サービスの次の表の右欄のサービスに係る契

約とみなします。 

ＩＰ接続専用サービスの第４種サービス ＩＰ接続専用サービス 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 
附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 
（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

１ この改正規定は、令和６年 10 月１日から実施します。 
 （高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスに係る超高速品

目のうち 1Gb/s の品目（相互接続点に係るものに限ります。）の料金その他の取扱いについては、次に掲げる

ものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。 

  ア 相互接続点相互間のもの 

(ｱ) １Ｇｂ／ｓのもの                          専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １００，０００円（税込１１０，０００円） 

２０     〃 １，７００，０００円（税込１，８７０，０００円） 

５０     〃 ３，６５６，０００円（税込４，０２１，６００円） 

２００    〃 ７，０１８，０００円（税込７，７１９，８００円） 

４５０    〃 ８，８７７，０００円（税込９，７６４，７００円） 

６００    〃 ９，１００，０００円（税込１０，０１０，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの １８，７００，０００円（税込２０，５７０，０００円） 

イ 相互接続点と端末回線の一端との間のもの 

(ｱ) １Ｇｂ／ｓのもの                         専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １，２７５，０００円（税込１，４０２，５００円） 

２０     〃 ２，８７５，０００円（税込３，１６２，５００円） 

５０     〃 ４，８３１，０００円（税込５，３１４，１００円） 

２００    〃 ８，１９３，０００円（税込９，０１２，３００円） 
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４５０    〃 １０，０５２，０００円（税込１１，０５７，２００円） 

６００    〃 １０，２７５，０００円（税込１１，３０２，５００円） 

６００キロメートルを超えるもの １９，８７５，０００円（税込２１，８６２，５００円） 

ウ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの 

(ｱ) １Ｇｂ／ｓのもの                           専用回線１回線ごとに月額 

距  離  区  分 料金額 

回
線
距
離 

０キロメートルまでのもの １４０，０００円（税込１５４，０００円） 

２０     〃 １，７４０，０００円（税込１，９１４，０００円） 

５０     〃 ３，６９６，０００円（税込４，０６５，６００円） 

２００    〃 ７，０５８，０００円（税込７，７６３，８００円） 

４５０    〃 ８，９１７，０００円（税込９，８０８，７００円） 

６００    〃 ９，１４０，０００円（税込１０，０５４，０００円） 

６００キロメートルを超えるもの １８，７４０，０００円（税込２０，６１４，０００円） 

(2) 加算額については、次に定める額とします。                        月額 

料金種別 単 位 区   分 料金額 

回線終端装置専
用料 

別に定める特定他社
接続回線を利用する
もの 

１台ごとに 1Gb/s 用の場合 ４０，０００円 

(税込４４，０００円) 

備考 

 別に定める特定他社接続回線は特定事業者のＩＰルーティング網接続専用サービスに係るものとします。 

 （特定他社接続回線に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、特定事業者のＩＰ

ルーティング網接続専用サービスに係るもの（タイプ１のものに限ります。）の料金その他の取扱いについて

は、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。 

(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。 

  ① １Ｇｂ／ｓのもの                      特定他社接続回線１回線ごとに月額 

料  金  額  

３５５，０００円(税込３９０，５００円) 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。 
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別紙１ 特定事業者 

ＮＴＴ東日本株式会社 

ＮＴＴ西日本株式会社 

 

別紙２ ＩＰ接続専用サービスの特定端末回線に係る提供区域 

種  類 提供区域 

ＩＰ接続専用サービス 岡山県新見市 

 

 

  
 


